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はじめに 

 

 本事業は、２００８年４月、沿岸三カ国が主導して設置した「マラッカ・シ

ンガポール海峡航行援助施設基金」に（公社）日本海難防止協会が日本財団の

支援を受けて資金拠出を行うことにより、「航行援助施設維持管理計画」に基づ

く、沿岸三カ国の航行援助施設の維持・更新の円滑な実施を支援するとともに、

マ・シ海峡利用者からの自発的な資金協力を促すものである。 

2013 年分として 40 万ＵＳドルの資金を拠出した。 

 

 「マラッカ・シンガポール海峡航行援助施設基金」の設立は、ＩＭＯシンガ

ポール会議での６つのプロジェクトのうち先立ったものであり、国際航行の用

に供する海峡に航行安全と環境保全の実現に関する海峡沿岸国及び利用国の役

割分担について定めた国連海洋法条約第４３条の規定を初めて具体化した画期

的なものといえる。 

 

 加えて、マラッカ・シンガポール海峡では、分離通航帯を維持するため、５

１の航行援助施設が設置され、４０年以上にわたり日本財団をはじめ、関係団

体の官民あげての支援により、これらの航行援助施設の整備が行われてきてお

り、従来から我国は、大きな役割を果たしてきた経緯もある。 

 

 本事業報告書は、これらの状況を踏まえ、２０１３年に開催された第１０回、

第１１回航行援助施設基金委員会の関連内容及び基金の財務状況について、主

に当協会シンガポール連絡事務所からの報告書並びに航行援助施設基金委員会

の資料を基に取りまとめたものである。 

 

 今後、「マラッカ・シンガポール航行援助施設基金」への自発的な貢献の輪が、

マ・シ海峡沿岸国、利用国、国際海運団体等の利用者に更に広がっていくこと

を願うとともに、本事業報告書が航行援助施設基金の設立及び運営に、ご尽力

されてきた方々の労に少しでも報いることができれば、幸いである。 

  

２０１４年３月 

公益社団法人 日本海難防止協会  
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１ 目的 

マラッカ・シンガポール海峡（以下「マ・シ海峡」という。）における航行安

全、環境保全対策の推進については、2007 年 9 月の IMO シンガポール会議におい

て、6 つのプロジェクトの推進を図る「協力メカニズム」が幅広く支持された。 

これらのうち最も中心的存在であるマ・シ海峡における主要な 51 の航行援助

施設の維持・更新を図るプロジェクト 5 は、長期間にわたり多額の費用を要する

ことから、広く海峡利用者からの資金を募ることにより沿岸三カ国（インドネシ

ア、マレーシア及びシンガポール）が管理する航行援助施設基金を設立し、当該

基金がこれらの業務を担っていくこととされた。 

これに続く、2008 年 1 月に開催された沿岸三カ国及び日本財団による東京会議

の合意とこれを受けての 2008 年 4 月の第 1 回航行援助施設基金委員会(以下「基

金委員会」という。)において、マレーシア運輸省半島海事局に「航行援助施設

基金」(以下「基金」という。)が設立されるとともに、（公社）日本海難防止協

会は 6 月に日本財団からの支援を受け、航行援助施設現況調査(以下「現況調査」

という。)の実施費用として、135.1 万 US ドルの資金拠出を基金に対して行った。

また、10 月には第 2 回基金委員会が開催され、現況調査の結果に基づき、今後

10 年間にわたる総額 54.8 百万 US ドルの「航行援助施設維持管理計画」（Plan 

Maintenance Program,以下「PMP」という）が承認された。日本財団は、現況調

査の結果に基づき試算された航行援助施設の維持・更新のために必要となる費用

の 3 分の 1 を当初 5 年間について基金に対し拠出する旨を表明した。 

これらのことを踏まえ、（公社）日本海難防止協会は、日本財団の支援を受け

て「協力メカニズム」による沿岸三カ国が主導して設置した基金に対し、2013

年分として 40 万 US ドルの資金拠出を行い、併せて、マ・シ海峡利用者からの自

発的な資金協力を促し、PMP に基づく、沿岸三カ国の航行援助施設の維持・更新

の円滑かつ早期の実施を支援する。 

 

２ 背景 

（１）マ・シ海峡の航行援助施設 

   マ・シ海峡は、大型タンカーが航行可能な航路幅が狭く、潮流が早い上に、

浅瀬や岩礁が多数存在している。灯台、灯浮標等の航行援助施設は、陸上での

交通信号や道路標識と同様に海上での安全を担っている。 

   マ・シ海峡では、分離通航帯を維持するため、51 箇所の航行援助施設が設置

されている。マ・シ海峡の航路整備を推進するため官民で協議された結果、1969

年に（公財）マラッカ海峡協議会が設立され、日本財団の支援を受けて航路標

識整備を行うとともに、日本船主協会等の支援によりこれらの施設の見回り、

点検、補修作業を行ってきている。 

このようにマ・シ海峡の航路整備にわが国は、大きな役割を果たしてきたが、

一方中国、韓国等他のアジア諸国の著しい経済発展の結果、マ・シ海峡通航量

に占める日本の支配船腹シェアは、年々減少し、関係支援団体の中から、日本

だけが利用国の中でマ・シ海峡航行安全対策の費用を負担し続けることに疑問
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を投げかける声が急速に高まってきた。 

上記のような背景の中、航行援助施設には、当然耐用年数があり、施設が更

新されない状況が続くと、施設の老朽化による故障や船舶衝突による破損等が

生じたり、機能不全に陥ってしまう。インドネシア及びマレーシアとの共同維

持管理業務により施設の修繕や部品補給は懸命に取り組まれてきているが、追

いつくのが難しい状況となってきており、マ・シ海峡の航行援助施設をどのよ

うにして維持管理し、更新していくかが大きな課題となっていた。 

 

（２）経緯 

イ IMO シンガポール会議 

① 概要 

    会議は、2007 年 9 月 4 日から 6 日まで、シンガポールで、開催された。IMO

の主催するマ・シ海峡に関する一連の国際会議の最終回であり、全体 3 日

間の日程の中で、沿岸国から協力メカニズムに関する詳細報告と 6 つのプ

ロジェクトについての進捗状況についての現況報告が行われた。会議には、

欧米、アジア、中東から 38 カ国のほか、14 の非政府機関が参加した。 

② 会議の主な内容 

ａ 協力メカニズム 

      具体的には、協力メカニズムは三つの柱から構成されている。一つ目は

沿岸国、利用国及び利害関係者間の情報、意見交換の場として、「協力フ

ォーラム」を毎年 1 回開催する。二つ目は、「協力フォーラム」で得られ

た様々な意見を基に、「プロジェクト調整委員会」において、沿岸国及び

スポンサーにより 6 つのプロジェクトの実施に向けた調整を行う。三つ目

は、最も長期間にわたって取り組む必要があり、かつ、多額の費用を要す

るプロジェクト 5（航行援助施設の維持・更新）についての財源を確保す

るため「航行援助施設基金」を設ける。 

ｂ これまで（公財）マラッカ海峡協議会を通じて 40 年以上にわたり、マ・

シ海峡における航行援助施設の設置・管理に尽力してきた日本財団は、

会議における笹川会長の演説の中で、国際的に重要な海峡の航行安全と

環境保全の確保については、沿岸国のみならず利用国及び利害関係者の

協力が一層求められているとの認識を示した上で、基金の設立当初５年

間について、所要費用総額の 3 分の 1 の金額の資金拠出を行う意向を表

明した。 

   ＊6 つのプロジェクト 

    プロジェクト 1：TSS（通行分離帯）における 11 の沈船除去 

    プロジェクト 2：HNＳ（有害危険物質）への対処能力の向上 

    プロジェクト 3：小型船舶用 AIS（船舶自動識別システム） 

クラス B 実証実験 

    プロジェクト 4：潮汐、潮流及び風向観測システムの整備 

    プロジェクト 5：航行援助施設の維持・更新 
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    プロジェクト 6：2004 年 12 月の津波被害を受けた航行援助施設の更新 

ロ 東京会議 

① 概要 

   2007 年 9 月の IMO シンガポール会議において、国際的にも 幅広い支持を

集めた協力メカニズムのうちの中核要素である基金の設立に向けた取り組

みを加速させることを目的として、2008 年 1 月 15 日、協力メカニズムに

基づく第１回沿岸国・日本財団会議が、東京において開催された。 

② 会議の主な内容 

ａ 基金の管理国 

     基金の管理は、３年ローテーションにより、次の順番により行われる。 

     2008 年 1 月～2010 年 12 月 マレーシア 

     2011 年 1 月～2013 年 12 月 シンガポール 

     2014 年 1 月～2016 年 12 月 インドネシア 

ｂ 基金の設立に向けたスケジュール 

      2008 年 4 月：第 1 回基金委員会を開催し、最初の資金拠出を受けて基

金を設立。 

     2008 年 4-9 月：通行分離帯を機能させるために必要な主要な 51 の航行

援助施設の現況調査を実施し、その報告書を作成。 

ｃ 日本財団は、2008 年 4 月から 9 月の間において実施される 51 の現況調

査に要する費用として、1.5 百万 US ドルを基金に対して拠出することを

表明した。この日本財団の資金拠出は、IMO シンガポール会議において

表明した基金の設立当初 5 年間の所要費用の３分の１の金額の資金拠出

とは別になされるものであることも併せて確認された。 

ハ 第１回基金委員会 

① 概要 

     沿岸三カ国と利用国との間のマ・シ海峡に関する協力メカニズムの一環で

ある第１回基金委員会は、2008 年 4 月 16 日から 17 日までの間において、

マレーシア・ペナン島のノーサムホテルにおいて開催された。会議には、沿

岸三カ国とアラブ首長国連邦、韓国、日本財団及び中東航行援助サービス

（Middle East Navigation Aids Service、以下「MENAS」という）の代表団

が出席した。また、中国、ギリシャ、日本及び国際海事機関（以下「IMO」

という）がオブザーバーとして参加した。 

     2008 年 1 月の東京会議において、同年 4 月に、日本財団からの資金拠出

を前提として基金委員会を正式に設立するとともに、同基金によってカバ

ーされる航行援助施設の維持管理に要する費用を推計するための現況調査

の実施計画を決定するとの方針が合意されたことにより開催された。 

② 会議の主な内容 

    ａ 事務局を務めたマレーシア半島海事局から、マレーシア財政手続法に従

い、「航行援助施設基金」という名称の信託口座が設立されるとともに、

マレーシアが 2008 年 1 月から 2010 年 12 月までの 3 年間について基金の
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管理国となり、マレーシア半島海事局がその事務局となることが報告され、

これについて了承された。基金に預けられた資金については、US ドルに

より管理されることが合意された。 

ｂ マ・シ海峡内の TSS に存する 51 の主要な航行援助施設の現況調査につ

いての提案が検討され、同現況調査には第三者専門家として財団法人マ

ラッカ海峡協議会が参画すること、インドネシア及びマレーシアの領海

ごとにそれぞれ別に実施されること、同現況調査の報告書は 2008 年 10

月に開催が予定されている第２回基金委員会に提出されることなどが

合意された。 

ｃ シンガポールは、現時点においては基金からの資金を利用する考えは

ないことから、その資金を利用して行う現況調査の対象にはシンガポー

ルが管理している 5 つの航行援助施設は、含まれないことが確認された。 

ｄ これらのことを踏まえ、日本財団は、マ・シ海峡内における現況調査

の実施費用として、1.531 百万 US ドルの資金拠出を基金に対して行う旨

を表明し、議事の一環として開催された共同記者会見において、沿岸三

カ国の代表と日本財団長光常務理事との間において当該資金拠出に関す

る基本合意書の署名式が行われた。 

ニ  第 2 回基金委員会 

① 概要 

         第 2 回基金委員会は、2008 年 10 月 30 日から 31 日の間、マレーシア・クチ

ン・クラウンプラザホテルにおいて開催された。会議には、沿岸三カ国とア

ラブ首長国連邦、韓国、日本財団及び MENAS の代表が出席した。また、中国、

日本、ギリシャ及び IMO が、オブザーバーとして参加した。 

     第 1 回基金委員会において、基金によってカバーされる航行援助施設の維

持・更新に要する当初 10 年間の費用を推計するための現況調査が実施され、

その結果報告を行うとともに、基金の業務開始が 2009 年 1 月と決定された

ことから、現況調査の結果を踏まえた同年の基金の PMP を策定するため開催

された。 

② 会議の主な内容 

ａ 資金拠出の状況について 

ⅰ 基金の管理国を務めているマレーシア半島海事局から、現在基金に

は、日本財団及びアラブ首長国連邦から受領したそれぞれ 1.351 百万

US ドル及び 10 万 US ドルの合計 1.451 百万 US ドルが振込み済みであ

る旨の説明がなされた。 

ⅱ 日本は、日本船主協会、日本石油連盟、電気事業者連合会、日本ガ

ス協会及びその他の関連団体が合計50万 USドルの資金拠出を財団法

人マラッカ海峡協議会を通じて行う旨の情報提供を行った。 

ｂ 現況調査結果について 

ⅰ マレーシア半島海事局から、現況調査の結果に基づき、マ・シ海峡

内の 29 の航行援助施設の更新（リニューアルを含む。）が必要とされ、

4



 5

これに基づき、2009 年以降 10 年間の航行援助施設の維持・更新費用

は総額５４．８百万ＵＳドル、初年の 2009 年の費用は 7.3 百万 US ド

ルとなることが報告された。 

ⅱ インドネシア領海に係る現況調査のうち、基礎構造及び潜水調査

（67.5 万 US ドル）は 2009 年に実施されることになっており、この

ため現時点において現況調査に要した費用は22.2万 USドルであるこ

と及び余剰金額は、基金に返却されることが報告された。 

ⅲ これらに基づく、今後 10 年間にわたる PMP（総額 54.8 百万 US ド

ル）及び 2009 年の維持管理計画（総額 8 百万 US ドル）が原則として

承認された。 

ⅳ 2009 年の維持管理計画には、現況調査の結果に基づく航行援助施

設の維持・更新費用 7.3 百万 US ドルに加え、インドネシア領海分に

おける現況調査のうちの未実施分の基礎構造及び潜水調査（67.5 万

US ドル）、業務監査費用（3.8 万 US ドル）などが含まれている。 

ｃ その他 

     日本財団は、現況調査の結果に基づき試算された航行援助施設の維持・

更新のために必要となる費用の 3 分の 1 を当初 5 年間について基金に対

し拠出する旨を表明した。 

ホ  第 3 回基金委員会 

①  概要 

        第 3 回基金委員会は、2009 年 4 月 13 日から 14 日の間、マレーシア・マ

ラッカのホリディ・イン・ホテルにおいて開催された。会議には、沿岸三カ

国、アラブ首長国連邦、日本財団、マラッカ海峡協議会及び MENAS が出席し

た。また、オブザーバーとして、中国、ギリシャ、日本、インド及び IMO が

参加した。 

2008 年 4 月に沿岸三カ国により設立されたマ・シ海峡内における主要な

航行援助施設の維持・更新を行う基金は、2009 年 1 月から稼働を始めた。

これに伴い、2009 年内における航行援助施設基金から航行援助施設の維

持・更新業務を行う各沿岸国への資金配分を決定する必要があるため開催

された。 

②  会議の主な内容 

ａ  資金拠出の状況 

ⅰ マラッカ海峡協議会は直ちに 0.5 百万 US ドルを振り込む旨を表明し

たほか、日本財団は 2009 年後半までに 2.5 百万 US ドルを、アラブ首長

国連邦は速やかに 10 万 US ドルを、それぞれ振り込むことを明らかにし

た。 

ⅱ 今回の基金委員会からは、インドが新たにオブザーバーとして参加し、

0.774 百万 US ドルをプロジェクト 4（潮汐、潮流及び風向計測システ

ムの設置）のために 2009 年 3 月に拠出済みであり、さらにプロジェク

ト 4 の第 2 段階実施のため、2010 年 3 月までに 0.913 百万 US ドルを
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拠出する旨を表明した。これらの資金は、基金に便宜的に預け置かれ

るものの、航行援助施設の維持・更新に要する資金とは区分して経理

される。 

ｂ 維持・更新業務の実施状況と 2009 年の資金配分計画 

ⅰ マレーシアから 2009 年第１四半期の航行援助施設の維持費用は

38,935US ドルであったこと、インドネシアから同四半期の維持業務は自

己財源１１４，４４９US ドルを用いて実施されたこと、シンガポールも

自己財源１５万～２３万USドルを用いて同年の維持業務を行うことが、

それぞれ報告された。 

      これを受け、マレーシア及びインドネシアから 2009 年第 2 四半期の維

持・更新の実施計画が説明され、基金には未だスポンサーからの資金が

振り込まれていないことを勘案し、マレーシアはウダ・ウトラ・ビーコ

ン及びワン・ファザム・バンク・ビーコンの更新は自己財源により行う

こと、インドネシアも第 2 四半期における維持業務は自己財源により行

うことが、それぞれ報告された。 

ⅱ さらに基金委員会は、現在、基金には、2008 年に実施した現況調査

実施費用として日本財団から拠出された1.351百万 USドルの残余額と

同年におけるアラブ首長国連邦からの拠出 10 万 US ドル等の 1.089 百

万 US ドルの資金があることが報告された。これを受けて、今後各スポ

ンサーから資金拠出が行われる見込みであることも踏まえ、マレーシ

アに維持・更新費用として 1.678 百万 US ドル等の資金配分を行う 2009

年の資金配分計画が承認された。 

ｃ インドネシア政府銀行口座の開設状況 

      2008年中に予定されていたインドネシアが基金からの資金配分を受ける

ための政府銀行口座の開設が遅れており、基金が本格的に稼働する上での

障害となっていた。 

これについて、インドネシアからは、国内法令に基づく諸手続きに時

間を要しているものの、2009 年後半までにすべての手続きが終了する見

込みであることが報告された。 

ヘ 第 4 回基金委員会 

①  概要 

      第４回基金委員会は、2009 年 10 月 19 日から 20 日の間、マレーシア・

ジョホールバルのペルサダ国際会議場において開催された。会議には、沿

岸三カ国、韓国、アラブ首長国連邦、マラッカ海峡協議会及び日本財団が

出席した。また、オブザーバーとして、中国、ギリシャ、インド、日本及

び IMO が参加した。 

     2009 年 4 月に開催された第 3 回基金委員会の後、日本財団、MENAS、マ

ラッカ海峡協議会及びアラブ首長国連邦から同年分の航行援助施設の維

持・更新のための資金が拠出された。このため、同委員会において決定さ

れた同年の資金配分計画を変更するとともに、2010 年の資金配分計画を
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決定するため開催された。 

②  会議の主な内容 

ａ 資金拠出の状況 

ⅰ 基金委員会の開催に先立ち、基金委員会議長と韓国及びマラッカ海

峡協議会との間において、基金への資金拠出に関する覚書が締結され

た。マラッカ海峡協議会は既に 0.5 百万 US ドルを拠出しているほか、

韓国は百万韓国ウォンに相当する金額（9 万 US ドル）を今後拠出する

ことを表明した。 

ⅱ インドネシア政府からは基金からの資金配分を受けるための政府銀

行口座が 2009 年 8 月に開設されたことが報告されたほか、IMO は自ら

が設立したマ・シ海峡信託基金から 5 万 US ドルを拠出することを表明

した。さらに、中国も基金及び IMO のマ・シ海峡信託基金の双方に資

金拠出を行う予定であると述べた。 

ⅲ 事務局を務めたマレーシア海事局から、同年 4 月以降、マラッカ海

峡協議会から 0.5 百万 US ドル、日本財団から 2.5 百万 US ドル、アラ

ブ首長国連邦から 10万 US ドル及び MENAS から 1百万 US ドルが基金に

対し振り込まれたことが報告された。 

ｂ 2009 及び 2010 年の資金配分計画 

ⅰ 沿岸三カ国から 2009 年第 2･3 四半期の維持・更新業務の実施結果が

報告されるとともに、同年第 4 四半期及び 2010 年の作業計画が報告さ

れた。また、現在、航行援助施設基金には 4.670 百万 US ドルの資金が

あることも報告された。 

ⅱ これを受け、事務局から 2009 年及び 2010 年の資金配分計画が説明

され、総額で、2009 年には 0.413 百万 US ドルが、2010 年には 7.569

百万 US ドルが、それぞれ必要であることが示された。このため、2009

年の資金配分計画は提案通り承認されたものの、2010 年は維持・更新

に必要な資金が不足する可能性があるため、2010 年に予定されている

維持・更新作業については優先順位付けが行われるべきであるとされ

た。 

ⅲ この優先順位付けに基づき、2010 年の資金配分計画として、次の金

額が承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 必要総額（US ドル） 配分金額（US ドル） 

事 務 局 37,000 37,000 

マレーシア 2,217,678 1,675,150 

インドネシア 5,314,903 3,420,166 

シンガポール N.A. N.A. 
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ト  第 5 回基金委員会                                 

①  概要 

     第５回基金委員会は、2011 年 10 月 11 日から 12 日の間、マレーシアのラ

ンカウイ島において開催された。会議には、沿岸三カ国、中国、日本財団、

マラッカ海峡協議会及び MENAS が出席した。また、オブザーバーとして、日

本が参加した。2009 年 10 月に開催された第 4 回基金委員会において、基金

委員会は年 1 回の開催とされたことから、前回以降の基金の状況を把握する

とともに、2011 年の資金配分計画等を決定するため開催された。 

②  会議の主な内容 

ａ 資金拠出の状況 

ⅰ 事務局を務めたマレーシア海事局から、2009 年 10 月以降、基金に対

して、2009 年分として、IMO から 0.5 百万 US ドル、韓国から 0.08 百

万 US ドル、2010 年分として、日本財団から 1.39 百万 US ドル、マラ

ッカ海峡協議会から 0.5 百万 US ドル、韓国から 0.09 百万 UＳドル、

中国から 0.25 百万ＵＳドル、サウジアラビアから 0.1 百万 UＳドル、

アラブ首長国連邦から0.1百万 USドルが拠出されたことが報告された。 

ⅱ 2010 年末で 3 年間ごとの持ち回りとされている基金の管理国及び事

務局の交代時期を迎えることから、今回に限りマレーシアが管理国及

び事務局を務める期間を2012年末までの2年間延長することとされた。 

ⅲ 基金に対する資金拠出により、中国、サウジアラビア、インド及び

IMO がオブザーバーから基金委員会の正式メンバーとなった。 

ｂ 2010 年第 3 四半期までの作業報告及び 2010 年第 4 四半期と 2011 年の

作業計画・資金配分計画 

ⅰ 沿岸三カ国から 2010 年第 3 四半期までの航行援助施設に係る維持・

更新業務の実施結果が報告されるとともに、同年第 4 四半期及び 2011

年の作業計画が報告された。また、事務局より航行援助施設基金の口

座残高が 2.787 百万 US ドルであることが報告された。 

ⅱ 作業計画を踏まえて、2011 年の必要予算額について沿岸各国から説

明が行われ、インドネシアからは 4.184 百万 US ドル、マレーシアから

は 1.295 百万 US ドルとの額が示された。 

    シンガポールは、管理する 5 つの航行援助施設維持管理を自己財源で

行い、基金の活用は行わない旨を表明した。 

ⅲ 続いて資金配分計画について検討が行われたが、2011 年の全体予算

についてはなお詳細な検討が必要であるとされ、次回の基金委員会に

おいて再度協議することとなった。 

ⅳ このため、基金委員会として 2011 年第 1 四半期のみの 資金配分計

画を以下の通り承認した。 

・インドネシア  0.365 百万 US ドル 

・マレーシア   0.597 百万 US ドル 
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・委員会事務局   0.043 百万 US ドル 

（合計 1.005 百万 US ドル） 

     なお、基金を活用しての活動がより容易に理解できるよう、基金委員

会への報告に当たっては標準的な様式を定めるとともに、当初作成した

10 年間の作業計画と作業実績とを比較する資料を作成するべきである、

との問題提起がなされた。 

チ 第 6 回基金委員会 

① 概要 

2010 年 10 月に開催された第 5 回基金委員会において、基金委員会は再び

年２回開催されることとなった。このため、基金の状況の確認と第 5 回基金

委員会で一部承認が行われた 2011 年の資金配分計画等を決定するため、2011

年 3 月にマレーシアのクアラ・ルンプールにおいて第 6 回基金委員会が開催

された。会議には、 沿岸三カ国、インド、中国、サウジアラビア、アラブ首

長国連邦、IMO、マラッカ海峡協議会、MENAS、日本財団、ドイツ（オブザー

バー）が出席した。  

  （※ 日本政府代表の国土交通省は、東日本大震災対応のため欠席） 

 ② 会議の主な内容 

a  資金拠出の状況  

  基金の事務局を務めるマレーシア海事局から、2010 年 10 月以降基金に

対して以下の通りの拠出が行われたことが報告された。  

ⅰ   2010 年分拠出として  

  MENAS から 100 万 US ドル、IMO から 5 万 US ドル  

ⅱ   2011 年分として  

  IMO から 5 万 US ドル  

また、事務局より航行援助施設基金の口座残高が 4.145 百万 US ドル

であることが報告され、基金の運用状況について確認が行われた。  

ｂ 2010 年の作業報告及び 2011 年の作業計画・資金配分計画  

  沿岸三カ国から、2010 年に実施された各国の航行援助施設に係る維持・

更新作業の報告が行われた。この中でマレーシアからは、2010 年に予定さ

れていた灯標の修繕及び代替作業の一部が、入札手続きの遅延により 2011

年へと持ち越しになったことも報告された。  

2010 年の業務監査を行ったマラッカ海峡協議会からは、 

  ・確認された航行援助施設の約 20％が機能しておらず航行安全に支障を

及ぼすおそれがあること 

・予備部品や機器の調達における効率性を改善する必要があること 

・技術スタッフの人材育成を行う必要があること 

を指摘する報告が行われた。  

また、沿岸国からは 2011 年の作業計画が報告され、前回の委員会で議論

となったインドネシアによる Buffalo Rock 灯標の代替作業についても、所

要額が 95 万 US ドルに減額されていること等を勘案して基金を活用するこ
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とで合意された。  

この結果、各国の作業計画を踏まえて、基金委員会として 2011 年の資金

配分計画を以下の通り承認した。  

ⅰ インドネシア 1,575,543.22 US ドル  

ⅱ  マレーシア 2,498,084.00 US ドル  

ⅲ  委員会事務局 43,000.00 US ドル （合計 4,116,627.22US ドル）  

なお、上記の金額には、前回の基金委員会で合意され既に基金より支出

されている第 1 四半期分の費用も含まれる。また、シンガポールは、管理

する 5 つの航行援助施設の維持管理を自己財源で行い、引き続き基金の活

用は行わない旨を表明した。  

さらに、前回基金委員会での問題提起を受けて、基金を活用しての活動

がより容易に理解できるよう作業報告や作業計画についての「標準的な定

型書式」が事務局より提案され、これについても合意された。  

リ 第７回基金委員会 

① 概要 

2011年 10月 17日に第7回基金委員会がマレーシアのマラッカで開催された。

今回の基金委員会は、基金とならんで「協力メカニズム」の重要な構成要素と

なっている「協力フォーラム」等のマ・シ海峡関連会議がマラッカで開催され

たことに合わせて、これらの会議と連続する形で開催された。会議には、 沿岸

三カ国、日本（国土交通省）、インド、アラブ首長国連邦、IMO 、マラッカ海峡

協議会、国際航行援助基金（International Federation for Aids to Navigation

「IFAN」、旧 MENAS が名称変更したもの）、日本財団 が出席した。 

  ② 会議の主な内容 

  a  資金拠出の状況  

  基金の事務局を務めるマレーシア海事局から、2011 年分として 現在ま

でに以下の通りの拠出が行われたことが報告された。  

ⅰ  韓国から 91,554.14US ドル  

ⅱ  UAE から 10 万 US ドル  

ⅲ  IMO から 5 万 US ドル  

ⅳ  マラッカ海峡協議会から 50 万 US ドル  

ⅴ  日本財団から 100 万 US ドル  

 さらに、事務局より航行援助施設基金の口座残高が 10 月 1 日現在で

2,125,642.13US ドルであることが報告され、基金の運用状況について確認

が行われた。  

 なお、これまではオブザーバーの立場であった日本（国土交通省）が、

本基金委員会より正式なメンバーとなった。  

b  2011 年の作業報告及び 2012 年の作業計画・資金配分計画  

 沿岸三カ国からこれまでに行われた 2011 年の航行援助施設に係る維持・

更新業務の実施結果が報告された。  

 また、業務の監査を担当するマラッカ海峡協議会より、一回目の監査結
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果の報告が行われ、航行援助施設の適切な維持管理等についても意見が述

べられた。  

 続いて、沿岸三カ国から 2012 年の作業計画及び 2012 年の必要予算額に

ついて説明が行われた。なお、インドネシア及びマレーシアから、作業の

一部についてはそれぞれ自己財源により実施される旨の説明があった。ま

たシンガポールは、管理する 5 つの航行援助施設の維持管理を自己財源

（13.8 万 US ドル）で行い、基金の活用は行わない旨を表明した。  

 さらに、基金からの資金配分計画について検討が行われ、イン ドネシア

からは 309.8 万 US ドル、マレーシアからは 49.99 万 US ドルの額が示され

た。 

 しかしながら、インドネシアから提示された案のうち一基あたり 100 万

US ドルを上回る経費が計上されている航行援助施設の更新作業について

は、2012 年 3 月までに実施される予備調査の結果を踏まえて最終的な支出

額を決定することとし、本委員会で承認する資金配分計画からは除外され

ることとなった。  

 この結果、基金委員会は 2012 年第 1 四半期の資金配分計画を以下の通り

承認した。  

ⅰ  インドネシア 648,370.00US ドル  

ⅱ  マレーシア   499,908.00US ドル  

ⅲ  委員会事務局  4.5 万 US ドル （合計 1,193,278.00US ドル） 

 

ヌ 第 8 回基金委員会 

① 概要 

2012 年 4 月 10 日にマレーシアのプトラジャヤにおいて開催された。会議に

は沿岸三カ国、インド、中国、日本（国土交通省）、アラブ首長国連邦（UAE）、

マラッカ海峡協議会、国際航行援助基金（IFAN）、日本財団が参加した。 

 ② 会議の主な内容 

  a  資金の拠出状況 

基金の事務局を務めるマレーシア海事局から、2011 年 10 月以降基金に対

して以下の通りの拠出が行われたことが報告された。 

2012 年分拠出として、 

ⅰ アラブ首長国連邦から 10 万 US ドル 

ⅱ マラッカ海峡協議会から 50 万 US ドル 

また、事務局より航行援助施設基金の口座残高が2,405,646.60ＵＳドルであ

ることが報告され、基金の運用状況について確認が行われた。 

ｂ 2011 年及び 2012 年第 1 四半期の作業報告及び 2012 年の作業計画・資金配

分計画 

インドネシアにおいては通常のメンテナンス作業に加え、バッファロ

ー・ロック北灯標、ワン・ファザムバンク北灯標の準備調査及びバッファ

ロー・ロック北灯標の代替が行われたことが発表された。 
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マレーシアからは、パンジャン・ウタラ灯標とトンポク・ウタラ灯標の

土木・建築工事、セパ灯標の取替並びにブキッ・セゲンティン灯台の光源

設備及びシステムの更新が行われたことが発表された。 

業務監査を行ったマラッカ海峡協議会からは、ⅰインドネシア、マレー

シアでそれぞれ５つの航行援助施設が機能していなかったこと、ⅱ定期的

な監視のための訪問の頻度を増やす必要があること、ⅲ技術スタッフの人

材育成を行う必要があること、ⅳ航行援助施設における破壊的窃盗を防止

する措置が必要であることを指摘する報告が行われた。 

また、沿岸国からは 2012 年の作業計画が報告された。前回の委員会でイ

ンドネシアから提出され、再度検討することになっていた代替工事計画に

ついては、ラレイ・ショール灯標の代替をインドネシアが独自の予算で行

うこととなり、改訂された計画が提出された。 

この結果、各国の作業計画を踏まえて、基金委員会として 2012 年の資金

配分計画を以下の通り承認した。 

ⅰ インドネシア    1,430,085.00 US ドル 

ⅱ マレーシア        499,908.00 US ドル 

ⅲ 委員会事務局     45,000.00 US ドル 

（合計 197.5 万 US ドル） 

（なお、上記の金額には、前回の基金委員会で合意され既に基金より支

出されている第１四半期分の費用も含まれる。また、シンガポールにつ

いては、管理する 5 つの航行援助施設の維持管理を独自の予算で行い、

引き続き基金の活用は行わない旨を表明した。） 

 

ル 第 9 回基金委員会 

① 概要 

2012年12月13、14日にマレーシアのジョホールバルにおいて開催された。会議

には沿岸三カ国、インド、中国、日本（国土交通省）、アラブ首長国連邦（UAE）、

国際海事機関（IMO）、マラッカ海峡協議会、国際航行援助基金（IFAN）、日本

財団が参加した。 

② 会議の主な内容 

  a  資金の拠出状況 

基金の事務局を務めるマレーシア海事局から、2012 年 4 月以降基金に対

して以下の通りの拠出が行われたことが報告された。 

ⅰ  2011 年分拠出として 

・IFAN から 100 万 US ドル 

ⅱ  2012 年分拠出として 

・韓国から 87,870.33 US ドル 

・国際海事機関（IMO）から 5 万 US ドル 

・日本財団から 66 万 US ドル 

また、事務局より航行援助施設基金の口座残高が 3,396,793.45 US ドル
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であることが報告され、基金の運用状況について確認が行われた。 

2013 年から事務局を務めることとなるシンガポールから、翌年からの基

金の運営について以下の提案がなされ、承認された。 

・「MPA（海事港湾庁） – 航行援助施設基金」の名義で、DBS Limited（銀

行）に US ドルの当座預金口座を開設すること。 

・沿岸国は、作業報告と提案する作業計画及び支出に関する要請を承認さ

れた書式を使用して会議の１か月前に事務局に提出すること 

・シンガポールが会計年度ごとに登録された会計事務所により基金口座の

会計監査が行われるよう入札を実施すること 

・マラッカ海峡協議会を 2013 年から 2015 年の間、第三者業務監査人とし

て指名し活動させること 

b  2012 年第 1～第 3 四半期の作業報告及び 2013 年の作業計画・資金配分計画 

インドネシアからは、認められた予算の節約により、180,858.73 US ド

ルの執行残額が見込まれる旨発表された。 

マレーシアからは、151,193.00 US ドルの節約が見込まれ、この残額は

来年までに基金へ返納される旨報告された。 

業務監査を行ったマラッカ海峡協議会からは、インドネシアに対して 

ⅰ定期的な監視のための訪問の頻度を増やす必要があること 

ⅱ技術スタッフの人材育成を行う必要があること 

ⅲマレーシアに対して夜間に自動で点灯する航行援助施設機器の設置が必

要であること 

を指摘する報告が行われた。 

また、沿岸国からは 2013 年の作業計画が報告され、基金委員会として

2013 年の資金配分計画を以下の通り原則として承認した。 

・インドネシア 1,654,014.01 US ドル 

（180,858.73 US ドルを相殺した額） 

・マレーシア  974, 744.00 US ドル 

・委員会事務局 45,000.00 US ドル 

（合計 267.4 万 US ドル） 

（なお、シンガポールについては、管理する 5 つの航行援助施設の維持

管理を独自の予算で行い、引き続き基金の活用は行わない旨を表明した。） 
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3  第 10 回 基 金 委 員 会  

（ １ ） 概 要  
第 10 回 目 と な る 今 回 会 合 は 、 2013 年 4 月 4 日 ,5 日 の 両 日 に シ

ン ガ ポ ー ル の ホ リ デ ィ イ ン ・ シ ン ガ ポ ー ル ・ オ ー チ ャ ー ド ・ シ テ

ィ ・ セ ン タ ー ・ ホ テ ル に お い て 開 催 さ れ た 。  

イ  出 席 者  

 沿 岸 三 カ 国 （ イ ン ド ネ シ ア 、 マ レ ー シ ア 及 び シ ン ガ ポ ー ル ） イ

ン ド 、中 国 、日 本（ 国 土 交 通 省 ）、ア ラ ブ 首 長 国 連 邦（ UAE）、国 際

海 事 機 関（ IMO）、マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 、 国 際 航 行 援 助 基 金（ IFAN）、 

日 本 財 団  

ロ  概 要  

① 基 金 の 運 営 ・ 資 金 拠 出 の 状 況  

 基 金 の 事 務 局 を 務 め る シ ン ガ ポ ー ル 海 事 港 湾 庁（ MPA）か ら 、

2013 年 4 月 ま で 、 基 金 に 対 し て 、 ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 か ら 10 万

US ド ル の 拠 出 が 行 わ れ た こ と が 報 告 さ れ る と と も に 、各 国・各

組 織 か ら 以 下 の 拠 出 が 2013 年 内 に 行 わ れ る こ と が 発 表 さ れ た 。 

・ IFAN か ら 100 万 US ド ル  

・ マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 か ら 50 万 US ド ル  

・ 中 華 人 民 共 和 国 か ら 20 万 US ド ル  

・ 韓 国 か ら 1 億 ウ ォ ン （ 8 万 9825 U S ド ル ）  

 ま た 、イ ン ド ネ シ ア 海 運 総 局 ト ニ ー 局 長 立 会 い の も と 、マ レ

ー シ ア 海 事 局 ア ハ マ ド・オ ス マ ン 局 長 と MPA セ ガ ー ル 次 長 が レ

14



 

15 
 

タ ー に 署 名 し 、 基 金 の 引 継 ぎ が 行 わ れ た 。  

 MP A か ら 、 前 事 務 局 で あ る マ レ ー シ ア か ら 引 き 継 い だ 基 金 の

残 額 は 、 4,116, 5 7 2 . 4 8 U S ド ル で あ っ た こ と が 発 表 さ れ た 。  

 次 に 、 事 務 局 か ら 、 今 後 必 要 と さ れ る 作 業 等 を 勘 案 す る と 、

2015 年 ま で に 962 万 US ド ル の 拠 出 が 必 要 で あ る こ と が 発 表 さ

れ た 。  

 ま た 、事 務 局 か ら の 提 案 に 基 づ き 、以 下 の 事 項 が 合 意 さ れ た 。 

ⅰ 10 年 間 の 整 備・代 替 計 画 と 見 積 も り（ PMP）を 見 直 す こ と 。  

ⅱ マ レ ー シ ア 、イ ン ド ネ シ ア が 整 備 ・ 代 替 に 関 す る 支 出 報 告

を 年 2 回 提 出 す る こ と 。  

ⅲ 航 行 援 助 施 設 毎 に 予 算 要 求 を 実 施 す る こ と 。  

② 2012 年 第 4 四 半 期 の 作 業 報 告 及 び 2013 年 の 作 業 計 画・資 金

配 分 計 画  

沿 岸 三 カ 国 か ら 、 2012 年 の 第 4 四 半 期 に 実 施 さ れ た 各 国 の

航 行 援 助 施 設 に 係 る 維 持 ・ 更 新 作 業 の 報 告 が 行 わ れ た 。  

イ ン ド ネ シ ア か ら は 、節 約 に よ り 、779,23 1 . 2 1 U S ド ル ま で 使

用 額 を 減 ら し た 旨 発 表 さ れ た 。2012 年 全 体 の 使 用 額 も 、PMP や

送 金 さ れ た 額 よ り 節 約 し 、1,315, 6 5 7 . 9 7 U S ド ル で あ っ た こ と も

発 表 さ れ た 。  

マ レ ー シ ア か ら は 、2012 年 全 体 で 、359,04 9 U S ド ル の 支 出 と

な り 、 PMP や 送 金 額 内 で 収 ま っ て い る こ と が 発 表 さ れ た 。  

業 務 監 査 を 行 っ た マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 か ら は 、航 行 援 助 施 設

の 管 理 に 関 し て 改 善 が 見 ら れ る 旨 評 価 が 述 べ ら れ た 。  

ま た 、 沿 岸 国 か ら は 2013 年 の 作 業 計 画 が 報 告 さ れ 、 基 金 委

員 会 と し て 2013 年 の 資 金 配 分 計 画 を 以 下 の 通 り 原 則 と し て 承

認 し た 。  

・ イ ン ド ネ シ ア  818,4 5 3 U S ド ル  

・ マ レ ー シ ア   327, 8 6 9  U S ド ル  

・委 員 会 事 務 局  54,70 0  U S ド ル  （ 合 計  1,201 , 0 2 2  U S ド ル ） 

（ な お 、シ ン ガ ポ ー ル に つ い て は 、管 理 す る 5 つ の 航 行 援 助 施

設 の 維 持 管 理 を 独 自 の 予 算 で 行 い 、引 き 続 き 基 金 の 活 用 は 行 わ

な い 旨 を 表 明 し た 。）  

  日 本 財 団 は 、 5 年 間 の 約 束（ 2009～ 201 3 年 ）と し て 、2013 年

も 必 要 額 の １ /3 の 額 を 拠 出 す る 旨 発 表 し た 。  

  基 金 委 員 会 は 、 日 本 財 団 の 基 金 へ の 継 続 的 な 協 力 に 対 し て 深

い 感 謝 を 表 明 し た 。  
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③ 次 回 委 員 会 の 開 催 等  

次 回 の 第 11 回 基 金 委 員 会 は 、 10 月 に 協 力 メ カ ニ ズ ム の 他 の

会 合 と 近 接 し た 時 期 に シ ン ガ ポ ー ル で 開 催 さ れ る こ と と な っ

た 。  

沿 岸 三 カ 国 は 、 日 本 が 2013年 2月 に マ レ ー シ ア ・ ポ ー ト ク ラ ン

で 開 催 し た 第 二 回 マ ･シ 海 峡 航 行 援 助 施 設 ワ ー ク シ ョ ッ プ に 対 し

て 謝 意 を 表 し た 。  

  IMO か ら 、 プ ロ ジ ェ ク ト 1 及 び 2 に 関 す る 拠 出 に つ い て 、 基

金 を 通 じ て 実 施 し た い 旨 提 案 が あ っ た が 、 直 接 プ ロ ジ ェ ク ト へ

拠 出 す る こ と が 望 ま し い 旨 回 答 さ れ た 。  

ハ  考 察  

今 回 の 第 10 回 基 金 委 員 会 は 、シ ン ガ ポ ー ル が 事 務 局 を 引 き 継 い

で 初 め て の 会 合 と な っ た 。 シ ン ガ ポ ー ル か ら は 、 基 金 の 運 営 に 関

し て PMP の 見 直 し 、 半 年 毎 の 収 支 報 告 、 航 行 援 助 施 設 毎 の 予 算 要

求 と い っ た 取 り 組 み が 提 案 さ れ 、 承 認 さ れ た 。 こ う し た 取 り 組 み

は 、 基 金 の 運 営 の 透 明 性 を 高 め る こ と を 通 じ て 、 現 在 及 び 潜 在 的

な 拠 出 者 が 拠 出 を 継 続 し 、 又 は 新 た に 拠 出 す る 環 境 を 整 備 す る も

の と し て 評 価 さ れ る べ き と 思 わ れ る 。  

一 方 で 、 基 金 の 安 定 し た 運 営 を 確 保 す る た め に は 、 こ れ ま で 拠

出 を 行 っ て き た 利 用 国 や 日 本 財 団 、IFAN 等 に 加 え て 、海 運 業 界 を

始 め と す る 新 た な 拠 出 者 を 惹 き つ け る 努 力 が 必 要 と さ れ て い る と

こ ろ で あ る 。  

会 議 終 了 後 の レ セ プ シ ョ ン に 海 運 団 体 を 招 待 す る 等 の 取 り 組 み

も 見 ら れ る が 、 今 後 、 よ り 根 本 的 、 具 体 的 な 対 策 が 必 要 に な る も

の と 思 料 さ れ た 。  

 

（ ２ ） 会 議 レ ポ ー ト  

イ  開 会  

「 マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 の 航 行 安 全 と 環 境 保 全 に 関 す

る 協 力 メ カ ニ ズ ム 」に 基 づ く 航 行 援 助 施 設 基 金（ ANF）委 員 会 の

第 10 回 会 議 が 、2013 年 4 月 4・ 5 日 に シ ン ガ ポ ー ル の ホ リ デ イ

イ ン ・ オ ー チ ャ ー ド ・ シ テ ィ セ ン タ ー ホ テ ル に お い て 開 催 さ れ

た 。  

本 会 議 に は 、沿 岸 三 国（ イ ン ド ネ シ ア 、マ レ ー シ ア 、シ ン ガ

ポ ー ル ）、中 国 、イ ン ド 、日 本 、韓 国 、国 際 航 行 援 助 施 設 基 金（ IFAN）、

日 本 財 団 、マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会（ MSC）の 代 表 者 が 出 席 し た 。（ 資

料 10-1 参 照 ）  

会 議 の 冒 頭 、基 金 委 員 会 の 議 長 で あ る シ ン ガ ポ ー ル 海 事 港 湾

庁 （ MPA） 副 長 官 （ オ ペ レ ー シ ョ ン 担 当 ） の Capt. M .  S e g a r が

代 表 者 ら に 歓 迎 の 挨 拶 を 述 べ た 。 ANF の 有 効 性 を 高 め 維 持 し て
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い く た め の 変 わ ら ぬ 支 援 お よ び 協 力 に 対 し 、 資 金 提 供 国 に 感 謝

の 意 を 表 し た 。  

基 金 委 員 会 は 会 議 を 主 催 し た シ ン ガ ポ ー ル に 対 し て 謝 辞 を

述 べ た 。 基 金 委 員 会 は マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 の 航 行 安 全

に お け る ANF の 重 要 性 に つ い て 全 員 一 致 で 再 確 認 し 、 ANF へ の

支 援 を 引 き 続 き 行 う こ と を 改 め て 表 明 し た 。  

ロ  議 題 の 採 択  

事 務 局 は 、国 際 海 事 機 関（ IMO）が「 マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル

海 峡 の 航 行 安 全 と 環 境 保 全 に 関 す る 協 力 メ カ ニ ズ ム 」 に 基 づ く

海 峡 プ ロ ジ ェ ク ト 1 お よ び 21に 対 し て ANF を 通 じ て 資 金 を 拠 出

す る と い う IMO の 提 案 に つ い て 検 討 す る よ う IMO か ら 基 金 委 員

会 に 要 請 が あ っ た こ と を 報 告 し た 。  

基 金 委 員 会 は 、 IMO の 提 案 を 「 そ の 他 」 の 議 題 項 目 と し て 審

議 す る こ と に 同 意 し た 。改 定 議 題 は 本 基 金 委 員 会 で 採 択 さ れ た 。

（ 資 料 10-2 参 照 ）  

ハ  代 表 の 信 任 上 に 関 す る 報 告  

基 金 委 員 会 は 、 第 10 回 航 行 援 助 施 設 基 金 委 員 会 会 議 の 代 表

と し て の 資 格 確 認 が 適 切 に 行 わ れ た こ と を 報 告 し た 。  

ニ  航 行 援 助 施 設 基 金（ ANF）へ の 資 金 拠 出 に 関 す る 韓 国 と の 調 印

式  

航 行 援 助 施 設 基 金 委 員 会 議 長 と 韓 国 海 洋 水 産 部 航 行 業 務 課 長

の Hong L a e - H y u n g 氏 が 承 認 書 に 調 印 し た 。 こ の 調 印 に よ っ て 、

2013 年 か ら 2015 年 ま で の 今 後 3 年 間 、 韓 国 が 年 間 1 億 韓 国 ウ

ォ ン を ANF に 資 金 拠 出 す る こ と が 確 認 さ れ た 。  

ホ  航 行 援 助 施 設 基 金 の 管 理 お よ び 運 営   

① 海 峡 利 用 国 お よ び そ の 他 の 利 用 者 か ら の 資 金 拠 出  

基 金 委 員 会 は 、2013 年 1 月 1 日 か ら 4 月 1 日 ま で ANF は ア ラ

ブ 首 長 国 連 邦 よ り 新 た に 10 万 US ド ル の 資 金 拠 出 を 受 け た こ と

を 報 告 し た 。（ 資 料 10-3 参 照 ）  

ま た 、下 記 に 示 す 2013 年 度 確 約 済 み 拠 出 金 に つ い て も 感 謝 と

と も に 報 告 し た 。  

a IFA N： 100 万 US ド ル  

b MSC： 50 万 US ド ル  

c 中 国 ： 20 万 US ド ル  

d 韓 国 ： 1 億 韓 国 ウ ォ ン  

                                                  
1「 海 峡 地 域 に お け る 往 復 航 行 分 離 方 式 に よ る 船 骸 撤 去 に 関 す る 海 峡

プ ロ ジ ェ ク ト 1」 お よ び 「 海 峡 地 域 に お け る 有 害 危 険 物 質 （ H N S）

へ の 準 備 対 応 に 対 す る 協 力 お よ び 人 材 開 発 に 関 す る プ ロ ジ ェ ク ト

2」  
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M S C は 201 3 年 4 月 に 50 万 US ド ル の 拠 出 金 を ANF の 口 座 に 送

金 予 定 で あ る こ と を 基 金 委 員 会 に 報 告 し た 。  

② 2011 年 か ら 2012 年 ま で に イ ン ド ネ シ ア に 配 分 さ れ た ANF の

管 理  

イ ン ド ネ シ ア は そ の 報 告 書 の 中 で 2012 年 度 分 と し て イ ン ド

ネ シ ア に 配 分 さ れ た ANF に 234,6 1 1 . 0 2 U S ド ル の 残 金 が あ る こ と

を 報 告 し た 。（ 資 料 10-4 参 照 ）  

基 金 委 員 会 は 、 イ ン ド ネ シ ア に 配 分 さ れ た ANF 資 金 の 使 途 お

よ び 残 金 に 関 し て 非 常 に 明 瞭 に 記 載 し た 報 告 書 を 提 出 し た こ と

に つ い て イ ン ド ネ シ ア を 称 賛 し た 。  

③ 2012 年 度 ANF に 関 す る 第 三 者 監 査 人 の 報 告  

基 金 委 員 会 は 2012 年 度 ANF に 関 す る 第 三 者 監 査 人 Wan N a d z i r  

a n d  C o .の 報 告 書 に つ い て 言 及 し た 。 2012 年 1 月 1 日 か ら 2013

年 1 月 31 日 ま で の ANF 口 座 に 関 す る 監 査 報 告 書 の 決 算 残 高 は

3,969, 5 5 8 U S ド ル で あ る 。 (資 料 10-5 参 照 ）  

基 金 委 員 会 の 会 計 担 当 者 は 、 マ レ ー シ ア か ら シ ン ガ ポ ー ル へ

の 移 譲 額 が 4,11 6, 5 7 2 . 4 8 U S ド ル で あ っ た こ と を 報 告 し た 。会 見

担 当 者 は 、 マ レ ー シ ア か ら 移 譲 さ れ た 金 額 と 監 査 報 告 書 で 報 告

さ れ た 決 算 残 高 と の 間 に 差 異 が あ る の は 、マ レ ー シ ア へ の 2012

年 度 ANF 配 分 額 の 余 剰 金 147,04 9 U S ド ル お よ び シ ン ガ ポ ー ル へ

の 送 金 の 銀 行 手 数 料 35US ド ル に よ る 調 整 が 主 な 原 因 で あ る こ

と を マ レ ー シ ア か ら 報 告 を 受 け た と 説 明 し た 。 マ レ ー シ ア は そ

の 説 明 を 承 認 し た 。 ま た 、 基 金 委 員 会 は 会 計 担 当 者 が 提 示 し た

訂 正 決 算 書 が あ る こ と に 言 及 し た 。（ 資 料 10-6 参 照 ）  

④ マ レ ー シ ア か ら シ ン ガ ポ ー ル へ の ANF の 移 譲 に 関 す る 調 印 式  

議 長 と 前 議 長（ 2008 年 ～ 2012 年 ）で あ っ た マ レ ー シ ア 海 事 局

海 事 局 長 Dato’  Capt a i n  A h m a d  b i n  O t h m a n は 、 イ ン ド ネ シ ア

海 運 総 局 航 行 援 助 局 長 A. T on n y  B u d i o n o 氏 を 証 人 と し て 、 航 行

援 助 施 設 基 金 譲 渡 書 に 調 印 し た 。 移 譲 さ れ た 基 金 の 総 額 は

4,116, 5 7 2 . 4 8 U S ド ル で あ っ た 。 こ の 内 訳 は 、 ANF が

3,742 , 2 0 1 . 4 8 U S ド ル で 、海 峡 プ ロ ジ ェ ク ト 4（「 マ レ ー シ ア・シ

ン ガ ポ ー ル 海 峡 に お け る 航 行 安 全 及 び 環 境 保 護 強 化 の た め の 往

復 航 行 分 離 方 式 に よ る 潮 汐 、 潮 流 及 び 風 向 計 測 シ ス テ ム の 設

置 」） が 374,37 1 U S ド ル で あ っ た 。  
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⑤ 2013 年 度 以 降 の ANF の 持 続 可 能 性  

2013 年 か ら 2015 年 ま で の 期 間 に 予 想 さ れ る 概 算 支 出 額 に 基

づ き 、基 金 委 員 会 は 2013 年 か ら 2015 年 に か け て 962 万 US ド ル  

の 追 加 資 金 が 必 要 に な る と 述 べ た 2。 さ ら に 基 金 委 員 会 は 、 ANF

の 資 金 は 2013 年 の 配 分 案 に つ い て は 十 分 で あ る が 、今 後 数 年 間

の メ ン テ ナ ン ス 作 業 計 画（ PMP）に 資 金 を 提 供 し 、不 測 の 事 態 に

対 応 で き る よ う に す る た め に は ANF に 十 分 な 資 金 を 確 保 す る 必

要 が あ る と 指 摘 し た 。（ 資 料 10-7 参 照 ）  

⑥ 事 務 局 に よ る ANF 管 理 計 画  

事 務 局 は 次 の 3 つ の 管 理 計 画 を 提 案 し た 。  

a イ ン ド ネ シ ア 、 マ レ ー シ ア 、 シ ン ガ ポ ー ル に よ る 10 カ 年

PMP の 見 直 し お よ び 改 訂  

b 交 換 ・ メ ン テ ナ ン ス 工 事 費 用 に 関 す る イ ン ド ネ シ ア お よ び

マ レ ー シ ア に よ る 四 半 期 報 告 書 の 提 出  

c 個 別 の 航 行 援 助 施 設 に 基 づ く 予 算 案  

  （ 資 料 10-8 参 照 ）  

基 金 委 員 会 は 、1 年 に 2 度 開 催 さ れ る ANF の 会 議 に 合 わ せ て 、

報 告 書 の 作 成 頻 度 を 減 ら し て 半 期 ご と に す る こ と に 同 意 し た 。  

⑦ 2013 年 ～ 2015 年 に お け る ANF の 第 三 者 監 査 人 に 関 す る 提  案  

基 金 委 員 会 は 、 2013 年 か ら 2015 年 ま で の ANF の 第 三 者 監 査

人 と し て Foo Ko n  T a n  G r a n t  T h o r n t o n を 指 名 す る と い う 事 務 局

の 提 案 に 同 意 し た 。基 金 委 員 会 は 、項 目 1（ ANF 議 長・事 務 局 が

維 持 管 理 す る 口 座 の 監 査 ）に つ い て 3 年 間 で 総 額 29,0 00 U S ド ル

を 事 務 局 か ら 支 給 す る こ と を 承 認 し た 。 こ の 時 点 よ り イ ン ド ネ

シ ア お よ び マ レ ー シ ア が 基 金 委 員 会 に 取 引 記 録 を 半 年 ご と に 提

出 す る と い う こ と を 確 認 し た う え で 、 基 金 委 員 会 は 項 目 2（ イ

ン ド ネ シ ア お よ び マ レ ー シ ア が 行 う ANF に 関 す る 取 引 の 検 証 ）

を 除 外 す る こ と に つ い て マ レ ー シ ア お よ び イ ン ド ネ シ ア に 同 意

し た 。（ 資 料 10-9 参 照 ）  

ヘ  基 金 委 員 会 の 作 業 計 画  

① 2012 年 第 4 四 半 期 維 持 管 理 報 告  

基 金 委 員 会 は 、2012 年 第 4 四 半 期 維 持 管 理 報 告 書 が 沿 岸 三 国

に よ っ て 提 出 さ れ た こ と を 報 告 し た 。詳 細 を 以 下 に 示 す 。（ 資 料

10-10 参 照 ）  

a イ ン ド ネ シ ア  

2012 年 第 4 四 半 期 に お け る イ ン ド ネ シ ア の 航 行 援 助 施 設 の

維 持 管 理 費 用 は 779,23 1 . 2 1 U S ド ル で あ っ た 。  

                                                  
2  2 0 1 3 年 度 支 出 額 は 、第 9 回 航 行 援 助 施 設 基 金 委 員 会 会 議 で 承 認 さ

れ た 配 分 案 を 基 に し て い る 。  
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2 0 1 2 年 維 持 管 理 作 業 に か か っ た 総 額 は 1,315 , 6 5 7 . 9 7 U S ド

ル で あ っ た 。 こ の 金 額 は 、 承 認 さ れ た PMP の 概 算 額

4,055, 7 4 1 U S ド ル お よ び 配 分 額 1,45 0, 6 9 3 . 7 0 U S ド ル を 下 回 っ

た 。 内 訳 は 次 の 通 り で あ る 。  

ⅰ 土 木 ・ 建 築 工 事 （ 153, 60 0 . 1 1 U S ド ル ）  

ⅱ 定 期 メ ン テ ナ ン ス （ 147, 48 2 . 5 8 U S ド ル ）  

ⅲ 交 換 （ 713,67 8 . 0 3 U S ド ル ）  

ⅳ 予 備 部 品 の 調 達 （ 300, 89 7 . 2 5 U S ド ル ）  

基 金 委 員 会 は 、 イ ン ド ネ シ ア の 維 持 管 理 報 告 書 に 記 載 さ れ

て い る よ う に 2013 年 第 1～ 3 四 半 期 に か か っ た 実 際 の 総 額 に

つ い て 訂 正 が 発 生 し た の は 、 為 替 レ ー ト が 有 利 に 変 動 し た こ

と が 原 因 で あ る と 説 明 し た 。  

b マ レ ー シ ア  

ANF が 資 金 提 供 し た 2012 年 第 1～ 4 四 半 期 維 持 管 理 作 業 の

費 用 は 359,78 4 U S ド ル で 、 承 認 さ れ た PMP の 概 算 額 お よ び 配

分 額 499, 90 8 U S ド ル か ら 賄 わ れ た 。  

147,0 4 9 U S ド ル の 未 使 用 予 算 が あ っ た た め 、ANF 口 座 に 返 金

さ れ た 。  

マ レ ー シ ア が 資 金 提 供 し た 2012 年 第 1～ 4 四 半 期 維 持 管 理

作 業 の 費 用 は 1,28 8, 5 2 5 U S ド ル で 、 承 認 さ れ た PMP の 概 算 額

3,000, 0 0 0 U S ド ル か ら 賄 わ れ た 。 こ の 費 用 は パ ン ジ ャ ン ・ セ

ラ タ ン 灯 標 お よ び タ ン ジ ュ ン ・ ル ー 灯 標 の 交 換 用 の も の で あ

っ た 。  

c シ ン ガ ポ ー ル  

総 額 85,000 U S ド ル と な る 土 木 工 事 お よ び 建 築 工 事 か ら 成

る ス ル タ ン ・ シ ョ ー ル 灯 台 お よ び ベ ド ッ ク 灯 台 の メ ン テ ナ ン

ス 計 画 に 自 ら の 資 金 を 運 用 し た 。 シ ン ガ ポ ー ル は 、 新 た な 設

標 船 の 交 換 に か か る 費 用 410 万 US ド ル も 自 己 資 金 で 負 担 す る

予 定 で 、 2013 年 に 準 備 が 整 う 予 定 で あ る 。  

② 2012 年 事 業 監 査 報 告  

基 金 委 員 会 は 、 詳 細 な 監 査 報 告 書 に 対 し て MSC に 謝 辞 を 述 べ

た 。 MSC は 、 イ ン ド ネ シ ア も マ レ ー シ ア も そ れ ぞ れ の 航 行 援 助

施 設 の 管 理 面 で 改 善 を 行 っ て い る と の 評 価 お よ び 所 見 を 示 し た 。

（ 資 料 10-11 参 照 ）  

2012 年 事 業 監 査 報 告 書 の 監 査 人 の 所 見 に 応 え て 、イ ン ド ネ シ

ア は MSC の 支 援 の も と 破 損 し た 灯 火 シ ス テ ム の 修 理 に 必 要 な 措

置 を す で に 講 じ た と 報 告 し た 。 ま た 、 航 行 援 助 施 設 へ の 落 雷 に

対 す る 予 防 措 置 の 改 善 も 行 う 予 定 で あ る と 述 べ た 。 無 線 レ ー ダ

ー ビ ー コ ン に つ い て は 、 イ ン ド ネ シ ア は レ ー ダ ー ビ ー コ ン の 信

頼 性 を 確 保 し 、 故 障 し た レ ー ダ ー ビ ー コ ン の 交 換 を 行 う 措 置 を
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講 じ る 予 定 と の こ と で あ っ た 。 新 機 器 の 調 達 に あ た っ て は 、 イ

ン ド ネ シ ア は マ ・ シ 海 峡 の 自 然 条 件 に 適 し た も の に す る と の こ

と で あ り 、 IALA（ 国 際 航 路 標 識 協 会 ） の 基 準 に 従 っ て 航 行 援 助

施 設 の メ ン テ ナ ン ス も 行 っ て い く と の こ と で あ っ た 。  

マ レ ー シ ア は 、 航 行 援 助 施 設 の 予 備 部 品 を 調 達 す る 際 の 適 時

性 を 高 め て い く と 回 答 し た 。  

シ ン ガ ポ ー ル は 航 行 援 助 施 設 へ の 落 雷 に 対 す る 予 防 措 置 に つ

い て 説 明 し た 。予 防 措 置 と し て 、a 避 雷 シ ス テ ム の 強 化 、b 従 来

型 ラ ン タ ン に 代 わ る 1 台 3 役 型 ラ ン タ ン の 使 用 な ど が 挙 げ ら れ

た 。  

③ 2013 年 作 業 計 画  

基 金 委 員 会 は 、沿 岸 三 国 が 提 案 し た 2013 年 作 業 計 画 書 を 承 認

し た 。 詳 細 を 下 記 に 示 す 。（ 資 料 10-12 参 照 ）  

a イ ン ド ネ シ ア  

ⅰ 土 木 ・ 建 築 工 事 （ 165, 00 0 U S ド ル ）  

ⅱ 定 期 メ ン テ ナ ン ス （ 288, 98 0 U S ド ル ）  

ⅲ 予 備 部 品 の 調 達 （ 587, 96 5 U S ド ル ）  

ⅳ 交 換 （ 2,055, 2 6 3  U S ド ル ) 

・ ク ラ 島 灯 標 （ 1,000, 0 0 0 U S ド ル ）  

・タ ン ジ ュ ン・メ ダ ン 沖 灯 浮 標（ 105,00 0 U S ド ル ）：イ ン ド

ネ シ ア の 自 己 資 金  

・ワ ン・フ ァ ザ ム・バ ン ク 南 浮 体 式 灯 標（ 781,808 U S ド ル ）：

イ ン ド ネ シ ア の 自 己 資 金  

b マ レ ー シ ア  

ⅰ プ ラ ウ ・ ウ ン ダ ン 灯 台 の 修 復 （ 327,86 9 U S ド ル ） 3 

ⅱ 土 木 ・ 建 築 工 事 （ 200, 00 0 U S ド ル ）： マ レ ー シ ア の 自 己 資

金  

・ タ ン ジ ュ ン ・ ト ゥ ア ン 灯 台 （ 110, 00 0 U S ド ル ）  

・ タ ン ジ ュ ン ・ ト ホ ー ル 灯 標 （ 60,0 00 U S ド ル ）  

・ プ ラ ウ ・ ム ン ギ ン 灯 標 （ 30,000 U S ド ル ）  

ⅲ ピ ア イ 浮 標 の 更 新（ 45,80 9 U S ド ル ）：マ レ ー シ ア の 自 己 資

金  

ⅳ 航 行 援 助 施 設 18 基 の メ ン テ ナ ン ス（ 595,3 2 6 U S ド ル ）：マ

レ ー シ ア の 自 己 資 金  

ⅴ 運 営 費 用 （ 258, 00 0 U S ド ル ）： マ レ ー シ ア の 自 己 資 金  

c シ ン ガ ポ ー ル  

ⅰ ラ ッ フ ル ズ 灯 台 の メ ン テ ナ ン ス・修 理 に 自 己 資 金 を 使 用 予

                                                  
3  マ レ ー シ ア は そ の 作 業 が プ ラ ウ ・ ウ ン ダ ン 灯 台 の 復 旧 に な る と 新

た に 報 告 し た 。  
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定 （ 概 算 額 120, 00 0 U S ド ル ）。  

ⅱ ス ル タ ン・シ ョ ー ル 灯 台 の 照 明 シ ス テ ム を 長 距 離 LED ラ イ

ト （ 20 海 里 ） に 交 換 す る 予 定 （ 概 算 額 100 , 0 0 0 U S ド ル ）。 

d 事 務 局  

ⅰ 独 立 し た 第 三 者 監 査 人 に よ る 2012 年 度 ANF 年 次 財 務 監 査 4

（ 3,00 0U S ド ル ）  

ⅱ イ ン ド ネ シ ア お よ び マ レ ー シ ア に お け る 航 行 援  助 施 設

に 関 し て 実 施 さ れ る 活 動 に つ い て 独 立 し た 第 三 者 専 門 家

（ マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 ） に よ っ て 実 施 さ れ る 業 績 監 査

（ 30,0 00 U S ド ル ）  

ⅲ 2013 年 に 2 度 の ANF 委 員 会 会 議 の 開 催 （ 12,000 U S ド ル ）  

ⅳ 独 立 し た 第 三 者 監 査 人 に よ る 2013 年 ANF 年 次 財 務 監 査

（ 9,70 0U S ド ル ）  

ト  20 13 年 度 ANF 予 算 案 お よ び 配 分 の 検 討  

基 金 委 員 会 は 、 予 定 作 業 に 対 す る 自 己 資 金 負 担 額 を 増 額 す る

こ と に よ っ て 2013 年 度 の 予 定 配 分 額 を 自 発 的 に 削 減 し た イ ン

ド ネ シ ア お よ び マ レ ー シ ア に 対 し て 謝 辞 を 述 べ た 。 基 金 委 員 会

は 、 海 峡 の 航 行 安 全 の 維 持 に 共 同 で 取 り 組 む う え で の 、 海 峡 利

用 者 に と っ て の マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 お よ び 沿 岸 国 の 重

要 性 に つ い て 言 及 し た 。  

ま た 、基 金 委 員 会 は 、2013 年 度 の 予 算 案 額 4,798, 9 1 2 U S ド ル

お よ び 配 分 額 1,20 1, 0 2 2 U S ド ル に つ い て 承 認 し た 。 内 訳 は 下 記

の 通 り で あ る 。（ 資 料 10-1 3 参 照 ）  

① 2013 年 度 予 算 案  

議 題 項 目 6.3 で 承 認 さ れ た 2013 年 作 業 計 画 に 基 づ い て 、2013

年 度 予 算 案 額 は 4,798, 9 1 2 U S ド ル と な っ て い る 。 内 訳 は 次 の 通

り で あ る 。  

a イ ン ド ネ シ ア 3,097, 2 0 8 U S ド ル  

b マ レ ー シ ア 1,42 7, 0 0 4 U S ド ル  

c シ ン ガ ポ ー ル 220,00 0 U S ド ル  

d 事 務 局 54,700 U S ド ル  

② 2013 年 度 基 金 配 分 予 算 案  

沿 岸 国 が 2013 年 作 業 計 画 に お い て 一 部 の 作 業 を 自 己 資 金 で

負 担 し 、費 用 削 減 を 行 っ た こ と に よ り 、2013 年 度 基 金 配 分 額 は

1,201, 0 2 2 U S ド ル と な っ て い る 。 詳 細 を 下 記 に 示 す 。  

a イ ン ド ネ シ ア  ―  81 8 , 4 5 3 U S ド ル  

ⅰ ロ ブ・ロ イ・バ ン ク 灯 標 お よ び バ ツ・ベ ル ハ ン テ ィ 灯 標 の

                                                  
4  そ の 後 、監 査 は 完 了 し て い る 。マ レ ー シ ア は 2 0 1 3 年 に 監 査 費 用 の

償 還 を 申 請 し て い る 。  
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土 木 ・ 建 築 工 事 （ 145,00 0 U S ド ル ）  

ⅱ 定 期 メ ン テ ナ ン ス （ 213, 26 8 U S ド ル ）  

ⅲ 予 備 部 品 の 調 達 （ 322, 22 2 U S ド ル ）  

ⅳ ク ラ 島 灯 標 の メ ン テ ナ ン ス ・ 修 理 （ 372, 57 4 U S ド ル ) 

基 金 委 員 会 は 、 イ ン ド ネ シ ア が 必 要 予 算 総 額 額 の

1,053, 0 6 4 U S ド ル か ら 234, 61 1 U S ド ル を 補 償 す る 予 定 で あ る こ

と に 言 及 し た 。こ れ に よ っ て 、イ ン ド ネ シ ア は 配 分 額 818,45 3 U S

ド ル を 申 請 す る 予 定 で あ る 。  

b マ レ ー シ ア  ―  32 7 , 8 6 9 U S ド ル  

ⅰ プ ラ ウ ・ ウ ン ダ ン 灯 台 の 復 旧 （ 327,86 9 U S ド ル ）  

c 事 務 局  ―  54 , 7 0 0 U S ド ル  

ⅰ 2013 年 に 2 度 の ANF 委 員 会 会 議 の 開 催 （ 12,000 U S ド ル ）  

ⅱ 2012 年 度 年 次 財 務 監 査 （ 3,000U S ド ル ）  

ⅲ 海 峡 地 域 の 航 行 援 助 施 設 に つ い て MSC に よ っ て 実 施 さ れ

る 業 務 監 査 (30, 00 0 U S ド ル ）  

ⅳ 2013 年 度 年 次 財 務 監 査 （ 9,700U S ド ル ）  

基 金 委 員 会 は 、 承 認 さ れ た 配 分 予 算 額 が 第 9 回 航 行 援 助 施 設

委 員 会 会 議 で 提 案 さ れ た 配 分 額 案 （ 2,673, 7 5 8 U S ド ル ） を 下 回

っ た こ と に 言 及 し た 。  

基 金 委 員 会 は 、 2013 年 度 の ANF 配 分 後 の ANF の 残 高 が

2,641, 1 7 9 U S ド ル に な る と 述 べ た 。  

日 本 財 団 は 、 ANF に 資 金 拠 出 す る と い う 5 カ 年 誓 約 （ 2009 年

～ 2013 年 ）に 従 っ て 、ANF に 201 3 年 度 承 認 済 み 配 分 額 の 3 分 の

1 を 拠 出 す る こ と を 発 表 し た 。基 金 委 員 会 は 、ANF に 対 す る 変 わ

ら ぬ 寛 大 さ と 支 援 に つ い て 日 本 財 団 へ 深 い 感 謝 の 意 を 表 し た 。  

チ  次 回 会 議 の 開 催 日 お よ び 場 所  

基 金 委 員 会 は 、第 11 回 航 行 援 助 施 設 基 金 委 員 会 が イ ン ド ネ シ

ア の 主 催 で 一 連 の 会 合 （ 第 6 回 協 力 フ ォ ー ラ ム 、 第 6 回 プ ロ ジ

ェ ク ト 調 整 委 員 会 、第 38 回 三 国 技 術 専 門 家 グ ル ー プ 会 議 ）と し

て 連 続 し て 開 催 さ れ る こ と に 言 及 し た 。 イ ン ド ネ シ ア は 2013

年 10 月 の 第 1 週 に こ の 一 連 の 会 合 を 開 催 す る と 報 告 し た 。  

リ  そ の 他  

① 事 前 調 査 お よ び 第 2 回 マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 に お け る

航 行 援 助 施 設 に 関 す る テ ク ニ カ ル ワ ー ク シ ョ ッ プ に 関 す る 報 告  

沿 岸 三 国 は 、 2013 年 2 月 26 日 か ら 3 月 7 日 に か け て マ レ ー

シ ア の ポ ー ト ク ラ ン 市 MATR AI N に て 第 2 回 マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ

ー ル 海 峡 に お け る 航 行 援 助 施 設 に 関 す る テ ク ニ カ ル ワ ー ク シ ョ

ッ プ を 実 施 し た 日 本 に 対 し て 感 謝 の 意 を 表 し た 。  

イ ン ド ネ シ ア は 、 イ ン ド ネ シ ア の ピ ラ ミ ッ ド シ ョ ー ル 灯 浮 標

お よ び タ ン ジ ュ ン ・ メ ダ ン 沖 灯 浮 標 で の 事 前 調 査 の 実 施 に 協 力
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し た こ と に 対 し て も 日 本 に 感 謝 の 意 を 表 し た 。 イ ン ド ネ シ ア は

基 金 委 員 会 に 対 し 、2013 年 1 月 か ら 2 月 に か け て 上 記 浮 標 に つ

い て 海 洋 観 測 を 実 施 し た こ と 、な ら び に 報 告 書 を 2013 年 4 月 ・

5 月 に ま と め る こ と を 報 告 し た 。 (資 料 10-1 4 参 照 ) 

② 「 マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 の 航 行 安 全 と 環 境 保 全 に 関 す

る 協 力 メ カ ニ ズ ム 」 に 基 づ く IMO に よ る 海 峡 プ ロ ジ ェ ク ト へ の

資 金 援 助  

基 金 委 員 会 は 、 海 峡 プ ロ ジ ェ ク ト 1 お よ び 2 に 対 す る 資 金 を

確 約 し た IMO に 対 し て 感 謝 の 意 を 表 し た 。  

事 務 局 は 、 ANF の 施 行 規 則 が マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 に

お け る 航 行 援 助 施 設 の 提 供 お よ び メ ン テ ナ ン ス に つ い て 定 め た

も の で あ る と 説 明 し た 。  

基 金 委 員 会 は 、 IMO の 提 案 が 採 択 さ れ た 場 合 、 銀 行 手 数 料 な

ど の 追 加 的 管 理 費 用 が 発 生 す る こ と に な る こ と に 言 及 し た 。 ま

た 、 海 峡 プ ロ ジ ェ ク ト 4 に 資 金 提 供 す る 目 的 で ANF が 中 国 お よ

び イ ン ド の 資 金 パ イ プ と し て 利 用 さ れ た よ う な 例 外 的 状 況 に つ

い て も 言 及 し た 。 こ れ は 、 中 国 お よ び イ ン ド の 両 国 に は プ ロ ジ

ェ ク ト ・ オ ー ナ ー に 直 接 資 金 提 供 を す る 際 に 国 際 的 な 会 計 上 の

制 限 が あ る た め で あ る 。 そ の た め 基 金 委 員 会 は 、 IMO が ANF を

通 じ て 支 払 う 必 要 性 に つ い て 正 当 な 理 由 と な る よ う な 同 様 の 会

計 上 の 制 限 が あ る 場 合 、 事 務 局 に 対 し て IMO に 説 明 を 求 め る よ

う 要 請 し た 。 基 金 委 員 会 は 、 そ の よ う な 会 計 上 の 制 限 が な い 場

合 、 IMO が 海 峡 プ ロ ジ ェ ク ト 1 お よ び 2 に 直 接 支 払 い を 行 う 方

が 適 切 で あ る と い う こ と に 同 意 し た 。  

ヌ  会 議 レ ポ ー ト の 検 討 、 採 択  

基 金 委 員 会 は 正 式 な 会 議 レ ポ ー ト を 採 択 し た 。  

ル  閉 会  

議 長 は 有 益 な 会 議 で あ っ た こ と に つ い て 基 金 委 員 会 に 感 謝 の

意 を 表 す と と も に 、 基 金 委 員 会 の 次 回 会 議 で 全 委 員 会 メ ン バ ー

に 会 え る こ と を 楽 し み に し て い る 旨 を 述 べ た 。 基 金 委 員 会 は 、

円 滑 な 会 議 の 実 施 お よ び シ ン ガ ポ ー ル の 歓 待 に 対 し て 、 議 長 に

感 謝 の 意 を 表 し た 。  
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4  第 11 回 基 金 委 員 会  

 

（ １ ） 概 要  

 2013 年 4 月 に 開 催 さ れ た 第 10 回 航 行 援 助 施 設 基 金 委 員 会 に 続

き 、10 月 3 日・4 日 に 第 11 回 基 金 委 員 会 が シ ン ガ ポ ー ル の フ ラ マ・

リ バ ー フ ロ ン ト ホ テ ル に お い て シ ン ガ ポ ー ル 海 事 港 湾 庁（ MPA）主

催 の も と 開 催 さ れ た 。  

 今 回 の 基 金 委 員 会 は 、「 協 力 メ カ ニ ズ ム (Co-op e r a t i v e  

M e c h a n i s m )」 の 重 要 な 構 成 要 素 と な っ て い る 「 協 力 フ ォ ー ラ ム

（ Coop er a t i o n  F o r u m）」等 の マ ･シ 海 峡 関 連 会 議 が バ リ で 開 催 さ れ

る こ と に 合 わ せ て 、 こ れ ら の 会 議 と 連 続 す る 形 で そ の 前 週 に 開 催

さ れ た 。  

イ  出 席 者  

 沿 岸 三 カ 国（ イ ン ド ネ シ ア 、マ レ ー シ ア 及 び シ ン ガ ポ ー ル ）、イ

ン ド 、 韓 国 、 中 国 、 日 本 （ 国 土 交 通 省 ）、  国 際 海 事 機 関 （ IMO）、

マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 、  国 際 航 行 援 助 基 金 （ IFAN）、 日 本 財 団  

 な お 、  オ ブ ザ ー バ ー と し て 、  

 ド イ ツ 、 BIMC O（ バ ル チ ッ ク 国 際 海 運 協 議 会 ）、ICS（ 国 際 海 運

会 議 所 ） が 出 席 し た 。   
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ロ  概 要  

 ① 出 席 者 の 位 置 付 け に つ い て  

 マ レ ー シ ア か ら 、 暫 く の 間 拠 出 し て い な い 者 に つ い て は 、

出 席 す る 位 置 付 け を オ ブ ザ ー バ ー に 変 更 し て は ど う か と の 提

案 が な さ れ た 。  

 シ ン ガ ポ ー ル か ら 支 持 す る 意 見 が 出 さ れ た が 、 事 務 局 か ら

該 当 す る 者 に 意 見 聴 取 し 、そ の 後 再 度 検 討 す る 旨 述 べ ら れ た 。 

② 基 金 の 運 営 ・ 資 金 拠 出 の 状 況  

 基 金 の 事 務 局 を 務 め る シ ン ガ ポ ー ル MPA か ら 、 2013 年  

1 月 か ら 9 月 30 日 ま で の 間 、基 金 に 対 し て 以 下 の 通 り の 拠 出

が 行 わ れ た こ と が 報 告 さ れ た 。  

総 額 213 万 9825 U S ド ル  

内 訳  IFAN か ら 100 万 US ド ル  

   マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 か ら 50 万 US ド ル  

   日 本 財 団 か ら 40 万 US ド ル  

   UA E か ら 10 万 US ド ル  

   韓 国 か ら 100 万 ウ ォ ン （ 8 万 9825US ド ル ）  

   国 際 海 事 機 関 （ IMO） か ら 5 万 US ド ル  

日 本 財 団 か ら は 、 日 本 財 団 が 基 金 設 立 当 初 に 表 明 し た 5 年

間 の 拠 出 が 2013 年 を 以 っ て 完 了 し た こ と が 発 表 さ れ た 。  

  ま た 、日 本 財 団 か ら 、基 金 へ の よ り 多 様 な 拠 出 者 を 募 る 活

動 が 推 進 さ れ る こ と を 期 待 す る 旨 が 述 べ ら れ た 。  

 議 長 か ら は 、こ れ ま で の 日 本 財 団 へ の 拠 出 に 感 謝 が 述 べ ら

れ る と と も に 、今 後 の 更 な る 拠 出 に つ い て も 期 待 す る 旨 が 述

べ ら れ た 。  

③ 2013 年 第 1～ 第 3 四 半 期 の 作 業 報 告  

沿 岸 三 カ 国 か ら 、 2013 年 の 第 1～ 3 四 半 期 に 実 施 さ れ た 各

国 の 航 行 援 助 施 設 に 係 る 維 持 ・ 更 新 作 業 の 報 告 が 行 わ れ た 。  

イ ン ド ネ シ ア か ら は 、  

・ 土 木 ・ 建 設 工 事 の 準 備 調 査 に 142, 01 0 . 3 9 U S ド ル  

・ 見 回 り 整 備 作 業 に 、 222, 44 2 . 3 9 U S ド ル  

・ ス ペ ア パ ー ツ の 購 入 に 、 267,32 7 . 2 4 U S ド ル （ 当 初 予 算

322,22 2 U S ド ル か ら 節 約 ）  

・ 代 替 更 新 工 事 と し て 、 346,25 4 . 7 6 U S ド ル  

を 使 用 予 定 で あ る こ と 等 が 発 表 さ れ た 。  

イ ン ド ネ シ ア の 2013 年 の 現 在 ま で の 基 金 か ら の 使 用 額 は 、  

867,0 3 4 . 9 U S ド ル （ 当 初 予 算 1,05 3, 0 6 3 U S ド ル ） と な っ た 。  
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マ レ ー シ ア か ら は 、  

・ 予 定 さ れ て い た Pulau M u n g g i n g  L i g h t  B e a c o n の 土 木 ・ 建

設 工 事 調 査 が 2014 年 に 変 更 と な っ た こ と 。 (自 国 予 算 ) 

・ Pulau U n d a n 灯 台 の 修 繕 の 第 一 段 階 が 終 了 し 、61,21 0 U S $の

支 出 が 見 込 ま れ る こ と 。  

・ 自 国 予 算 に よ る 整 備 作 業 に 167, 68 0 U S $を 支 出 し た こ と 。  

・ Tanj un g  R h u  L i g h t  B e a c o n の 代 替 作 業 が 2014 年 に 予 定 さ

れ て い る こ と 。  

等 が 発 表 さ れ た 。  

マ レ ー シ ア 2013 年 の 現 在 ま で の 基 金 か ら の 使 用 額 は 、  

61,21 0 U S $（ 当 初 予 算 327, 86 9 U S ド ル ） と な っ た 。    

業 務 監 査 を 行 っ た マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 か ら は 、 イ ン ド ネ シ

ア 、マ レ ー シ ア 両 国 の 航 行 援 助 施 設 の 維 持 管 理 能 力 に 関 し て 、

継 続 し て 発 展 し て い る 旨 評 価 が 述 べ ら れ た 。  

④ 10 年 間 の 整 備 計 画 プ ロ グ ラ ム （ PMP） の 見 直 し  

 前 回 会 合 に お い て 事 務 局 か ら 提 案 さ れ 、承 認 さ れ た PMP の 見

直 し に つ い て 、 沿 岸 国 三 カ 国 か ら 案 が 提 出 さ れ た 。  

日 本 及 び マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 か ら は 、 そ の 内 容 を 検 討 す る に

は な お 時 間 が 必 要 で あ る 旨 、 及 び 、 沿 岸 国 か ら バ ラ バ ラ に 提 出

さ れ た PMP を 事 務 局 が 一 つ に 取 り ま と め た 上 で 参 加 者 に 早 急 に

意 見 照 会 す る こ と が 必 要 で あ る 旨 が 述 べ ら れ た 。  

議 長 か ら 委 員 会 に 対 し 、 意 見 が あ る 場 合 に は 次 回 会 合 で 提 出

す る よ う に と 依 頼 さ れ た 。  

⑤ 2014 年 の 作 業 計 画 ・ 資 金 配 分 計 画  

沿 岸 国 か ら 、2014 年 の 作 業 計 画 が 報 告 さ れ 、基 金 委 員 会 と し

て 2014 年 の 資 金 配 分 計 画 を 以 下 の と お り 原 則 と し て 承 認 し

た 。  

  ・ イ ン ド ネ シ ア  558, 2 6 8 . 1 U S ド ル  

  ・ マ レ ー シ ア   1, 43 3 , 3 3 3 U S ド ル  

  ・ 事 務 局     51 , 7 0 0 U S ド ル  

   総 額      2 , 0 4 3 , 3 0 1 . 1 U S ド ル  

   委 員 会 は 、 イ ン ド ネ シ ア 及 び マ レ ー シ ア が 自 国 予 算 の 活 用

に よ り 、 基 金 か ら の 使 用 額 を 減 ら し た こ と に 謝 意 を 表 し た 。  

⑥ そ の 他  

  IC S か ら 、 航 行 援 助 施 設 の 維 持 管 理 費 削 減 を 図 る た め 、 ヴ ァ

ー チ ャ ル 航 行 援 助 施 設 等 の 最 新 技 術 の 導 入 に つ い て 研 究 す べ

き と の 提 案 が な さ れ た 。  

  委 員 会 は 、 ICS の 提 案 に 感 謝 す る と と も に 、 ヴ ァ ー チ ャ ル 航

行 援 助 施 設 が 既 存 の も の を 完 全 に 代 替 で き る も の で は な い も

の の 、引 き 続 き 関 連 の 会 議 で ICS が 継 続 し て 検 討 す る こ と を 提
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案 し た 。  

事 務 局 は 、 海 峡 に お け る 航 行 援 助 施 設 と 広 報 の 調 査 ・ 研 究 に

つ い て 委 員 会 に 検 討 す る こ と を 提 案 し た 。調 査 ・ 研 究 は 、51 の

航 行 援 助 施 設 の 見 直 し を 含 み 、 広 報 に 関 し て は 調 査 ・ 研 究 が 完

了 し た 後 に 航 行 援 助 施 設 の 価 値 や 貢 献 を 周 知 す る た め に 行 わ れ

る も の と 説 明 さ れ た 。  

委 員 会 は 、調 査 ･研 究 と 広 報 の コ ン セ プ ト に つ い て 了 解 し 、シ

ン ガ ポ ー ル は 次 回 会 合 ま で に 必 要 経 費 等 の 更 な る 詳 細 つ い て 検

討 し 、 参 加 者 に 周 知 す る こ と と な っ た 。  

日 本 は 、 2014 年 に 実 施 予 定 で あ る 準 備 調 査 に つ い て 周 知 す る

と と も に 、マ レ ー シ ア と 共 同 で ポ ー ト ク ラ ン に お い て 開 催 予 定

の 技 術 ワ ー ク シ ョ ッ プ に 沿 岸 国 を 招 待 し た 。  

沿 岸 国 及 び 委 員 会 は 日 本 の 取 組 み を 歓 迎 し た 。  

ハ  考 察  

今 回 の 第 11 回 航 行 援 助 施 設 基 金 委 員 会 に お い て は 、例 年 ど お り

同 年 の 整 備 作 業 状 況 が 報 告 さ れ 、 翌 年 の 予 算 が 提 案 さ れ た こ と に

加 え 、基 金 が 設 立 さ れ た 当 初 に 作 成 さ れ た 10 年 間 の PMP の 見 直 し

作 業 に つ い て 報 告 さ れ た 。  

沿 岸 国 か ら 提 出 さ れ た PMP に つ い て は 、 作 業 途 中 で あ り 委 員 会

に 意 見 照 会 が な さ れ て い る 段 階 の も の で あ る が 、 マ レ ー シ ア 、 イ

ン ド ネ シ ア が 自 国 経 費 に よ る 整 備 、 更 新 費 用 を 拡 大 し て い こ う と

す る 姿 勢 が う か が わ れ た 。 こ の こ と は 、 基 金 に 余 剰 金 額 が 積 み あ

が っ て い る こ と と あ い ま っ て 、 拠 出 者 の 今 後 の 動 き に 影 響 を 与 え

る 可 能 性 が あ り 、 そ の 点 も 次 回 以 降 の 基 金 委 員 会 で 注 視 す べ き と

考 え ら れ る 。  

ま た 、 整 備 作 業 以 外 の 取 組 み と し て 、 シ ン ガ ポ ー ル か ら 調 査 ・

研 究 事 業 の 提 案 が あ り 、 今 後 詳 細 を 検 討 す る こ と と な っ た 。 基 金

の 継 続 的 か つ 安 定 的 な 運 営 の た め に は 、 そ の 必 要 性 や 妥 当 性 に つ

い て 調 査 ・ 研 究 を 行 い 、 広 く 拠 出 を 求 め る こ と が 必 要 で あ る と こ

ろ 、 こ う い っ た 取 組 み を 進 め て い く こ と は 、 今 後 も 重 要 で あ る と

思 わ れ る 。  

 

（ ２ ） 会 議 レ ポ ー ト  

イ  開 会  

「 マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 の 航 行 安 全 と 環 境 保 全 に 関 す

る 協 力 メ カ ニ ズ ム 」に 基 づ く 航 行 援 助 施 設 基 金（ ANF）委 員 会 の

第 11 回 会 議 が 、 2013 年 10 月 3・ 4 日 に シ ン ガ ポ ー ル の フ ラ マ

リ バ ー フ ロ ン ト ホ テ ル に お い て 開 催 さ れ た 。  

本 会 議 に は 、 沿 岸 三 国 （ イ ン ド ネ シ ア 、 マ レ ー シ ア ・ シ ン

ガ ポ ー ル ） の 委 員 会 メ ン バ ー 、 な ら び に イ ン ド 、 日 本 、 韓 国 、
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国 際 航 行 援 助 施 設 基 金（ IFAN）、国 際 海 事 機 関（ IMO）、日 本 財 団 、

マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会（ MSC）の 代 表 者 、さ ら に は 、ド イ ツ 、ボ ル

チ ッ ク 国 際 海 運 協 議 会（ BIMCO）、国 際 海 運 会 議 所（ ICS）の オ ブ

ザ ー バ ー が 出 席 し た 。（ 資 料 11-1 参 照 ）  

会 議 の 冒 頭 、 基 金 委 員 会 の 議 長 で あ る シ ン ガ ポ ー ル 海 事 港 湾

庁 （ MPA） 副 長 官 （ オ ペ レ ー シ ョ ン 担 当 ） の Capt. M .  S e g a r が

代 表 者 ら に 対 し て 歓 迎 の 挨 拶 を 述 べ た 。 ANF の 有 効 性 を 高 め 維

持 し て い く た め の 変 わ ら ぬ 支 援 お よ び 協 力 に 対 し 、 資 金 提 供 国

に 感 謝 の 意 を 表 し た 。  

基 金 委 員 会 の メ ン バ ー は 会 議 を 主 催 し た シ ン ガ ポ ー ル に 対 し

て 謝 辞 を 述 べ た 。 委 員 会 メ ン バ ー は マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海

峡 （ マ ・ シ 海 峡 ） の 航 行 安 全 に お け る ANF の 重 要 性 に つ い て 全

員 一 致 で 再 確 認 し 、 ANF へ の 支 援 を 引 き 続 き 行 う こ と を 改 め て

表 明 し た 。  

ロ  議 題 の 採 択  

議 長 は 、 ICS か ら 「 マ ・ シ 海 峡 に お け る ANF へ の 業 界 支 援 の

要 請 」 に 関 す る 文 書 に つ い て 審 議 す る こ と を 要 求 さ れ た こ と を

報 告 し た 。 議 長 は こ の ICS の 文 書 を 議 題 項 目 8「 そ の 他 」 で 審

議 す る こ と を 提 案 し た 。 事 務 局 は 「 マ ・ シ 海 峡 に お け る 航 行 援

助 施 設 に つ い て の 調 査 案 お よ び ANF の 宣 伝 に 関 す る コ ン セ プ

ト 」に 関 す る 文 書 に つ い て の 審 議 を 提 案 し た 。日 本 は 、「 事 前 調

査 お よ び ANF 人 材 育 成 ワ ー ク シ ョ ッ プ 」 に 関 す る 会 合 に つ い て

最 新 情 報 の 提 供 を 求 め た 。  

基 金 委 員 会 は 、ICS、事 務 局 、日 本 か ら の 3 つ の 項 目 を「 そ の

他 」 の 議 題 項 目 に そ れ ぞ れ 8.1、 8.2、 8.3 と し て 盛 り 込 む こ と

に 同 意 し た 。（ 資 料 11-2 参 照 ）  

ハ  代 表 の 資 格 に 関 す る 報 告  

基 金 委 員 会 は 、第 11 回 ANF 委 員 会 会 議 の 代 表 と し て の 資 格 確

認 が 適 切 に 行 わ れ た こ と を 報 告 し た 。  

マ レ ー シ ア は 、 し ば ら く 資 金 拠 出 を 停 止 し た メ ン バ ー に は 代

わ り に オ ブ ザ ー バ ー の 資 格 を 与 え る こ と を 委 員 会 メ ン バ ー が 検

討 す る よ う 提 案 し た 。 シ ン ガ ポ ー ル は 、 メ ン バ ー 資 格 を 見 直 す

と い う マ レ ー シ ア の 提 案 を 支 持 し た が 、 資 格 を 変 更 す る 前 に 事

務 局 が 当 該 メ ン バ ー に 確 認 を 取 る こ と を 提 案 し た 。  

ニ  航 行 援 助 施 設 基 金 の 管 理 お よ び 運 営   

① 海 峡 利 用 国 お よ び そ の 他 の 利 用 者 か ら の 資 金 拠 出  

基 金 委 員 会 は 、 2013 年 1 月 1 日 か ら 9 月 30 日 ま で ANF が 総

額 2,139, 8 2 5 U S ド ル の 資 金 拠 出 を 受 け た 。 内 訳 は 下 記 の 通 り で

あ る 。（ 資 料 11-3 参 照 ）  

a 国 際 航 行 援 助 施 設 基 金 ： 1,000, 0 0 0 U S ド ル  
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b  マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 ： 500,00 0 U S ド ル  

c 日 本 財 団 ： 400, 00 0 U S ド ル  

d ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 ： 100, 00 0 U S ド ル  

e 韓 国 ： 1,000, 0 0 0 韓 国 ウ ォ ン （ 89,825 U S ド ル ）  

f IMO マ ラ ッ カ ･シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 信 託 基 金 ： 50,0 00 U S ド ル  

議 長 は 、 マ ・ シ 海 峡 に お け る 航 行 援 助 施 設 の メ ン テ ナ ン ス お

よ び 交 換 を 持 続 さ せ る う え で 重 要 な ANF へ の 継 続 的 貢 献 お よ び

支 援 に 対 し 、 委 員 会 メ ン バ ー に 感 謝 の 意 を 表 し た 。  

② ANF 財 務 状 態 に 関 す る 最 新 情 報  

2013 年 の ANF の 残 高 に は 、中 国 か ら ANF へ の 200, 00 0 U S ド ル

の 確 約 済 み 拠 出 金 、な ら び に 第 10 回 ANF 委 員 会 会 議 で 承 認 さ れ

た プ ラ ウ ・ ウ ン ダ ン 灯 台 復 旧 工 事 の 第 一 段 階 の た め の マ レ ー シ

ア へ の 支 払 い 額（ 61,210 U S ド ル ）が 反 映 さ れ て い な い こ と を 事

務 局 が 報 告 し た 。  

シ ン ガ ポ ー ル は 、 第 10 回 ANF 委 員 会 会 議 の 開 催 費 用 の 残 額

（ 9,83 9U S ド ル の う ち 約 3,839U S ド ル ） を 自 国 で 負 担 し た こ と

を 報 告 し た 。  

基 金 委 員 会 は 海 峡 プ ロ ジ ェ ク ト 4 の 決 算 に つ い て も 言 及 し た 。 

日 本 財 団 は 最 初 の 5 年 間 に 必 要 な 予 算 の 3 分 の 1 に 相 当 す る

ANF へ の 財 務 援 助 を 完 了 し た こ と を 報 告 し た 。 日 本 財 団 は 、 基

金 委 員 会 が 潜 在 的 な 資 金 拠 出 者 を 呼 び 込 む た め に さ ら な る 取 り

組 み を 講 じ る こ と を 期 待 し て い る と コ メ ン ト し た 。 基 金 委 員 会

を 代 表 し て 、 議 長 は 日 本 財 団 に 感 謝 の 意 を 表 し 、 今 後 の ANF へ

の 資 金 拠 出 も 期 待 し て い る と 述 べ た 。（ 資 料 11-4 参 照 ）  

ホ  基 金 委 員 会 の 作 業 計 画  

① 2013 年 第 1～ 3 四 半 期 維 持 管 理 報 告 書  

基 金 委 員 会 は 、沿 岸 三 国 か ら そ れ ぞ れ 提 出 さ れ た 2013 年 第 1

～ 3 四 半 期 維 持 管 理 報 告 書 に つ い て 述 べ た 。（ 資 料 11-5 参 照 ）  

a イ ン ド ネ シ ア  

ⅰ 土 木・建 築 作 業 に か か っ た 総 費 用 は 142, 01 0 . 3 1 U S ド ル で

あ っ た 。  

ⅱ 2013 年 第 2 お よ び 第 4 四 半 期 に 実 施 さ れ る 点 検 巡 回 作 業

に 必 要 な 実 費 総 額 は 111, 44 2 . 3 9 U S ド ル で あ っ た 。  

ⅲ 予 備 部 品 の 調 達 に 必 要 な 実 費 総 額 は 当 初 の 322,22 2 U S ド

ル か ら 267,32 7 . 2 4 U S ド ル に 訂 正 さ れ た 。  

ⅳ 交 換 作 業 の 費 用 は 346,2 5 4 . 7 6 U S ド ル で 、 2013 年 第 4 四

半 期 に 完 了 予 定 で あ る 。  

ⅴ 基 金 委 員 会 は 、 ヘ レ ン ・ マ ー ズ 灯 標 の 土 木 ・ 建 築 工 事 費

用 の 概 算 額 を 78,3 50 . 5 2 U S ド ル に 訂 正 し 、2014 年 で は な

く 、2013 年 第 3 四 半 期 に 工 事 を 開 始 す る と い う イ ン ド ネ
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シ ア の 提 案 を 承 認 し た 。イ ン ド ネ シ ア は 、2013 年 度 に お

い て は バ ツ ・ ベ ル ハ ン テ ィ 灯 標 の 土 木 ・ 建 築 工 事 に ANF

（ 80,0 0 0 U S ド ル ）を 使 用 し な い 予 定 で あ る こ と を 伝 え た 。 

b マ レ ー シ ア  

ⅰ プ ラ ウ・ム ン ギ ン 灯 標 の 土 木・建 築 工 事 は 2014 年 に 延 期

す る こ と に な っ た 。  

ⅱ マ レ ー シ ア は 概 算 費 用 61,210 U S ド ル で プ ラ ウ・ウ ン ダ ン

灯 台 復 旧 工 事 の 第 一 段 階 を 完 了 し た 。  

ⅲ マ レ ー シ ア の 資 金 提 供 に よ る 維 持 管 理 作 業 の 費 用 は

167,68 0 U S ド ル で あ っ た 。 こ の 中 に は 、 ピ ア イ 灯 浮 標 の

改 修 、 予 備 部 品 お よ び 電 子 部 品 の 調 達 、 タ ン ジ ュ ン ・ ト

ゥ ア ン 灯 台 お よ び タ ン ジ ュ ン ・ ト ホ ー ル 灯 標 の 土 木 ・ 建

築 工 事 に 関 す る 費 用 も 含 ま れ る 。  

ⅳ タ ン ジ ュ ン ・ ル ー 灯 標 の 交 換 作 業 は 、 技 術 プ ロ セ ス お よ

び 社 内 入 札 プ ロ セ ス の 都 合 で 2014 年 に 日 程 変 更 と な っ

た 。  

c シ ン ガ ポ ー ル  

ⅰ プ ラ ウ ピ サ ン 、 ス ル タ ン ・ シ ョ ー ル 、 ラ ッ フ ル ズ 、 ホ ー

ス バ ー グ に あ る 灯 台 の 定 期 点 検 お よ び メ ン テ ナ ン ス を 実

施 し た 。  

ⅱ 新 た な 設 標 船 を 410 万 US ド ル の 費 用 を か け て 建 設 予 定 で

あ る 。 新 船 舶 は 2013 年 10 月 に 納 品 予 定 で あ る 。  

ⅲ 消 失 と 報 告 さ れ て い る ト ン ポ ク ・ ウ タ ラ 灯 標 の 上 部 構 造

の 探 索 の た め 、 海 洋 観 測 を 実 施 し た 。 崩 壊 し た 灯 標 に つ

い て 航 行 者 に 情 報 提 供 を 行 う た め 、「 シ ン ガ ポ ー ル 航 路 情

報 」 が 2013 年 6 月 1 日 と 9 月 26 日 の そ れ ぞ れ に 発 行 さ

れ た 。  

基 金 委 員 会 は 、 作 業 に か か っ た 費 用 に 関 す る 明 細 を 提 出 し た

イ ン ド ネ シ ア お よ び マ レ ー シ ア に 対 し て 感 謝 の 意 を 表 し た 。  

② 2013 年 事 業 監 査 報 告  

基 金 委 員 会 は 、 詳 細 な 監 査 報 告 書 に 対 し て MSC に 謝 辞 を 述 べ

た 。 MSC は 、 イ ン ド ネ シ ア も マ レ ー シ ア も そ れ ぞ れ の 航 行 援 助

施 設 の 管 理 面 で 改 善 を 行 っ て い る と の 評 価 お よ び 所 見 を 示 し た 。

MSC は 、 さ ま ざ ま な 予 備 部 品 を 調 達 せ ず に 済 む よ う に あ ま り 多

く の 種 類 の 機 器 を 設 置 し な い よ う 技 術 ス タ ッ フ に 十 分 な 助 言 を

求 め る べ き で あ る と 強 調 し た 。（ 資 料 11-6 参 照 ）  

2013 年 事 業 監 査 報 告 書 の 監 査 人 の 所 見 に 応 え て 、イ ン ド ネ シ

ア は MSC の 資 金 を 受 け た こ と に 言 及 し 、 今 後 の 作 業 に つ い て 関

連 技 術 ス タ ッ フ と 相 談 し て い く と 述 べ た 。 イ ン ド ネ シ ア は 機 器

の 調 達 の 際 の 高 い 基 準 を 今 後 も 維 持 し て い く こ と 、 ま た 、 航 行
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援 助 施 設 を 修 繕 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ た こ と を 認 め た 。  

③ 10 カ 年 メ ン テ ナ ン ス 作 業 計 画 の 見 直 し  

第 10 回 ANF 委 員 会 会 議 で 、 沿 岸 三 国 は 「 10 カ 年 メ ン テ ナ ン

ス 作 業 計 画 （ PMP）」 の 見 直 し を 行 う と い う 事 務 局 の 提 案 に 同 意

し た 。 こ の 見 直 し は 、 今 後 数 年 間 に わ た っ て マ ・ シ 海 峡 に お け

る 航 行 援 助 施 設 の メ ン テ ナ ン ス ・ 交 換 作 業 の 要 件 お よ び 費 用 に

つ い て よ り 正 確 に 検 討 す る こ と を 目 的 と し て い る 。  

日 本 お よ び MSC は 10 カ 年 PMP の 見 直 し に は も う 少 し 時 間 が 必

要 で あ る と い う 見 解 を 示 し 、 で き る だ け 早 急 に 沿 岸 三 国 が 提 出

し た 改 定 版 PMP を 1 つ の 文 書 に 取 り ま と め る よ う 事 務 局 に 要 請

し た 。 議 長 は 、 何 か 意 見 が あ る 場 合 に は 次 回 の 基 金 委 員 会 会 議

の 見 直 し 時 に 再 度 提 起 す る よ う 基 金 委 員 会 に 求 め た 。（ 資 料

11-7 参 照 ）  

④ 2014 年 作 業 計 画  

基 金 委 員 会 は 、沿 岸 三 国 が 提 案 し た 2014 年 作 業 計 画 書 を 承 認

し た 。 詳 細 を 下 記 に 示 す 。（ 資 料 11-8 参 照 ）  

a イ ン ド ネ シ ア  

イ ン ド ネ シ ア の 2014 年 度 作 業 計 画 案 の 内 容  

ⅰ ブ ン カ リ ス 灯 標 の 土 木 ・ 建 築 工 事 （ 85,0 00 U S ド ル ）  

ⅱ 航 行 援 助 施 設 28 基 の メ ン テ ナ ン ス（ 213, 2 6 8 . 1 0 U S ド ル ） 

ⅲ 航 行 援 助 施 設 28 基 の 予 備 部 品 の 調 達 （ 260,00 0 U S ド ル ） 

ⅳ ヘ レ ン ・ マ ー ズ 灯 標 の 交 換（ 2013 年 土 木 ・ 建 築 工 事 お よ

び 調 査 終 了 後 に 決 定 さ れ る 費 用 額 ）  

ⅴ ワ ン・フ ァ ザ ム・バ ン ク 灯 標 の 交 換（ 105,2 63 . 1 6 U S ド ル ） 

基 金 委 員 会 は 、 予 備 部 品 の メ ン テ ナ ン ス お よ び 調 達 の 費 用 を

10 カ 年 PMP に 記 載 の 929,56 1 U S ド ル か ら 473, 26 8 . 1 0 U S ド ル に

ま で 削 減 し た イ ン ド ネ シ ア に 対 し て 謝 辞 を 述 べ た 。ま た 、ワ ン・

フ ァ ザ ム ・ バ ン ク 灯 浮 標 の 交 換 を 自 己 資 金 で 負 担 す る こ と に 対

し て も イ ン ド ネ シ ア に 謝 辞 を 述 べ た 。  

b マ レ ー シ ア  

マ レ ー シ ア の 2014 年 度 作 業 計 画 案 の 内 容  

ⅰ 航 行 援 助 施 設 5 基 の 土 木 ・ 建 築 工 事 （ 270, 00 0 U S ド ル ）  

ⅱ プ ラ ウ ・ ウ ン ダ ン 灯 台 の 修 復 お よ び 復 旧 の 第 二 段 階

（ 1,43 3, 3 3 3 U S ド ル ）  

ⅲ ト ン ポ ク ・ ウ タ ラ 灯 標 の 交 換 （ 2,000, 0 0 0 U S ド ル ）  

マ レ ー シ ア は 、基 金 委 員 会 の も と で 承 認 済 み 10 カ 年 メ ン テ ナ

ン ス 計 画 案（ PMP）に 反 映 さ れ て い る 通 り 、ト ン ポ ク・ウ タ ラ 灯

標 の メ ン テ ナ ン ス は マ レ ー シ ア が 行 っ て い る こ と を 明 ら か に し

た 。 ま た 、 崩 壊 し た ト ン ポ ク ・ ウ タ ラ 灯 標 に つ い て の 報 告 内 容

が マ レ ー シ ア の 報 告 書 に 反 映 さ れ て い る こ と に つ い て も 明 ら か
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に し た 。 航 路 情 報 Ref 45 / 2 0 1 3 は 2013 年 5 月 13 日 に 発 行 さ れ

た 。 (資 料 11-9 参 照 )201 4 年 か ら 予 定 さ れ て い る 灯 標 再 建 の た

め 、マ レ ー シ ア は 海 洋 観 測 を 2013 年 9 月 26～ 28 日 に 実 施 し た 。  

基 金 委 員 会 は 、 航 行 援 助 施 設 5 基 の 土 木 ・ 建 築 工 事 お よ び ト

ン ポ ク ・ ウ タ ラ 灯 標 の 交 換 を 自 己 資 金 で 負 担 す る マ レ ー シ ア に

対 し て 謝 辞 を 述 べ た 。  

c シ ン ガ ポ ー ル  

シ ン ガ ポ ー ル の 2014 年 度 作 業 計 画 案（ シ ン ガ ポ ー ル の 自 己

資 金 で 負 担 ） の 内 容  

ⅰ プ ラ ウ ピ サ ン 灯 台 の 土 木 ・ 建 築 工 事 （ 132, 50 0 U S ド ル ）  

ⅱ ベ ド ッ ク 灯 台 ： 土 木 ・ 建 築 工 事 （ 8,000U S ド ル ） お よ び

メ ン テ ナ ン ス （ 3,000U S ド ル ）  

d 事 務 局 の 作 業 計 画 案 の 内 容  

ⅰ 2014 年 に 2 度 の ANF 委 員 会 会 議 の 開 催 （ 12,000 U S ド ル ） 

ⅱ 2014 年 度 ANF 年 次 財 務 監 査 の 実 施 （ 9,70 0U S ド ル ）  

ⅲ マ ・ シ 海 峡 に お け る 航 行 援 助 施 設 に 関 す る 第 三 者 専 門 家

に よ る 業 績 監 査 の 実 施 （ 30,000 U S ド ル ）  

ヘ  20 14 年 度 ANF 予 算 案 お よ び 配 分 の 検 討  

基 金 委 員 会 は 、 予 定 作 業 に 関 す る 自 己 資 金 負 担 額 を 増 額 す る

こ と に よ っ て 2014 年 度 の 予 定 配 分 額 を 自 発 的 に 削 減 し た イ ン

ド ネ シ ア お よ び マ レ ー シ ア に 対 し て 謝 辞 を 述 べ た 。  

基 金 委 員 会 は 、 2014 年 度 の 予 算 案 額 4,562, 0 6 4 . 2 6 U S ド ル お

よ び 配 分 額 2,043, 3 0 1 . 1 0  U S ド ル に つ い て 承 認 し た 。 内 訳 は 下

記 の 通 り で あ る 。（ 資 料 11-10 参 照 ）  

① 2014 年 度 予 算 案  

承 認 済 み 2014 年 作 業 計 画 に 基 づ い て 、 2014 年 度 予 算 案 額 は

4,562, 0 6 4 . 2 6 U S ド ル と な っ た 。 内 訳 は 下 記 の 通 り で あ る 。  

a イ ン ド ネ シ ア ： 663,53 1 . 2 6 U S ド ル  

b マ レ ー シ ア ： 3,703, 3 3 3 U S ド ル  

c シ ン ガ ポ ー ル ： 143,50 0 U S ド ル  

d 事 務 局 ： 51,7 00 U S ド ル  

② 2014 年 度 基 金 配 分 予 算 案  

沿 岸 国 が 2014 年 作 業 計 画 で 一 部 の 作 業 を 自 己 資 金 で 負 担 し 、

費 用 削 減 を 行 っ た こ と に よ り 、 2014 年 度 配 分 予 算 額 は

2,043, 3 0 1 . 1 0 U S ド ル と な っ て い る 。  

a イ ン ド ネ シ ア ： 558, 2 6 8 . 1 0 U S ド ル  

ⅰ ブ ン カ リ ス 灯 標 の 土 木 ・ 建 築 工 事 （ 85,0 00 U S ド ル ）  

ⅱ 航 行 援 助 施 設 28 基 の メ ン テ ナ ン ス （ 213, 26 8 . 1 0 U S ド ル ） 

ⅲ 航 行 援 助 施 設 28 基 の 予 備 部 品 の 調 達 （ 260,00 0 U S ド ル ）  

b マ レ ー シ ア ： 1,43 3 , 3 3 3 U S ド ル  
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ⅰ プ ラ ウ ・ ウ ン ダ ン 灯 台 の 修 復 お よ び 復 旧 工 事 の 第 二 段 階

（ 1,43 3, 3 3 3 U S ド ル ）  

c 事 務 局 ： 51,7 0 0 U S ド ル  

ⅰ 2014 年 に 2 度 の ANF 委 員 会 会 議 の 開 催 （ 12,000 U S ド ル ）  

ⅱ 2014 年 度 年 次 財 務 監 査 の 実 施 （ 9,700U S ド ル ）  

ⅲ マ・シ 海 峡 に お け る 航 行 援 助 施 設 の 第 三 者 専 門 家 に よ る 事

業 監 査 の 実 施 （ 30,000 U S ド ル ）  

ト  次 回 会 議 の 開 催 日 お よ び 場 所  

基 金 委 員 会 は 、 第 12 回 航 行 援 助 施 設 基 金 委 員 会 会 議 が 2014

年 4 月 に シ ン ガ ポ ー ル で 開 催 さ れ る こ と に 言 及 し た 。  

チ  そ の 他  

① マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 に お け る ANF へ の 業 界 支 援 の 要

請  

基 金 委 員 会 は ICS か ら の 提 案 （ 資 料 11-11 参 照 ） に つ い て 言

及 し た 。ICS は 、物 理 的 航 行 援 助 施 設 へ の 依 存 を 軽 減 す る た め 、

バ ー チ ャ ル 、 す な わ ち 電 子 的 な 航 行 援 助 施 設 と い う 形 態 の 技 術

の 活 用 に つ い て 調 査 す る プ ロ ジ ェ ク ト を 提 案 し た 。こ れ に よ り 、

物 理 的 航 行 援 助 施 設 の メ ン テ ナ ン ス ・ 交 換 に 関 連 す る 費 用 が 削

減 で き る と 考 え ら れ る 。 本 会 議 で は 、 STRA IT R E P と い う 強 制 船

位 通 報 制 度 に は 海 峡 地 域 を 通 過 す る 船 舶 が 年 間 約 75,000 隻 記

録 さ れ な が ら 、30,000 隻 を 超 え る そ の 他 の 船 舶 は 船 舶 の 規 模 が

原 因 で 通 報 な く 通 過 し て い る こ と が 報 告 さ れ た 。 そ の た め 、 航

行 安 全 の た め の 技 術 的 改 善 案 に よ っ て こ う し た 船 舶 を 考 慮 す る

必 要 が あ る 。  

基 金 委 員 会 は 提 案 を 行 っ た ICS に 謝 辞 を 述 べ る と 同 時 に 、 バ

ー チ ャ ル 航 行 援 助 施 設 は 完 全 お よ び 恒 久 的 に 物 理 的 航 行 援 助 施

設 に 置 き 換 わ る も の で は な い な が ら も 、 既 存 の 物 理 的 航 行 援 助

施 設 を 補 完 す る も の と な る 可 能 性 が あ る と 述 べ た 。  

基 金 委 員 会 は 、 ICS が 関 連 す る 会 合 で も そ の 提 案 に つ い て 説

明 す る よ う 提 言 し た 。  

② マ ラ ッ カ ・ シ ン ガ ポ ー ル 海 峡 に お け る 航 行 援 助 施 設 に つ い て

の 調 査 案 お よ び ANF の 宣 伝 に 関 す る コ ン セ プ ト  

事 務 局 は 、 マ ・ シ 海 峡 に お け る 航 行 援 助 施 設 に つ い て の 調 査

お よ び ANF の 宣 伝 に つ い て 基 金 委 員 会 で 検 討 す る こ と を 提 案 し

た 。本 調 査 に は マ・シ 海 峡 に お け る 航 行 援 助 施 設 51 基 の 包 括 的

見 直 し も 含 め る と い う も の で あ る 。 ANF の 宣 伝 に つ い て は 、 バ

ー チ ャ ル 航 行 援 助 施 設 の メ リ ッ ト に つ い て の 認 識 を 高 め る た め

上 記 調 査 の 終 了 後 に 行 う の が よ い と 思 わ れ る 。  

基 金 委 員 会 は 調 査 案 お よ び 宣 伝 に つ い て の コ ン セ プ ト を 承 認

し た 。（ 資 料 11-1 2 参 照 ）シ ン ガ ポ ー ル は 、沿 岸 国 お よ び 関 係 ス
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テ ー ク ホ ル ダ ー と 協 力 し て 、 調 査 お よ び 宣 伝 を 実 施 す る 範 囲 お

よ び 形 態 、 な ら び に 両 者 の 資 金 調 達 の 仕 組 み に つ い て 詳 細 に 策

定 す る こ と を 自 ら 申 し 出 た 。 可 能 で あ れ ば 、 シ ン ガ ポ ー ル は 次

回 の 基 金 委 員 会 会 議 の 前 の 期 間 中 に 草 稿 を 配 布 し 、 基 金 委 員 会

が 第 12 回 会 議 で こ の 件 に つ い て 検 討 で き る よ う に す る 予 定 で

あ る 。  

③ 事 前 調 査 お よ び ANF 人 材 育 成 ワ ー ク シ ョ ッ プ  

日 本 は 、 ヘ レ ン ・ マ ー ズ 灯 標 お よ び バ ツ ・ ベ ル ハ ン テ ィ 灯 標

の 航 行 援 助 施 設 の 交 換 に 関 す る 2014 年 度 事 前 調 査 案 に つ い て

情 報 提 供 を 行 っ た 。 イ ン ド ネ シ ア は 、 事 前 調 査 作 業 に 関 す る 資

金 拠 出 へ の 協 力 に 対 し 日 本 に 感 謝 の 意 を 表 し た 。  

ま た 、 日 本 は 沿 岸 国 を ANF 人 材 育 成 ワ ー ク シ ョ ッ プ に 招 待 し

た 。 技 術 ワ ー ク シ ョ ッ プ は マ レ ー シ ア の 海 事 局 と 共 同 で マ レ ー

シ ア の ポ ー ト ク ラ ン に あ る マ リ タ イ ム ・ ト レ ー ニ ン グ ・ セ ン タ

ー で 開 催 さ れ る 。沿 岸 三 国 は 招 待 に 対 し て 日 本 に 謝 辞 を 述 べ た 。 

基 金 委 員 会 は 人 材 育 成 ワ ー ク シ ョ ッ プ お よ び 航 行 援 助 施 設 に

関 す る 事 前 調 査 作 業 を 引 き 続 き 実 施 す る よ う 日 本 に 要 請 し た 。  

リ  会 議 レ ポ ー ト の 検 討 、 採 択  

基 金 委 員 会 は 正 式 な 会 議 レ ポ ー ト を 採 択 し た 。  

ヌ  閉 会  

議 長 は 有 益 な 会 議 で あ っ た こ と に つ い て 基 金 委 員 会 に 感 謝 の

意 を 表 す と と も に 、 基 金 委 員 会 の 次 回 会 議 で 全 委 員 会 メ ン バ ー

に 会 え る こ と を 楽 し み に し て い る 旨 を 述 べ た 。 基 金 委 員 会 は 、

円 滑 な 会 議 の 実 施 お よ び シ ン ガ ポ ー ル の 歓 待 に 対 し て 、 議 長 に

感 謝 の 意 を 表 し た 。  

 

5 航 行 援 助 施 設 の 維 持 管 理 報 告  

  第 10 回 及 び 第 11 回 基 金 員 会 で 確 認 さ れ た 沿 岸 三 カ 国 実 施 の

航 行 援 助 施 設 維 持 管 理 報 告 は 次 の と お り 。  

（ １ ） 2012 年 第 4 四 半 期 維 持 管 理 報 告 書 （ 資 料 10-1 0 参 照 ）  

（ ２ ） 2013 年 第 1～ 3 四 半 期 維 持 管 理 報 告 書 （ 資 料 11-5 参 照 ）    

 

６  航 行 援 助 施 設 の 作 業 計 画  

（ １ ） 2013 年 作 業 計 画 （ 資 料 10-1 2 参 照 ）  

イ  イ ン ド ネ シ ア     

①  土 木 ・ 建 築 工 事   US D  1 6 5 , 0 0 0  

②  定 期 メ ン テ ナ ン ス   USD 2 8 8 , 9 8 0  

③  予 備 部 品 の 調 達   US D 5 8 7 , 9 6 5  

④  交 換   US D  2 , 0 5 5 , 2 6 3  

・ ク ラ 島 灯 標   USD 1 , 0 0 0 , 0 0 0  
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・ タ ン ジ ュ ン ・ メ ダ ン 沖 灯 浮 標   USD 1 0 5 , 0 0 0  

・ ワ ン ・ フ ァ ザ ム ・ バ ン ク 南 浮 体 式 灯 標  

 USD  7 8 1 , 8 0 8  

ロ  マ レ ー シ ア  

①  プ ラ ウ ・ ウ ン ダ ン 灯 台 の 修 復   USD  3 2 7 , 8 6 9  

②  土 木 ・ 建 築 工 事   US D 2 0 0 , 0 0 0  

 ・ タ ン ジ ュ ン ・ ト ゥ ア ン 灯 台  USD 1 1 0 , 0 0 0  

 ・ タ ン ジ ュ ン ・ ト ホ ー ル 灯 標  USD 6 0 , 0 0 0  

 ・ プ ラ ウ ・ ム ン ギ ン 灯 標  USD  3 0 , 0 0 0  

③  ピ ア イ 浮 標 の 更 新  USD 4 5 , 8 0 9  

④  航 行 援 助 施 設 18 基 の メ ン テ ナ ン ス  USD  5 9 5 , 3 2 6  

⑤  運 営 費 用  USD 2 5 8 , 0 0 0  

ハ  シ ン ガ ポ ー ル  

①  ラ ッ フ ル ズ 灯 台 の メ ン テ ナ ン ス ・ 修 理 に 自 己 資 金 を 使 用

予 定   USD 1 2 0 , 0 0 0 (概 算 ) 

②  ス ル タ ン ・ シ ョ ー ル 灯 台 の 照 明 シ ス テ ム を 長 距 離 ラ イ ト

（ 20 海 里 ） に 交 換 す る 予 定  USD  1 0 0 , 0 0 0（ 概 算 ）  

ニ  事 務 局  

①  第 三 者 監 査 人 に よ る 2012 年 財 務 監 査  USD 3 , 0 0 0  

②  マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 に よ る 業 務 監 査  USD 3 0 , 0 0 0  

③  委 員 会 の 開 催   US D  1 2 , 0 0 0  

④  第 三 者 監 査 人 に よ る 2013 年 財 務 監 査  USD 9 , 7 0 0  

（ ２ ） 2014 年 作 業 計 画 （ 資 料 11-8 参 照 ）  

イ  イ ン ド ネ シ ア  

①  ブ ン カ リ ス 灯 標 の 土 木 ・ 建 築 工 事  USD  8 5 , 0 0 0  

②  航 行 援 助 施 設 28 基 の メ ン テ ナ ン ス   

USD 2 1 3 , 2 6 8 . 1 0  

③  航 行 援 助 施 設 28 基 の 予 備 部 品 の 調 達  

 USD 2 6 0 , 0 0 0  

④  ヘ レ ン ・ マ ー ズ 投 票 の 交 換  

⑤  ワ ン ・ フ ァ ザ ム ・ バ ン ク 投 票 の 交 換  

   US D  1 0 5 , 2 6 3 . 1 6  

ロ  マ レ ー シ ア  

①  航 行 援 助 施 設 5 基 の 土 木 ・ 建 築 工 事  USD 2 7 0 , 0 0 0  

②  プ ラ ウ ・ ウ ン ダ ン 灯 台 の 修 復 お よ び 復 旧 の 第 二 段 階   

USD 1 , 4 3 3 , 3 3 3  

③  ト ン ポ ク ・ ウ タ ラ 灯 標 の 交 換  USD 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
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ハ  シ ン ガ ポ ー ル  

①  プ ラ ウ ピ サ ン 灯 台 の 土 木 ・ 建 築 工 事 USD 13 2 , 5 0 0  

②  ベ ド ッ ク 灯 台 の 土 木 ・ 建 築 工 事 （ USD 8 , 0 0 0） 及 び メ ン

テ ナ ン ス （ USD 3 , 0 0 0）  

ニ  事 務 局  

①  委 員 会 会 議 の 開 催  

②  201 4 年 財 務 監 査  

③  マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 に よ る 業 務 監 査 USD 30 , 0 0 0  

 

７  基 金 の 財 務 状 況  

  第 10 回 及 び 第 11 回 基 金 員 会 で 確 認 さ れ た 航 行 援 助 施 設 基 金 の

財 務 状 況 は 次 の と お り  

（ １ ） 2013 年 の 予 算 案 及 び 配 分 案 （ 資 料 10-1 3 参 照 ）  

（ ２ ） 2014 年 の 予 算 案 及 び 配 分 案 （ 資 料 11-1 0 参 照 ）  

   

８  監 査 報 告  

第 10 回 及 び 第 11 回 基 金 員 会 で 確 認 さ れ た 「 イ ン ド ネ シ ア ・ マ

レ ー シ ア の 維 持 管 理 作 業 に 対 す る マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 に よ る 監 査

報 告 」、及 び 同 委 員 会 で 採 択 さ れ た「 基 金 口 座 に 関 す る 第 三 者 機 関

に よ る 監 査 報 告 」 は 次 の と お り 。  

（ １ ）  マ ラ ッ カ 海 峡 協 議 会 に よ る 業 務 監 査 報 告  

イ  20 12 年 の 業 務 監 査 報 告 書 （ 資 料 10-11 参 照 ）  

ロ  20 13 年 の 業 務 監 査 報 告 書 （ 資 料 11-6 参 照 ）  

（ ２ ）  第 三 者 機 関 に よ る 会 計 監 査 報 告  

イ  20 12 年 の 会 計 監 査 報 告 書 （ 資 料 10-5 参 照 ）  
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文書 ANF/10/2/1

第 10 回航行援助施設基金委員会会議 

 

ホリデイイン・オーチャード・シティーセンターホテル 

シンガポール 

2013年4月4日〜5日 

 

議題案 

 

1. 開会 

2. 議題の採択 

3. 代表の信任に関する報告 

4. 航行援助施設基金（ANF）への資金拠出に関する韓国との調印式 

5. ANFの管理および運営 

5.1 海峡利用国およびその他利用者からの資金拠出 

5.2 2011年から2012年までにインドネシアへ配分されたANFの管理 

5.3 第三者監査人による2012年ANF報告 

5.4 マレーシアからシンガポールへのANFの移譲に関する調印式 

5.5 2013年度以降のANFの持続可能性 

5.6 事務局によるANFの管理計画 

5.7 2013年〜2015年におけるANF第三者監査人に関する提案 
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6. ANF作業計画 

6.1 2012年第4四半期メンテナンス報告 

6.2 2012年作業監査報告 

6.3 2013年作業計画 

7. 2013年度ANF基金配分予算案の検討 

8. 次回会議の開催日および場所 

9. その他 

9.1 マ・シ海峡航行援助施設に関する予備調査作業および第2回テクニカルワークショップ 

9.2 マ・シ海峡における航行安全および環境保護に関する、協力メカニズム下海峡プロジェク

トへの IMOの支援 

10. 会議レポートの検討および採択 

11. 閉会 
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文書 ANF/10/5/1

利用国および利用者からの資金拠出 

 

事務局より提出 

はじめに 

1. 航行援助施設基金（ANF）の基金運営規則第1条によると、ANFの目的は、利用国およびその他

の関係者から資金拠出を受けて、マ・シ海峡における航行援助施設の提供および維持管理を行うことで

ある。 

2. 基金運営規則第3条に基づき、ANFへの資金拠出は任意とし、国家、政府間組織（IMOを含む）、

非政府組織、企業および個人の支援者などから拠出を受けるものとする。すべての拠出金は、口座を開

設して受け取るものとする。 

基金現況 

3. 2013年1月1日から2013年4月1日までの総受入金額は100,000USドルとなっており、詳細は下

記の通りである。 

3.1.  アラブ首長国連邦（UAE）：100,000USドル； 

委員会に求められる行動 

4. 基金委員会を招集し、本文書の記載事項について検討をする。 

資料１０－３
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A. 2011年インドネシア基金管理 

No. 項目 受領合計 実際必要額 

1. 
a. インドネシアANF口座残高（2010年

作業計画残金合計） 
USD 4,820.00 -

 
b. 2010年度残高の補正課税とその他費

用 
USD 4,853.90

 
c. 補正後インドネシアANF口座残高

（2010年作業計画残金合計） 
USD 9,673.90

2. 2011年第1回インドネシア受領額 USD 364.964.00 -

3. 2011年第2回インドネシア受領額 USD 1,201,507.22 -

4. インドネシア2011年支出合計 USD 1,550,682.56

5. 
インドネシア2011年支出合計の補正課税

とその他費用 
(USD 94,758.39)

6. 補正後インドネシア2011年支出合計 USD 1,455,924.17

合計 USD 1,576,145.12 USD 1,455,924.17

インドネシアANF口座利用可能残高 USD 120,220.95
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B. 2012年インドネシア基金管理 

No. 項目 受領合計 実際必要額 

1. 
インドネシアANF口座残高（2012年作

業計画残高合計） 
USD 120,220.95 -

2. 2012年インドネシア受領額 USD 1,430,048.04 -

3. 
a. 2012年インドネシア支出見積 

 合計 
USD 1,369,410.26

 

b. 補正為替レートおよび2012年イ

  ンドネシア支出合計に関するその

  他費用 

(USD 53,752.29)

 c. 2012年インドネシア支出合計 USD 1,315,657.97

合計 USD 1,550,268.99 USD 1,369,410.26

インドネシアANF口座利用可能残高 USD 234,611.02

 

注： 

・ 基金運営規則によると、未利用金はすべて事務局に返金されなければならない。しかし、このよう

な措置は現在のインドネシアの法令では定められていないため、インドネシアは残高を留保してお

くことを提案している。利息の付いた残高は 2012 年作業計画のために割り当てられる予算の一部

として計上される。 

・ 第9回ANF委員会会議において、2011年の委員会で承認された見積残高180,858.73 USドルに対

して、2011年から2012年までのメンテナンス作業計画においてコスト削減の報告がインドネシア

よりあった。 

・ 為替レートの補正および支出に関して、その他の費用があるため、実際の利用可能なインドネシア

ANF口座合計残高は234,611.02USドルである。 
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マレーシア海事局 

マラッカ・シンガポール海峡航行援助施設基金 

 

収支報告 

2012年 1月 1日—2013年1月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAN NADZIR & CO. 

公認会計士 

資料１０－５
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マレーシア海事局 

マラッカ・シンガポール海峡航行援助施設基金 

 

 

目次   ページ 

 

企業情報  1 

監査人による報告 2－3 

収支報告書  4－5 

収支報告書に関する注記 6－7 
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マレーシア海事局 

マラッカ・シンガポール海峡航行援助施設基金 

 

法人情報 

 

基金名称：  マラッカ・シンガポール海峡航行援助施設基金 

 

基金管理者： マレーシア海事局 

   本部 

   P.O. Box 12 

   42000 Port Klang 

   Selangor, Malaysia 

   Tel: 603-33467777  

   Fax: 603-31685289 

   E-mail: kpgr@marine.gov.my 

 

監査人：  Wan Nadzir & Co. 

   公認会計士 
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監査人による報告 

 

マラッカ・シンガポール海峡協力メカニズムにもとづく航行援助施設基金に対する独立監査人によ

る監査報告書 

 

収支報告書に関する報告 

当監査法人は、2012年1月1日から2013年1月31日までのマラッカ・シンガポール海峡航行援助施設

基金の収支報告書について監査を行った。 

基金管理者の収支報告書に関する責任 

マレーシア海事局の管理者は収支報告書の作成および公正な記述をする責任を負う。責任範囲には、不

正・過失を問わず、重要な虚偽記載のない本諸表を作成するにあたり、内部統制のもと、計画、実施お

よび決定をし、状況上妥当な会計上の見積もりを作成することも含まれる。 

収支報告書には、マレーシア・シンガポール海峡航行援助施設基金を代表して、マレーシア半島海事局

が受領した拠出金および基金による支出も記載してある。 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、監査にもとづき収支報告書について意見を述べることである。当監査法人は、マ

レーシアにおいて認められる監査基準に準拠して監査を行った。これらの監査基準は、倫理的要件にし

たがって監査を立案、実施し、収支報告書に重要な虚偽の記載がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。 

監査では、収支報告書の金額および開示について監査証拠を入手するための手続きを実施する。監査手

続きは、不正または過失を問わず収支報告書に重要な虚偽の記載が含まれるリスクの評価など、当監査

法人の判断をもとに決定する。状況上妥当な監査手続きを立案するため、このようなリスク評価の実施

においては、基金による収支報告書の作成および公正な記述に関する内部統制を考慮に入れるが、これ

は基金の内部統制の有効性に関する意見を述べるものではない。また、監査では適用した会計方針の適
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正性、受託者による会計上の見積もりの妥当性および収支報告書全体の記述に関する評価も行う。 

当監査法人が入手した監査証拠は、監査人の意見の根拠を説明するうえで、十分かつ妥当なものである

と考える。 

意見 

当監査法人の意見では、2012年1月1日から2013年1月31日までのマラッカ・シンガポール海峡航行

援助施設基金の収支報告書は適正であり、添付の収支報告書は現金により受け取った拠出金を公正に表

記している。 
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マレーシア海事局 

マラッカ・シンガポール海峡航行援助施設基金 

 

収支報告書 

（2012年1月 1日−2013年1月 31日） 

 

 注記 

2012/1/1〜

 2013/1/31

USD

2011/1/1〜

2012/12/31

USD

 

収入、利益およびその他助成金 

 

拠出金 

その他収益 

受入利息 

外国為替差益 

 

 

 

4 

5 

2,597,870

699,067

18

-

2,914,554

1,000,000 

31

68

  3,296,955 3,914,653

 

支出 

 

航行援助施設の維持、修繕または新設費用 

専門家による検査および接遇費用 

会議費用 

外部監査機関手数料 

 

 

 

6 

 

 

7 

3,701,410

30,058

4,833

3,970  

4,094,627

110

14,000

-

  3,740,271 4,108,737

 

収支残高 （損失）／利益 

期首現金・預金残高 

 

(443,316)

4,412,874

(194,084)

4,606,958

期末現金・預金残高  3,969,558 4,412,874
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本収支報告書は下記の者により作成された。 
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マレーシア半島海事局 

マラッカ・シンガポール海峡航行援助施設基金 

 

収支報告書注記 

1. 概説 

 航行援助施設基金は、マラッカ・シンガポール海峡の高額な維持費に対して設立された。基金の目

的は、沿岸国および利用国からの直接的な経済的援助を受けることである。基金は原則3年ごとの

交代制で管理され、マレーシア、シンガポールおよびインドネシアによるメンテナンス作業に対し

て支出がなされる。 

2. 会計方針基盤 

 会計公準 

 収支報告書は現金主義により作成されている。 

 通貨換算 

 対象年度の外貨建取引は、取引日の為替レートで換算する。為替レートは概ね1USドル＝3.10RM

である。 

3. 通貨 

 記載の金額はすべてUSドル建である。 
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4. 拠出金 

 年間の拠出金は下記のとおり受領されている。 

 

2012/1/1〜

 2013/1/31

USD 

 
2011/1/1〜

2012/12/31

USD 

 

インド高等弁務団 

IFAN (International Foundation of Aids to Navigation) 

IMO (International Maritime Organization, London) 

マラッカ海峡協議会 

中華人民共和国交通運輸部 

日本財団 

中華人民共和国 

アラブ首長国連邦 

大韓民国 

-

1,000,000

50,000 

500,000

200,000 

660,000

-

100,000

87,870

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913,000

-

100,000

500,000

-

1,000,000

210,000 

100,000

91,554 

合計 2,597,870  2,914,554

 

5. その他収益 

 その他収益は、前年の余剰金の返却を示している。 
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6. 航行援助施設の維持、修繕または新設 

 各国に支払われた維持、修繕および新設費用は下記のとおりである。 

  

2012/1/1〜

 2013/1/31

USD 

 
2011/1/1〜

2012/12/31

USD 

 

インドネシア 

マラッカ海峡協議会 

マレーシア 

シンガポール 

海峡プロジェクト4 

1,430,085

-

505,770

1,200,000

565,555

 

1,566,543

30,000

2,498,084

-

-

合計  3,701,410 4,094,627

 

7. 外部監査機関手数料 

 2012年1月1日から2013年1月31日までの会計期間の手数料として、2013年3月31日に1,710US

ドルの支払いをLembaga Dius Api Semenanjung Malaysia（LDASM）の代理で受ける予定であるが、

この金額はすでにLDASMより請求があった。本年度の監査手数料3,970RMは、2011年のレート

では1,937US ドル、2012年では2,033USドルである。 

8. 比較情報 

 比較情報は2011年1月1日から2011年12月31日の会計期間を参照。 
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文書 ANF/10/5/5

 

2013 年以降の ANF の持続可能性 
 

事務局より提出 

はじめに 

1. 本書は ANF 受領拠出金および見積経費について述べている。 

拠出金／見積経費

ANF 残高（ANF に基づき、航行援助施設メンテナンスお

よび取替作業のためマレーシアからシンガポールに送金

される） 

USD 3,740,000

（USD 3,742,201 の端数切捨）

2013 年 ANF 新規拠出金（2013 年 4 月 1 日付） USD 100,000

小計（1） USD 3,840,000

マレーシア・インドネシアの 10 ヵ年メンテナンス作業計

画（PMP）および ANF 管理費用に基づく資金調達要求 

 ✓ 2013 年計画費用1 (USD 2,720,000)

 ✓ 2014 年計画費用 (USD 6,060,000)

 ✓ 2015 年計画費用 (USD 4,680,000)

小計（2） (USD 13,460,000)

2013 年−2015 年見積必要追加資金調達 

（小計 2−小計 1） 
USD 9,620,000

委員会に求められる行動 

2. 基金委員会を招集し、本文書の記載事項について検討を行う。 

                                            
1 2012 年 12 月 13 日〜14 日に開催された第 9 回 ANF 委員会会議で承認された予算。 

資料１０－７
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文書 ANF/10/5/6

 

航行援助施設基金管理計画 
 

事務局より提出 

はじめに 

1. 2012 年 12 月に開催された第 9 回航行援助施設基金（ANF）委員会会議以降、ANF 委

員会事務局はインドネシア、マレーシアおよびその他の委員会メンバーと継続的に協力し、

ANF の有効性を強化するため、追加の管理計画の提案に努めている。 

管理計画案 

A. インドネシア、マレーシアおよびシンガポールによる 10 ヵ年メンテナンス作業計画

の見直しと改訂 

2. マラッカ・シンガポール海峡（SOMS）の航行援助施設はマラッカ海峡協議会により

2008 年に見直しがなされた。見直しの結果、SOMS の 51 主要航行援助施設および沿岸 3 カ

国の 10 ヵ年メンテナンス作業計画が決定された。 

3. 2008 年以降、費用と状況が変化しているため、沿岸 3 カ国による 10 ヵ年 PMP の見直

しおよび改訂を事務局は提案している。これにより残る 10 ヵ年 PMP の実行にかかる作業

の種類および費用に対し、より適切な優先順位づけと判断ができる。事務局は見直し過程

を容易にするための型作りを行った上で、沿岸 3 カ国と協力していく。 

4. 事務局は 2013 年第 4 四半期に開催される次回 ANF 委員会会議の前にこの見直しを完

了することを提案している。 

B. インドネシアおよびマレーシアによる、取替およびメンテナンス作業経費についての

年 4 回の報告に関する改訂 

5. 事務局による ANF の財務状況に関する年 4 回のアップデートと併せ、インドネシア

およびマレーシアによる年 4 回の報告はすべての委員会メンバーに通達される。 

C. 個々の航行援助施設に基づく予算案 

6. いくつかの作業に関する過去の資金調達案はプロジェクトごと（個々の航行援助施

設）ではなく、それぞれの航行援助施設の異なる構成要素に基づいている。個々の航行援

資料１０－８
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助施設の総経費に関してより明瞭にするため、将来的な資金調達は個々の航行援助施設に

基づき要求されるべきである。 

委員会に求められる行動 

7. 上記の提案は ANF 委員会の承認を得るため提出される。 
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文書 ANF/10/5/7

 

2013 年−2015 年 ANF 第三者監査人に関する提案 
 

事務局より提出 

はじめに 

1. 基金運営規則では、基金は年に 1 回の監査を受け、口座の監査報告書を沿岸国および

拠出者に提出しなければならないことが定められている。12 月 12 日〜13 日にマレーシア

のジョホール・バルで開かれた第 9 回 ANF 委員会会議において、シンガポールは 2013 年

から 2015 年までの ANF 議長として、2013 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日の期間を始ま

りとする向こう 3 年間の各会計年度に行われる ANF 口座監査のため、入札登録会計事務所

を招集する承認を受けた。 

入札告示 

2. 2013 年 3 月 13 日に、資格を有する監査事務所に向けて、期限なしの告示がシンガポ

ール官営企業正門（Gebiz）に掲示された。 

3. 監査人による監査範囲は以下の通りである。 

3.1 シンガポールによる ANF 口座管理を監査するにあたり、以下の事項について明示す

る。 

 a) 財務諸表がシンガポールの法定機関財務報告基準（SB-FRS）に基づいて適切に作

成されているか 

 b) 財務諸表は会計年度の終わりに作成され、決算、準備金の増減および現金資金等

に関する基金の状況が正確かつ公正に記載されているか 

 c) 沿岸国により管理された会計およびその他の記録が適切に保管、報告されている

か 

 d) 監査人として、その他監査により生じるいかなる問題に関しても報告しなければ

ならない 

3.2 内部統制を強化するため、また、コーポレート・ガバナンスを向上させるため問題に

ついて再検討および助言をする。 

3.3 ANF 委員会会議に出席し、監査報告を提出する。 

資料１０－９
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3.4 ANF 議長および事務局が必要であると判断した場合、口座や監査により生じた問題に

ついて面談して話し合う。 

3.5 監査の過程において、監査人が ANF システムにおける重要な欠陥、詐欺、不当流用

およびその他の不正行為を発見した場合は ANF 委員会に報告しなければならない。 

3.6 シンガポール ANF 委員会事務局が管理する ANF 口座の監査に加え、3 回の会計年度

においてインドネシアおよびマレーシアによって行われる口座処理を一監査事務所が検証

するべきであると ANF が判断した場合、その口座処理の検証は、各国の現地チームによっ

て行われなければならない。 

3.7 インドネシアが 2016 年から 2018 年までの議長を務めるために、インドネシアの 2015

年 ANF 口座監査を提出する監査人が必要とされる。この項目は、ANF 委員会が検討すべき

選択の一つとして挙がっている。 

見積査定および勧告 

4. Foo Kon Tan Grant Thornton LLP は告示に対して以下の見積を提出した。 

  ※注：2013 年 4 月 1 日付けのレートで 1US ドル＝1.242 シンガポールドル 

5. Foo Kon Tan Grant Thornton は、Grant Thornton International のシンガポールにあるグル

ープ組織であり、4 大監査事務所を除いては最も大規模で信頼できる会計コンサルティング

事務所である。世界のその他の地域と同様、インドネシアとマレーシアでも海外展開をし

ている。 

6. この事務所は、シンガポールが SB-FRS で採用している国際会計基準に従って口座を

監査することが可能である。

S/N 項目明細 期間 
金額 

（シンガポールドル） 

金額 

（US ドル）※注 

1. 

3.1 から 3.5 に明記されている

ANF 議長／事務局管理口座

の監査 

3 会計年度 36,000 29,000

2. 

3.6 に明記されているインド

ネシアおよびマレーシアが行

う処理の検証 

3 会計年度 6,000 4,850

3. 

3.7 に明記されているインド

ネシアでの ANF 委員会会議

における監査報告および資金

調達の提示 

1 会計年度 3,000 2,400

 合計（全額認められた場合）  45,000 36,250
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7. したがって、ANF 委員会事務局は Foo Kon Tan Grant Thornton を ANF 監査人に任命す

ることを提案し、 

8. 完璧な監査のため、ANF 委員会事務局はさらに、委員会が裁定した項目 1 および 2

の 3 会計年度合計費用 42,000 シンガポールドルを認めることを提案した。項目 3 に関して

は、インドネシアで監査人が提示する必要がある場合、2015 年始めに委員会が判断する。 

委員会に求められる行動 

9. ANF 委員会は、Foo Kon Tan Grant Thornton を ANF 監査人に任命し、1）シンガポー

ル ANF 事務局管理の ANF 口座の検証、2）2013 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日を始ま

りとする 3 会計年度におけるインドネシアおよびマレーシアの ANF 口座処理の検証を当該

監査事務所が行うことについて承認要求される。 
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文書 ANF 10/6/1

2012 年第 4 四半期メンテナンス作業報告 

 

沿岸国（インドネシア、マレーシアおよびシンガポール）より提出 

はじめに 

1. 基金運営規則第 8.2.3 項に従い、当局は沿岸国とコミュニケーションを図り、指定さ

れた航行援助施設の提供およびメンテナンス作業について、少なくとも年 1 回、委員会に

状況報告を行うことが求められる。 

2. 基金委員会は、2009 年からのマ・シ海峡（SOMS）における航行援助施設の 10 ヵ年メ

ンテナンス作業計画（PMP）を原則として承認した。PMP は、主要航行援助施設の取替お

よび更新作業に関する計画であり、具体的には、マ・シ海峡内の指定航行援助施設の取替

および維持管理作業について定めている。 

マ・シ海峡における航行援助施設のメンテナンス作業報告 

3. 2012 年第 4 四半期に沿岸国が実施した航行援助施設の活動に関する報告は、別添のと

おりである。 

 別添 1―インドネシア 

 別添 2―マレーシア 

 別添 3―シンガポール 

委員会に求められる行動 

4. 基金委員会を招集し、本文書の記載事項について検討を行う。 

  

 
 
 
 
 
 

資料１０－１０
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別添 1 

2012 年第 4 四半期 

海峡航行援助施設メンテナンス作業報告 

インドネシアより提出 

1. はじめに 

 1.1. 基金運営規則第 8.2.3 項に基づき、当局は沿岸国と協力して、指定された航行援助

施設の提供およびメンテナンス作業のための基金利用について、少なくとも年 1

回、委員会に対して状況報告を行うことが求められる。 

 1.2. 第 2 回航行援助施設基金委員会会議は、マ・シ海峡における航行援助施設 10 ヵ年

メンテナンス作業計画（PMP）を承認した。これは、インドネシアの 28 の主要航

行援助施設の取替および更新作業について定めたものである。 

 1.3. 第 8 回航行援助施設基金委員会会議において、2011 年第 4 四半期および 2012 年第

1 四半期マ・シ海峡におけるメンテナンス作業報告が確認された。 

 1.4. 第 8 回航行援助施設基金委員会会議において、沿岸国より提出されたマ・シ海峡

における 2012 年航行援助施設メンテナンス作業および取替作業報告が承認された。 

2. 2012 年第 4 四半期作業計画 

 2.1. 土木基礎工事（C&S）準備作業 

  2.1.1. 活動／詳細（承認済メンテナンス計画に対応した活動） 

   2.1.1.1. One Fathom Bank 南基準マーク浮体式灯標 （ILL.571） 

   2.1.1.2. Cula 一般マーク灯標（ILL.825） 

  2.1.2. スケジュール 

作業計画 
2012 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4 

ILL-571– OFB 

● 承認済 PMP 

● 活動の実施 

ILL-825– Cula 

● 承認済 PMP 

● 活動の実施 
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  2.1.3. 航行援助施設の全般的状態 

   2.1.3.1. One Fathom Banks 南基準マーク浮体式灯標（ILL.571） 

    ビーコンの構造部は設置から 15 年近く経過しており、経済的に

も設計的にも製品寿命上限に達している。灯標の上部、特にフ

ランジ結合部に腐食が見られる。船舶による衝突で深刻なダメ

ージを受けている部分があり、本体上部には湾曲が見られる。 

   2.1.3.2. Cula 一般マーク灯標（ILL.825） 

    1994 年に設置されたこの灯標は、コンクリートのタワーおよび

基礎部分に多くの亀裂が見られた。入口のひさしは部分的に崩

壊しており、強化スチールバーは腐食していた。すべての窓ガ

ラスがなくなっており、はしごには腐食が見られた。タワーの

状況から判断して、大規模な復旧作業および取替作業が必要で

ある。 

  2.1.4. 費用 

   2012 年第 1 四半期〜第 3 四半期 C&S 準備作業に要した実際費用合計額 

No. 内訳 承認済 PMP 実際必要額 
訂正後実際 

必要額 

1. One Fathom Bank 南基準マ

ーク浮体式灯標（ILL.571）

USD 85,000.00 USD 81,979.21 USD 78,976.81

2. Cula 一般マーク灯標

（ILL.825） 

USD 80,000.00 USD 74,476.32 USD 74,623.30

合計 USD 165,000.00 USD 156,455.53 USD 153,600.11

  注：為替レート：1US ドル＝9.100−9.500 インドネシアルピア 

  

  2.1.5. 結論／所見 

   2.1.5.1. 作業は 2013 年第 3 四半期にすでに完了しており、第 9 回 ANF

委員会会議で報告されている。  

   2.1.5.2. One Fathom Bank 南基準マーク浮体式灯標（ILL.571）および Cula

一般マーク灯標（ILL.825）の C&S 準備作業を進める一方、
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Pyramid Shoal 東基準マーク浮標（ILL.574）および Off Medang

浅瀬浮標（ILL.611）において C&S 準備作業の一環として水路測

量調査が行われた。この調査は、インドネシア海運総局（DGST）

と協力し、日本国土交通省（MLIT）に代わりマラッカ海峡協議

会（MSC）によって行われた。調査結果は 2013 年 4 月に判る予

定である。 

  2.1.6. その他 

   Pyramid Shoal（ILL.600）および Off Medang 浮標（ILL.611）において C&S

準備作業の一環として水路測量調査が行われた。この調査は、インドネ

シア海運総局（DGST）と協力し、日本の国土交通省（MLIT）に代わり

マラッカ海峡協議会（MSC）によって行われた。調査は 2013 年 1 月から

2 月に実施され、2013 年 4 月に調査結果が判る予定である。 

 

 2.2. メンテナンス作業 

  2.2.1.  メンテナンス作業活動 

   2.2.1.1. 2012 年承認済メンテナンス作業計画 

    i. 分離通航帯上のインドネシア航行援助施設（28 施設）に対す

る 2012 年第 1 回巡回保守点検作業 

    ii. 分離通航帯上のインドネシア航行援助施設（28 施設）に対す

る 2012 年第 2 回巡回保守点検作業 

   2.2.1.2. 2012 年第 2 四半期実施済メンテナンス作業計画 

    i. 分離通航帯上のインドネシア航行援助施設（28 施設）に対す

る 2012 年第１回巡回保守点検作業 

   2.2.1.3. 2012 年第 4 四半期実施済メンテナンス作業計画 

    i. 分離通航帯上のインドネシア航行援助施設（28 施設）に対す

る 2012 年第 2 回巡回保守点検作業 

   2.2.1.4. 航行援助施設巡回保守点検作業には、電気設備、灯火設備およ

び機械設備の整備ならびに航行援助の構造部に係る整備が含ま

れる。 
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  2.2.2. スケジュール 

作業計画 
2012 年 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012年第2回航行援助施設巡

回保守点検作業 
 

  

● 承認済 PMP    

● 活動の実施 
 

 

 

  2.2.3. 航行援助施設の全般的状態 

   全般的に航行援助施設は良好な運用状態にあるが、何点か劣化が見られ

る部分がある。特に、経済的・設計的耐用年数上限に近づいている構造

部の技術的状態の劣化が顕著である。また、航行援助施設の欠陥により

何度か不測の事態が起きている。 

   2012 年第 2 回航行援助施設巡回保守点検作業の費用 

No. 内訳 費用 費用 

1 作業チーム諸手当 USD 9,931.87 USD 6,148.85

2 船員日当 USD 14,505.49 USD 13,436.06

3 糧食支給 USD 19,670.33 USD 18,471.27

4 船舶運用経費（燃料等） USD 50,625.26 USD 25,920.60

5 機器・予備機 USD 3,875.27 USD 2,387.14

6 雑費 USD 8,125.82 -

合計 USD 106,634.05 USD 65,553.18

   注：為替レート：1US ドル=9.100-9.500 インドネシアルピア 

    

  2.2.4. 特記事項／所見 

   2012 年第 2 回航行援助施設巡回保守点検作業において、点灯していない

航行援助施設が 6 ヵ所見つかった。これは、技術的理由、破壊行為、落

雷および国籍不明の船舶による衝突が原因と考えられる。機能回復のた

め、巡回保守点検作業中に不良部分の修復により復旧措置がとられた。 
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  2.2.5. 詳細情報／別紙概要 

   なし 

  2.2.6. 写真 

   なし 

 

 2.3. 取替作業計画 

  2.3.1. 2012 年取替作業計画 

   2.3.1.1. 承認済 2012 年取替作業計画 

    i. One Fathom Banks 北基準マーク浮体式灯標（ILL.572）取替作

業計画 

    ii. Raleigh Shoal 浅瀬灯標（ILL.610）取替作業計画 

   2.3.1.2. 進行中 2012 年取替作業計画 

    i. One Fathom Banks 北基準マーク浮体式灯標（ILL.572）取替作

業計画 

  2.3.2. スケジュール 

作業計画 
2012 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4 

One Fathom Banks 北基準マー

ク浮体式灯標（ILL.572）取替

作業 

    

● 承認済 PMP 

● 活動の実施 
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2.3.3. 費用  

 内訳 承認済 PMP 見積必要額 実際必要額 

1. One Fathom Banks 北基

準マーク浮体式灯標

（ILL.572） 

USD 950,000.00 USD 781,808.19 USD 713,678.03

合計 USD 950,000.00 USD 781,808.19 USD 713,678.03

   注：為替レート：１US ドル=9.100-9.500 インドネシアルピア 

 2.3.4. 特記事項／所見 

   なし 

  2.3.5. 詳細情報／別紙概要 

   なし 

  2.3.6. 写真 
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 2.4. 交換部品の調達 

  2.4.1. 詳細計画（2012 年承認済メンテナンス作業計画に対応した活動） 

   2.4.1.1. 2012 年メンテナンス作業計画 

    2012 年にインドネシアは通常メンテナンス作業、および予測不

能の事態やANFの技術的故障に備えるため交換部品の調達を行

った。調達自体は 2012 年 6 月から 9 月の間に行われた。 

   2.4.1.2. スケジュール 

作業計画 
2012 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4 

交換部品の調達 

   2.4.1.3. 費用 

No
. 

内訳 承認済 PMP 実際必要額 訂正後   

実際必要額 

1. 交換部品の調達 USD 587,965 USD 301,686.68 USD 300,897.25

合計 USD 554,654.00 USD 301,686.68 USD 300,897.25

   注：為替レート：１US ドル=9.100-9.400 インドネシアルピア 
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   2.4.1.4. 特記事項／所見 

    なし 

   2.4.1.5. 詳細情報／別紙概要 

    なし 

   2.4.1.6. 写真 

    写真は第 9 回 ANF 委員会会議ですでに提出された。 

  

 2.5. 作業監査／査察（必要がある場合） 

  業務監査人であるマラッカ海峡協議会より通知される。 
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別添 2 

2012 年第 4 四半期 

海峡航行援助施設メンテナンス作業報告 

マレーシアより提出 

（2012 年 10 月～12 月） 

1.0  はじめに 

1.1 第 7 回航行援助施設基金委員会会議において、基金委員会は、マ・シ海峡における航

行援助施設 10 ヵ年メンテナンス作業計画（PMP）を承認した。本会議において、マレ

ーシアは 2012 年メンテナンス、土木基礎工事（C&S）および取替作業計画を確認した。 

1.2 2012 年に航行援助施設において、2 施設の取替作業、2 施設の土木基礎工事、8 施設の

メンテナンス作業が以下のとおり実施された。 

航行援助施設 2012 年作業範囲 

灯台 

 i. One Fathom Bank 

 ii. Bukit Segenting 

 iii. Pulau Undan 

 

 

メンテナンス 

メンテナンス 

C&S 

灯標 

 i. Tg. Rhu 

 ii. Tg. Gabang 

 iii. Tanjung Tohor 

 iv. Panjang Selatan 

 v. Tg. Piai 

 vi. Pu. Mungging 

 vii. Mudah Utara 

 viii. One Fathom Bank North 

 

取替 

メンテナンス 

メンテナンス 

取替 

C&S 

メンテナンス 

メンテナンス 

メンテナンス 

 

浮体式灯標 

 i. Sepat 

 

 

メンテナンス 
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2.0 メンテナンス作業計画 

2.1  土木基礎工事（C&S） 

 2.1.1. Tg. Piai 灯標および Pulau Undan 灯台の 2 施設において基礎工事が実施された。 

 2.1.2. Tg. Piai 灯標の土木基礎工事は 2012 年 9 月 24 日に完了し、費用は 50,984.00US

ドルであった。 

 2.1.3. Tg.Piai 灯標の土木基礎工事に関する情報および経過報告は、2012 年第 2 およ

び第 3 四半期メンテナンス作業報告にて行われる。 

 2.1.4. Pulau Undan 灯台の土木基礎工事は現在進行中であり、特に総合的な土壌調査

が中心に行われている。2012 年 9 月 13 日から 2013 年 3 月 13 日までの土壌の

動きをモニタリングするため、この調査にはおよそ 6 ヶ月間を要する予定で

ある。この復旧作業計画は 2014 年までに完了する予定である。 

 2.1.5. 詳細は別紙 1 のとおりである。 

2.2 メンテナンス作業 

 2.2.1. 2012 年第１から第 4 四半期に航行援助施設交換部品、整備、設備の発注と購

入がなされた。詳細は以下のとおり。 

No. 項目 数量 見積額（USD） 実費用 

1 フラッシャー TF 3b 5  

 

 

 

 

204,908.00 

14,426.00

2 コントロールカード（Pulau Undan） 2 1,803.00

3 レーコン（Mudah Selatan, OFB 

北, Pulau Mungging） 

3 91,279.00

4 バッテリー 24 40,997.00

5 バルブ 50 19,148.00

6 チャージャー 12 13,062.00

7 インバーター 2 9,705.00

8 スタビライザー 3 4,898.00

9 カード： 

1） ドライブ−2 個 

2） コントロール−2 個 

4 4,590.00

10 リレーモジュール  5,213.00

合計(USD)  205,121.00

マレーシアによる負担（USD）  213.00

    注：為替レート：1US ドル＝3.05RM 
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 2.2.2. その他の費用として One Fathom Bank 灯台の作業用ディーゼル燃料に

31,916.00US ドルを要した。 

2.3 取替作業 

 2.3.1. 2012年に Tanjung Rhuおよび Panjang Selatan灯標の 2施設において取替作業が

計画された。 

 2.3.2. Panjang Selatan 灯標の取替作業は 2012 年 11 月 9 日に完了し、費用は

1,288,525.00US ドルであった。 

 2.3.3. Tg. Rhu 灯標の取替作業は、灯標の倒壊に関する詳細調査開始のため 2013 年

第 1 四半期に延期された。 

 2.3.4. 詳細は別紙 2 のとおりである。 

2.4 2012 年業務監査／調査 

 2.4.1.  第 1 回航行援助施設メンテナンス調査が 2012 年第 2 四半期に、第 2 回航行援

助施設基金メンテナンス調査が 2012 年第 4 四半期に行われ、海事局からの職

員 10 名、マラッカ海峡協議会（MSC）からの職員 1 名が関わった。メンテナ

ンス調査の費用は以下のとおりである。 

No. 第 1 回及び第 2 回航行援助施設メンテナンス調査 USD 

1 地上輸送×2  

 i. 燃料（BGP9062）  144.00 

  燃料（BFG9549） 132.00 

 ii. 高速道路料金 (TnGo)-(BGP9062) 60.00 

    高速道路料金 (TnGo)-(BFG9549) 58.00 

 合計 394.00 

2 海上輸送  

 i.  燃料＠12757 リットル×RM1.73（チーム A） 13,768.00 

 ii. 燃料＠3580×RM1.73（チーム B）  3,920.00 

 合計 17,688.00 

3 人員（10 名）  

 i. 宿泊  

 宿泊費合計 1,592.00 

 ii. 日当  

 日当合計 988.00 

 iii. 残業手当  

 残業手当合計 1,050.00 

 合計 21,712.00 
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3.0 2012 年第 1〜第 4 四半期メンテナンス作業報告概要 

3.1  2012 年第 1 四半期から第 4 四半期までの航行援助施設メンテナンス作業報告概要は以

下のとおりである。 

No. 2012 年第 1〜第 4 四半期 
承認済費用 

（USD） 

費用 

（USD） 

残高 

（USD） 
備考 

1 
Pulau Undan 灯台 

土木基礎工事（C&S） 
280,000.00

81,967.00

147,049.00 

ANF 負担 

＊Pulau Undan

復旧作業 

 2. 
Tg. Piai 灯標 

土木基礎工事（C&S） 
50,984.00

3. 航行援助施設交換部品 204,908.00 205,121.00 -213.00 

ANF 負担 

*支出超過 

マレーシア負担

4. メンテナンス調査 15,000.00 21,712.00 -6,712.00 

ANF 負担 

*支出超過 

マレーシア負担

ANF 合計予算 499,908.00 359,784.00 *147,049.00 *ANF 残高 

5. 
Panjang Selatan 灯標 

取替作業 
1,500,000.00 1,288,525.00 211,475.00 マレーシア負担

6. 
Tg. Rhu 灯標 

取替作業 
1,500,000.00 - 1,500,000.00 

マレーシア負担

*進行中 

マレーシア合計予算 3,000,000.00 1,288,525.00 1,711,475.00  
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No. 2012 年マレーシア 

航行援助施設作業計画 

予算 

（USD） 

費用 

（USD） 

残高 

（USD） 

備考 

1 土木基礎工事（C&S） 

a. Tg. Piai 灯標    2012 年 9 月 24 日

完了 

 

 i.  修繕作業 60,000.00 50,984.00 9,016.00 

 ii. 暫定金額    

 合計 60,000.00 50,984.00 9,016.00 

b. Pulau Undan 灯台    

2014 年まで 

復旧作業継続 

 i.  修繕作業 220,000.00 81,967.00 138,033.00 

 ii. 暫定金額    

 合計 220,000.00 81,967.00 138,033.00 

 土木基礎工事総計 280,000.00 132,951.00 147,049.00  

2 取替作業 

a. Panjang Selatan 灯標取替作業 1,500,000.00 1,288,525.00 211,475.00 2012 年 11 月 9 日

完了 

b. Tanjung Rhu 灯標取替作業 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 入札段階 

 取替作業総計 3,000,000.00 1,288,525.00 1,711,475.00  

3 航行援助施設交換部品の購入およびその他整備 

a. フラッシャー TF 3b  

 

 

 

 

204,908.00 

14,426.00  受領済 

b. コントロールカード（Pulau Undan） 1,803.00  受領済 

c. レーコン 91,279.00  受領済 

d. バッテリー 40,997.00  受領済 

e. バルブ 19,148.00  受領済 

f. チャージャー 13,062.00  受領済 

g. インバーター 9,705.00  受領済 

h. スタビライザー 4,898.00  受領済 

i. ドライブおよびコントロールカード 4,590.00  受領済 

j. リレーモジュール 5,213.00  受領済 

 交換部品総計 204,908.00 205,121.00 -213.00 超過残高 

マレーシア負担

5 その他業務 

（メンテナンス調査） 15,000.00 21,712.00 -6,712.00 

超過残高 

マレーシア負担

 合計(USD) 3,499,908.00 1,648,309.00 1,858,524.00  
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別紙 1 

Pulau Undan 灯台土木基礎工事進捗報告 

 

1. はじめに 

1.1 Pulau Undan 灯台は、北緯 2 度 2.9 分、東経 102 度 20.1 分に位置しており、2012 年作

業計画の中で決定されたとおり土木基礎工事が行われる予定である。 

1.2 Pulau Undan 灯台の取替作業は、2012 年 7 月 4 日に開始され、2014 年に完了する見込

みである。 

2. 作業進捗 

2.1 Pulau Undan 灯台の土木基礎工事は、まだ総合的土壌調査の段階である。構造部におけ

るひび割れのモニタリングが計画されており、また灯台全体の修繕と再塗装も必要で

ある。 

2.2 調査期間は、土壌および構造部のモニタリングに 2012 年 9 月 13 日から 2013 年 3 月

13 日までの 6 ヶ月を要する見込みである。 

2.3 このプロジェクトは 2013 年メンテナンス作業計画でマレーシアが提案した復旧作業

を含んでおり、2014 年まで継続する予定である。 
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3. 報告画像 

 

 
傾斜計用試掘穴 

 

 

 

亀裂のモニタリング 
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別紙 2 

Panjang Selatan 灯標取替作業進捗報告 

 

1. はじめに 

1.1 Panjang Selatan 灯標は、北緯 1 度 23.47 分、東経 103 度 7.84 分に位置しており、2012

年作業計画の中で決定されたとおり取替作業が行われる予定である。 

1.2 Panjang Selatan 灯標の取替作業は、2012 年 7 月 2 日に開始され、2012 年 11 月 19 日に

完了する見込みである。 

2. 作業進捗 

2.1 Panjang Selatan 灯標工事に要する 1,288,525.00US ドルはマレーシアの負担により賄わ

れる。 

2.2 現段階で取替作業は完了しているが、実際の作業完了は 2012 年 11 月 9 日に報告され

る。 
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3. 報告画像 

3.1 取替作業前 

  

3.2 取替作業中 
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3.3 取替作業後 
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「ライトチューブ」にて設置 
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別添 3 

2012 年第 4 四半期 

航行援助施設メンテナンス作業報告 

シンガポールより提出 

1.0 はじめに 

1.1 シンガポールはマ・シ海峡における 5 つの主要航行援助施設（AtoN）の維持管理に対

して責任を負う。通常点検は Pulau Pisang、Sultan Shoal、Raffles、Bedok、Horsburgh

灯台において実施された。 

1.2 2012 年に、Sultan Shoal および Bedok 灯台でのメンテナンス作業のため 58,500US ドル

が費やされた。メンテナンス作業は灯台構造部と周囲設備の修繕および再塗装を含ん

でいる。 

1.3 新規設標船が 410 万 US ドルをかけて建設中である。新規設標船は長さ 35 メートルで

あり、より大きく重量のある航行援助施設を取り扱うことが可能である。引き渡しは

2013 年 9 月の予定である。 

2.0 メンテナンス作業計画（Bedok 灯台） 

2.1  メンテナンス作業計画 

 2.1.1 土木基礎工事（C&S） 

    (i) 灯台タワー部の修繕および再塗装 

   (ii) 構造部修繕 

   (iii) 反射フィルム取替 

 2.1.2 上記作業は 2012 年 11 月 21 日に完了した。 

3.0 メンテナンス作業計画（Sultan Shoal 灯台） 

3.1 メンテナンス作業計画 

 3.1.1 土木基礎工事（C&S） 

    (i) 灯台タワー部の修繕および再塗装 

   (ii) 構造部修繕 

 3.1.2 上記作業は 2012 年 11 月 20 日に完了した。 
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4.0 概要 

4.1 費用（Bedok灯台） 

 
項目 

承認済PMP

見積総額 

必要改訂 

総額 
支出総額 

支出済総額 

（USD） 

1. 土木基礎工事（C&S） － － － 8,000 

2.  

メンテナンス作業 

 (i) 運転 

 (ii) メンテナンス 

 (iii) 交換部品 

 

－ － － 3,000 

合計    11,000 

4.2  費用（Sultan Shoal灯台） 

 
項目 

承認済PMP

見積総額 

必要改訂 

総額 
支出総額 

支出済総額 

（USD） 

1. 土木基礎工事（C&S） － － － 47,500 

合計    47,500 
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航行援助施設基金業務監査報告 

 

2012年会計年度 

 

（2012年1月～12月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年3月 

 

 

 

 

 

マラッカ海峡協議会 

資料１０－１１
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2012 年会計年度業務監査 
 

航行援助施設基金が適用されているマレーシアの 18 航行援助施設およびインドネシアの

28 航行援助施設については、2012 年作業計画に記載のとおり、二度の定期保守点検作業が

実施された。 

航行援助施設基金委員会により業務監査役に指名されたマラッカ海峡協議会は、上記の

すべての保守点検作業現場へ技術者を派遣した。 

派遣された技術者は各保守点検作業に立ち会い、計画どおりに作業が行われたことを確

認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 年 3 月 4 日 
 
 
マラッカ海峡協議会 
 
 
 
 
Eiichi Kato 
常務理事（業務監査人） 
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保守点検作業概要 
 

1. 対象期間 

本書は、2012 年 1 月から 2012 年 12 月までの業務監査に関する報告書である。 

2. 対象となる航行援助施設数 

マレーシア：18 地点 

インドネシア：28 地点 

 

3. 2012 年保守点検作業期間 

対象の航行援助施設に対する保守点検作業が以下の期間に実施された。マレーシア政

府およびインドネシア政府による要請で、マラッカ海峡協議会（MSC）はすべての現

場へ専門家を派遣し、作業が適切に行われていることを確認した。 

95



 

96 
 

3.1. マレーシア 

(1) 第 1 回巡回保守点検作業 

 2012 年 4 月 16 日～26 日（2012 年 3 月 30 日、MSC はマレーシア政府より招聘

状を受領） 

No. 日付 検査対象航行援助施設 チーム 

1 4/16 事前ミーティング→Bukit Jugra 灯台 (A+B)A 

2 17 One Fathom Bank 北灯標、One Fathom Bank 灯台 Team A 

3 18 
Tanjung Rhu 浮標、Sepat 浮体式灯標、Tanjung 

Gabang 灯標 

4 19 Tanjung Tuan 灯台 

5 20 Tompok Utara 灯標、Pulau Mungging 灯標 

6 21 悪天候のため引き上げ 

7 22 
Mudah Selatan 灯標、Panjang Selatan 浮標、Tanjung 

Piai 灯標、Piai 浮標 

Team B 

8 23 
Tanjung Tohor灯標、Panjang Utara灯標、Mudah Utara

灯標 

9 24 Bukit Segenting 灯台 

10 25 Pulau Undan 灯台 

11 26 最終ミーティング 

 

96



 

97 
 

 (2)  第 2 回巡回保守点検作業 

 2012 年 10 月 12 日～22 日（2012 年 9 月 7 日、MSC はマレーシア政府より招聘

状を受領） 

No. 日付 検査対象航行援助施設 チーム 

1 10/12 事前ミーティング→Bukit Jugra 灯台 (A+B)A 

2 13 One Fathom Bank 北灯標、One Fathom Bank 灯台 Team A 

3 14 
Sepat 浮体式灯標、Tanjung Gabang 灯標、Tanjung 

Rhu 浮標 

4 15 Tanjung Tuan 灯台 

5 16 Tompok Utara 灯標、Pulau Mungging 灯標 

6 17 Piai 浮標、Tanjung Piai 灯標 

7 18 Panjang Selatan 浮標、Mudah Selatan 灯標 Team B 

8 19 
Tanjung Tohor灯標、Panjang Utara灯標、Mudah Utara

灯標 

9 20 Bukit Segenting 灯台 

10 21 Pulau Undan 灯台 

11 22 最終ミーティング 
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3.2. インドネシア 

 (1) 第 1 回巡回保守点検作業 

2012 年 5 月 11 日～6 月 3 日（2012 年 4 月 26 日、MSC はインドネシア政府より

招聘状を受領） 

No. 日付 検査対象航行援助施設 チーム 

1 5/11 HQ ジャカルタにて事前ミーティング (A+B) 

2 12 準備および移動 Team A 

3 13 準備および移動

4 14 
Tg. Pinang 基地にてミーティング 
機器および燃料の積み込み 

5 15 設標船基地出発 Nongsa 灯台

6 16 Batu Berhanti 浮標、Batu Berhanti 灯標

7 17 
Takong 浮標、Takong 簡易浮体式灯標、Cula 灯標、Takong
灯台 

8 18 
Durian 海峡南基準浮標、Jangkat 灯台、Durian 海峡安全

水域浮標甲板引き上げ 

9 19 
Durian 海峡安全水域浮標、Nipa 灯標、Nipa 浮体式灯標、

Baffalo Rock 灯標 

10 20 Baffalo Rock 浮標、Helen Mars 灯標

11 21 チーム A 上陸

12 22 チーム B、Dumai へ出発 Team B 

13 23 Dumai 到着、基地にてミーティング、OFB エリアへ出発 

14 24 
One Fathom Bank 浮標到着、One Fathom Bank 北浮体式灯

標、One Fathom Bank 南浮体式灯標 

15 25 
One Fathom Bank 安全水域浮体式灯標、Gonsong Pasir 浮
標 

16 26 Pyramid Shoal 浮標、Off Tanjung Medang 浮標

17 27 Tanjung Medang 灯台、Raleigh Shoal 灯標

18 28 Rob Roy Bank 灯標、Bengkalis 浮体式灯標

19 29 Tanjung Parit 灯台

20 30 Iyu Kecil 灯台

21 31 Dumai 到着、基地にてミーティング

22 6/1 Batam へ出発

23 2 Batam 到着、HQ チーム Batam にて上陸、移動

24 3 MSC 上陸。設標船は基地へ移動  
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(2) 第 2 回巡回保守点検作業 

2012 年 11 月 23 日～12 月 18 日（2012 年 11 月 6 日、MSC はインドネシア政府

より招聘状を受領） 

No. 日付 検査対象航行援助施設 チーム 

1 11/23 HQ ジャカルタにて事前ミーティング (A+B) 

2 24 準備および移動 Team A 

3 25 準備および移動

4 26 
Tg. Pinang 基地にてミーティング、機器および燃料の積

み込み 

5 27 設標船基地出発

6 28 Dumai 到着、基地にてミーティング、Pyramid S へ出発 

7 29 
Pyramid Shoal 浮標引き上げ、Off Medang 浮標引き上げ、

Tanjung Medang 灯台 

8 30 
Off Medang 浮標再設置、Pyramid Shoal 浮標再設置、海

峡安全水域浮標引き上げ 

9 12/1 Gosong Pasir 浮標、One Fathom Bank 浮標引き上げ 

10 2 

One Fathom Bank 安全水域浮体式灯標、One Fathom Bank
北浮体式灯標、One Fathom Bank 南浮体式灯標、One 
Fathom Bank 浮標再設置 

11 3 Raleigh Shoal 灯標、Rob Roy Bank 灯標

12 4 Tg. Parit 灯台、Bengkalis 浮体式灯標

13 5 Iyu Kecil 灯台、Dumai へ出発

14 6 Dumai 到着、基地にて会議、棚卸しチェック 

15 7 真水の積み込み、Batam へ出発 

16 8 Batam 到着 

17 9 HQ チーム A から B へ交代 Team B 

18 10 Durain 海峡南基準浮標引き上げ、Jangkat 灯台

19 11 
Durain 海峡南基準浮標再設置、Durain 海峡安全水域浮

標、Cula 灯標、Tanjung Parit 灯台 

20 12 Batu Berhanti 浮標引き上げ、Baffalo Rock 灯標

21 13 Batu Berhanti 浮標再設置、Baffalo Rock 灯標

22 14 Nongsa 灯台

23 15 Takong 簡易浮体式灯標、Takon 灯台、Takong 浮標引き

24 16 
Nipa 浮体式灯標、Nipa 灯標、Takong 浮標再設置、Baffalo 

Rock 浮標引き上げ、Baffalo Rock 灯標

25 17 Helen Mars 灯標、Baffalo Rock 浮標再設置、Batam 到着 

26 18 HQ チームおよび MSC 上陸、設標船は基地へ移動
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4. 保守点検作業概要 

4.1. チーム編成および交通手段 

 (1) マレーシア 

各回ともほぼ同様の方法で保守点検作業が行われた。18 航行援助施設は 2 組

に分けられ、それにより 2 チームを編成し、それぞれのチームは 5～7 名の海

事局技術職員で構成された。まず第一班が 9 基の航行援助施設の保守点検作業

を行った後、第二班に引き継ぎ、残りの 9 基の作業を行った。目的地までの交

通手段は、陸上車のほか、海事局が所有する船舶やチャーター船を適宜組み合

わせて利用した。 

(2) インドネシア 

各回ともほぼ同様の方法で保守点検作業が行われた。28 航行援助施設は 2 組

に分けられ、それにより 2 チームを編成し、Tunjung Pianag 基地に属する 15

の航行援助施設と Dumai 基地に属する 13 の航行援助施設の 2 つに分けて保守

点検作業を実施した。第一班は 6 名の管理・技術職員、4 名の海運総局職員お

よび 2 名の基地職員で構成された。 

Tunjung Pinang 基地に属する設標船「Jadayat」が本船として保守点検作業の全

工程に参加した。 

 

4.2. 主要保守点検作業項目 

 (1) 機能点検 

各施設で次の項目を確認し、部品交換やバッテリー端末、レンズおよび太陽電

池パネルの洗浄など必要な措置をとった。 

 

* 灯火特性（周期性） 

* 点滅装置およびランプチェンジャーの機能確認 

* 電球（球切れ、不具合） 

* ランタンおよびレンズの状態 

* 接続ケーブル 

* 蓄電池、電圧、伝導率および比重の解析 

* 太陽電池パネル出力電圧 

* 非常用自動発電装置の機能確認 

* 避雷器、避雷針および接地の状態確認 

* 灯台の接地インピーダンス 

* 装置の腐食防止剤の有効性 

* レーダービーコン信号検出 
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 (2) 構造物点検 

* 塗装の劣化 

* 木材の腐朽状態 

* コンクリート構造物の亀裂確認 

* 鉄骨構造物の腐食の観察、必要に応じてチッピングや塗装の手直しを実施 

* シンカーアイボルトの緩みの調整（浮標） 

* 鎖の磨耗状態の確認（浮標） 

* 鳥の糞の清掃 

 (3) 関連設備の点検 

* 航行援助施設の桟橋など通路の安全確認 

* 通路上の海草の刈り取り 

5. 主な所見 

 機能点検の結果は以下のとおりである。 

航行援助施設 

所属 
マレーシア インドネシア 

分類 灯火 
灯火および 

レーコン 
灯火 

灯火および 

レーコン 

航行援助施設数 18 5 28 10 

保守点検作業 第 1 回 第 2 回 第 1 回 第 2 回 第 1 回 第 2 回 第 1 回 第 2 回

非灯火／ 

レーダー波なし
0 1 1 2 1 5 2 6 

  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

  マレーシア   非灯火 ： ①Mudah Selatan 灯標 

  レーダー波なし ： ②Mudah Selatan 灯標 

    ③OFB 灯標および Mudah Selatan 灯標 

  インドネシア 非灯火 ： ④Buffalo Rock 灯標 

⑤OFB海峡安全水域浮体式灯標、Raleigh Shoal灯標、

Batu Berhanti 浮標、Batu Berhanti 灯標、Buffalo Rock

灯標 

  レーダー波なし ： ⑥Buffalo Rock 灯標、Durian 南基準浮標 
     （整備のため回収） 

⑦Raleigh Shoal 灯標、Durian 南基準浮標、Batu 
Berhanti 灯標、Nipa 灯標（整備のため回収）、Buffalo 
Rock 灯標、Helen Mars 灯標 
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5.1. マレーシア 

 (1) 第 1 回巡回保守点検作業 

 第 1 回保守点検作業が対象 18 航行援助施設で実施された。（5 灯台、12 灯標、1

浮標） 

 a. 灯火 

 対象 18 航行援助施設において灯火していない施設はなかった。しかしながら、2

灯標（Mudah Utara 灯標、Tompok Utara 灯標）は非常灯で稼働しており、1 灯標

（One Fathom Bank 北灯標）は 24 時間作動していた。 

 b. レーコン（レーダービーコン） 

 対象 18 航行援助施設のうち、5 施設にレーコンが設置されている。これらの 5

航行援助施設のうち、1 レーコン（Mudah Selatan 灯標）が点検と修理のため点検

作業時に一時的に取り外された。その他のレーコンはすべての機能が正常に作動

している。 

 c. その他 

 Sepat 浮体式灯標の取替作業が 2012 年 1 月に完了したことが確認された。 

 Bukit Segenting 灯台の灯火システム取替作業の完了が確認され、落雷防止対策の

強化がなされた。 

 (2) 第 2 回巡回保守点検作業 

 第 2 回保守点検作業が対象 18 航行援助施設で実施された。 

 a. 灯火 

 対象 18 航行援助施設のうち、1 施設（Mudah Selatan 灯標）が非灯火であった。 

 Pulau Mungging 灯標は一時的に非常等が設置されているため、適切な光度範囲で

点灯していなかった。 

 臨時バッテリー（12V タイプ）が 3 施設（Pulau Mungging 灯標、Mudah Selatan

灯標および Mudah Utara 灯標）のメインライトに使用されていた。 

 b. レーコン（レーダービーコン） 

 5 レーコンのうち、1 レーコン（One Fathom Bank 北灯標）がレーダー波を発信し

ていなかった。1 レーコン（Mudah Selatan 灯標）が点検および修理のため第 1 回

巡回保守点検作業中に一時的に取り外されており、まだ再設置されていない。 
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5.2. インドネシア 

 (1) 第 1 回保守点検作業 

 第 1 回保守点検作業が対象 28 航行援助施設で実施された。（6 灯台、13 灯標、9

浮標） 

 a. 灯火 

 対象 28 航行援助施設のうち、1 施設（Buffalo Rock 灯標）が非灯火であった。2

施設（One Fathom Bank 南基準マーク灯標および One Fathom Bank 特別マーク浮

標）の点灯光度が弱く、若干灯火特性が異なっていた。 

 b. レーコン（レーダービーコン） 

 対象 28 航行援助施設のうち、レーコンは 10 施設に設置されている。これらのう

ち 2 レーコンが点検および修理のため点検時に一時的に取り外された。その他の

レーコンは正常に作動していた。 

 c. その他 

 2 施設（Jangkat 灯台および Takong 灯台）の塗装作業は未了である。 

 管轄基地が行う頻繁な監視活動により、航行援助施設（ソーラーパネル、バッテ

リーおよびその他設備）の盗難に顕著な減少が確認されている。 

 (2) 第 2 回巡回保守点検作業 

 第 2 回保守点検作業が対象 28 航行援助施設で実施された。 

 a. 灯火 

 対象 28 航行援助施設のうち、5 施設が非灯火であった。非灯火の原因として、設

備トラブル（3 施設）、意図的な破壊行為（1 施設）、船舶の衝突によるワイヤ

ーの断裂（1 施設）が挙げられる。これら 5 施設の機能は点検作業時に修復され

た。 

 b. レーコン（レーダービーコン） 

 10 レーコンのうち、1 レーコンが点検および修理のため 2011 年 8 月に取り外さ

れ、まだ修理されていない。その他 9 レーコンのうち、5 レーコンはレーダー波

を発信していなかった。残りの 4 レーコンについてはバッテリー交換と適切な修

繕作業により現場で即座に対処した。 
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6.  監査人意見 

マレーシア航行援助施設においては、前年に比べ顕著な改善が見られた。しかしながら、

機器の納期の短縮を含め、メンテナンスおよび運用システムのさらなる改善が期待される。 

機器の採用過程ではテクニカルメンテナンススタッフの意見を反映することが必要である。 

落雷防止対策が強化されたことにより航行援助施設の損傷が減少したことは進歩である。 

 

インドネシア航行援助施設においては、高速船の配置以来、Dumai 基地による頻繁な監視活

動を通して盗難の被害の減少につながっている。 

第 2 回巡回保守点検作業において非灯火が 5 施設で見られ、それらのうち 3 施設で新規モ

デルの灯火が設置された。これは海峡の自然条件に合った適切な機器を選択するために必

要な措置である。 

機器の採用過程ではテクニカルメンテナンススタッフの意見を反映することが必要である。 

航行援助施設の更新において、作業の品質管理対策は非常に重要である。 
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文書 ANF 10/6/3

 
2013 年基金作業計画 

 
沿岸国（インドネシア、マレーシアおよびシンガポール）より提出 

はじめに 

1. 基金運営規則第 8.2.2 条により、当局は、対象航行援助施設の提供および維持管理に

関する年間作業計画を策定して、基金委員会の承認を得ることが求められる。 

2013 年作業計画案 

2. 2013 年作業計画の要約は次のとおりである。 

(i) 承認済み PMP（メンテナンス作業）に従い、マ・シ海峡 51 航行援助施設の取

替および維持更新作業を実施する。詳細は沿岸国より提示される予定である。 

  ― 別添 1：インドネシア 

  ― 別添 2：マレーシア 

  ― 別添 3：シンガポール 

(ii) 独立監査人による基金に関する 2012 年度財務監査を行う2。 

(iii) 独立した第三者専門家（マラッカ海峡協議会）による業務監査をインドネシア

およびマレーシアに対して実施する。 

(iv) 2013 年航行援助施設基金委員会会議を開催する。 

(v) 独立第三者監査人による 2013 年度財務監査を行う。（2013−2015 年度第三者監

査人に関する事務局の提案について ANF から承認を得ることが前提） 

委員会に求められる行動 

3. 基金委員会を招集して、作業計画について考慮し承認する。 

                                            
2 監査はすでに終了。マレーシアは 2013 年度の監査費用の支払いを請求している。 

資料１０－１２
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別添１ 

2013 年海峡航行援助施設作業計画 

インドネシアより提出 

1.  はじめに 

1.1. 基金運営規則第 8.2.2 条により、当局は、指定航行援助施設の提供およびメンテナン

スに関する年間作業計画を策定して、基金委員会の承認を得る必要がある。 

1.2. 第 2 回 ANF 委員会会議は、マ・シ海峡の航行援助施設の 10 ヵ年メンテナンス作業計

画（PMP）を承認した。これはインドネシアの 28 の主要航行援助施設の取替および

更新作業に関するものである。 

1.3. 基金で利用可能な金額を考えると、インドネシアは承認された 10 ヵ年 PMP に従って

2012 年作業計画を実施するとともに、同計画で実行可能な経費節減策を検討する必

要がある。 

1.4. 第 9 回基金委員会は 2013 年作業計画を承認した。 

2. 作業計画 

2.1. 全般的作業／活動 

  2.1.1. 承認済みメンテナンス作業計画（PMP）に対応した活動案 

No. 航行援助施設／内訳 

2013 年作業計画 

承認済 PMP 
見積合計 

承認済 10 ヵ

年 PMP 
作業計画案 

C M R C M R 

1. Cula 一般マーク灯標（ILL.825） ✓  ✓   ✓ USD 1,000,000

2. 
Rob Roy Bank 浅瀬灯標 
（ILL.620） 

✓   ✓   USD 85,000

3. 
Batu Berhenti 一般マーク灯標

（ILL.820） 
✓   ✓   USD 80,000

4. 
交換部品およびメンテナンス年

間費用 
 ✓   ✓  USD 587,965

5. 
航行援助施設保守点検作業用船

舶および乗員 
 ✓   ✓  USD 288,980

合計       USD 2,041,945

   注： 
   ・為替レート：1US ドル＝9.500.インドネシアルピア 
   ・C：土木基礎工事（C&S） ・M：メンテナンス作業  ・R：取替作業
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  2.1.2 作業範囲案 

   2.1.2.1. 土木基礎工事（C&S）準備作業 

    (1) 計画詳細（承認済メンテナンス計画に対応した活動） 

     a. 2013 年承認済メンテナンス計画 

     i. Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620） 

     ii. Cula 一般マーク灯標（ILL.825）  

    b. 2013 年メンテナンス作業計画案 

     i. Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620） 

     ii. Batu Berhenti 一般マーク灯標（ILL.820） 

    c. 実施スケジュール 

作業活動 
2013 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4

a. Rob Roy Bank 浅瀬灯標
（ILL.620） 

    
    

    

b. Batu Berhenri 一般マーク
灯標（ILL.820） 

    
  

     

 

    d. 費用 

No. 内訳 承認済 PMP 実際必要額 

1. Rob Roy Bank 浅瀬灯標

（ILL.620） 

USD 85,000.00 USD 65,000

2. Batu Berhenti 一般マーク

灯標（ILL.820） 

USD 80,000.00 USD 80,000

合計 USD 165,000.00 USD 145,000.00

    (2) 詳細情報／別紙概要 

      Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620）の土木基礎工事準備作業の

一環として水路測量調査がインドネシア政府およびマラッカ

海峡協議会の協力の下、日本政府によりすでに実施されている

ため、水路測量調査は 2013 年のインドネシア土木基礎工事準

備作業では実施されない予定である。 
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    (3)  写真 

      i. Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620） 

        

      ii. Batu Berhenti 一般マーク灯標（ILL.820） 
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   2.1.2.2. 定期メンテナンス作業 

    (1) 計画詳細（承認済メンテナンス計画に対応した活動） 

     a. 2013 年承認済メンテナンス計画 

     i. 第 1回航行援助施設巡回保守点検作業が 2013年 5月～

6 月に実施される。 

     ii. 第 2 回航行援助施設巡回保守点検作業が 2013 年 10 月

～11 月に実施される。  

    b. 実施スケジュール 

作業活動 
2013 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4

a. 2013 年 4－5 月実施予定第
1 回 ANF 巡回保守点検作
業 

    
    

  
b. 2013 年 10－11 月実施予定

第 2 回 ANF 巡回保守点検
作業 

  
  
  

    c. 費用 

       次ページに記載 

    (2) 詳細情報／別紙概要 

     なし 

    (3) 写真 

     なし 
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2013 年定期メンテナンス作業 

 

No. 内訳 
第 1 回 ANF 巡回

保守点検作業 

第 2 回 ANF 巡回

保守点検作業 
合計 

1. 作業チーム諸手当 USD 9,931.87 USD 9,931.87 USD 19,663.74

2. 船員日当 USD 14,505.49 USD 14,505.49 USD 29,010.99

3. 糧食支給 USD 19,670.33 USD 19,670.33 USD 39,340.66

4. 船舶運用経費 USD 50,625.26 USD 50,625.26 USD 101,250.52

5. 機器・予備機 USD 3,875.27 USD 3,875.27 USD 7,750.55

6. 雑費 USD 8,125.82 USD 8,125.82 USD 16,251.65

合計 

USD

106,634.05

USD 

106,634.05 

USD

213,268.10
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		 	 2.1.2.3.	 特定メンテナンス作業	

    (1) 承認済 PMP に対応した 2013 年インドネシア航行援助施設特定

メンテナンス作業は該当なし。 

   2.1.2.4. 取替作業 

    (1) 計画詳細（承認済 PMP に対応した活動） 

     a.  2013 年承認済メンテナンス作業計画 

       i. One Fathom Banks 南基準マーク浮体式灯標（ILL.571） 

       ii. Off Tanjung Medang 浅瀬浮標（ILL.611） 

       iii. Cula 一般マーク灯標（ILL.825） 

     b. 2013 年メンテナンス作業計画案 

       i. Cula 一般マーク灯標（ILL.825） 

     c.  実施スケジュール 

作業活動 
2013 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4

a. One Fathom Banks 北基準
マーク浮体式灯標
（ILL.571） 

    
    

  

b. Cula 一般マーク灯標
（ILL.825） 

    
  

     

 

    d. 費用 

No. 内訳 承認済 PMP 実際必要額 

1. One Fathom Banks 南基準

マーク浮体式灯標

（ILL.571） 
USD 950,000.00 -

2. Off Tanjung Medang浅瀬浮

標（ILL.611） USD 105,263.16 -

2. Cula 一般マーク灯標

（ILL.825） USD 1,000,000.00 USD 372,573.85

合計 USD 2,055,263.16 USD 372,573.85

     注：為替レート：1US ドル＝9.500 インドネシアルピア 
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    (2) 情報詳細／別紙概要 

     a.  One Fathom Banks 南基準マーク浮体式灯標（ILL.571） 

      第三者コンサルタントによって実施された One Fathom 

Banks 南基準マーク浮体式灯標（ILL.571）の土木基礎工事

準備作業によると、当該の航行援助施設取替作業の見積額

は 781,808.19US ドルである。 

     b. Off Tanjung Medang 浅瀬浮標（ILL.611） 

       浮標本体部分、電源および灯火装置は良好な状態であった。 

     c. Cula 一般マーク灯標（ILL.825） 

      第三者コンサルタントによって実施された Cula 一般マーク

灯標（ILL.825）の土木基礎工事準備作業によると、ビーコ

ンは構造部およびサブ構造部のメンテナンスと取替作業に

より維持可能である。当該の航行援助施設に関する作業の

見積額は 372,573.85US ドルである。 

     d. 基金の継続的運用のため、インドネシアは One Fathom 

Banks 南基準マーク浮体式灯標（ILL.571）および Off Tanjung 

Medang 浅瀬浮標（ILL.611）の取替作業にインドネシアの

予算を充てることとした。 

    (3) 写真 

     i. One Fathom Banks 南基準マーク浮体式灯標（ILL.571） 
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     ii. Off Tanjung Medang 浅瀬浮標（ILL.611） 

      

     iii. Cula 一般マーク灯標（ILL.825） 

      

   2.1.2.5. 交換部品の調達 

    (1) 計画詳細（承認済 PMP に対応した活動） 

     a. 2013 年承認済メンテナンス計画 

      インドネシアは 2013 年の定期メンテナンス作業のため、ま

た航行援助施設に生じうる不測の事態または技術的不具合

の発生に備えるため交換部品を調達した。調達自体につい

ては、2013 年 5 月〜8 月に実施する予定である。 

     b. 実施スケジュール 

作業計画 
2013（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4

交換部品の調達 
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     c.  費用 

NO 内訳 承認済み PMP 実際必要額 

1. 交換部品の調達 USD 587,965 USD 322.222

合計 
USD  

587,965.00
USD 

322,222.000

       注：為替レート：1US ドル＝9.500 インドネシアルピア 

    (2) 詳細情報／別紙概要 

     なし 

    (3) 写真 

     なし 

    (4) その他 

     なし 

   2.1.2.6. 概要 

No. 項目 
承認済 PMP

見積額(USD)

実際必要額

(USD) 

2013 年予算

案(USD) 

1. 土木基礎工事 165,000 - 145,000

2. 特定メンテナンス作業 - - -

3. 定期メンテナンス作業 288,980 - 213,268.10

4. 取替作業 2,055,263.16 - 372,573.85

5. 交換部品調達 587,965 - 322,222

合計(USD) 3,097,181.16 - 1,053,063.95

    注：為替レート：1US ドル＝9.500 インドネシアルピア 
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   2.1.2.7. インドネシアより提案された見積額 

No. 内訳 金額 

1. 2013 年予算案 USD 1,053,063.95

2. インドネシア ANF 口座残高合計 USD 234,611.02

インドネシアによる見積合計（予算案―

インドネシア ANF 口座残高合計） 
USD 818,452.93
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別添 2 

2013 年海峡航行援助施設作業計画 

マレーシアより提出 

（改訂） 

1.0  はじめに 

1.1. マレーシアの 18 航行援助施設に対する 2013 年メンテナンス作業計画は承認済み 10

ヵ年メンテナンス作業計画（PMP）には取替およびメンテナンス作業が含まれる。 

1.2. 航行援助施設内訳は以下のとおりである。 

No. 航行援助施設  No. 航行援助施設 

1. Tompok Utara 灯標  10. Tg. Tohor 灯標 

2. Pulau	Mungging灯標  11. Pulau Undan 灯台 

3. Tg. Piai 灯標  12. Tg. Tuan 灯台 

4. Piai 浮標  13. Tg. Gabang 灯標 

5. Mudah	Selatan灯標  14. Sepat 浮体式灯標 

6. Panjang	Selatan灯標  15. Bukit Jugra 灯台 

7. Mudah Utara 灯標  16. Tg. Rhu 灯標 

8. Panjang Utara 灯標  17. One Fathom Bank 灯台 

9. Bukit	Segenting灯台  18. One Fathom Bank 北灯標 

2.0 メンテナンス作業計画 

 2.1 2013 年作業計画は以下のとおりである。 

  2.1.1 3 土木基礎工事計画 

    土木基礎工事（C&S） 

    (i) 3 航行援助施設において土木基礎工事が計画された。 

航行援助施設 見積額(USD) 

Tanjung Tuan 灯台 110,000.00 

Tanjung Tohor 灯標 60,000.00 

Pulau Mungging 灯標 30,000.00 

合計 200,000.00 

116



 

117 
 

   (ii) 上記費用は 2008 年の査定で C&S コンサルタントにより提示された数量

明細書に基づいている。C&S 管理費用はマレーシアに資金で賄われる。 

  2.1.2 Pulau Undan 灯台復旧計画 

航行援助施設 見積額(USD) 

Pulau Undan 灯台復旧計画 327,869.00 

合計 327,869.00 

   (i) Pulau Undan 灯台復旧計画見積額 327,869.00US ドルは、2012 年および

2013 年の承認済 PMP に含まれていない。灯台の円筒状タワー主要部の

亀裂変位が深刻であるため、Pulau Undan 灯台の復旧作業が優先される

べきである。 

   (ii) マレーシア海事局は、マレーシア公共事業部と協力して（PWD）地盤の

不具合および斜面変動を確認するため 2012 年 10 月より 6 ヶ月間、地質

のモニタリングを続けている。土壌変動を調査するため、傾斜計の採掘

孔がそれぞれ島の周辺に別々に 3 ヵ所設置された。また、PWD により

灯台構造部のひび割れ調査が行われている。 

   (iii) 最終報告および費用見積は地質調査の査定が終了してから PWD から提

出される。 

  2.1.3 Piai 浮標取替作業 

   (i) 承認済 PMPによると Piai浮標の取替作業の見積額は 45,809.00USドルで

ある。費用はマレーシアの負担で賄われる。 

  2.1.4 電気、機器および灯火メンテナンス作業 

   (i) マレーシアは、18 航行援助施設に関する交換部品を含む電気、機器およ

び灯火のメンテナンス作業を自身の基金で負担する予定である。見積額

は 595,326.00US ドルである。 

  2.1.5 運用  

   (i) マレーシアはまた、運用面でも自身の基金で賄う予定であり、見積額は

258,000.00US ドルである。 
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3.0 2013 年メンテナンス作業計画概要 

 3.1 2013 年作業計画に要する費用の概要は以下のとおりである。 

No. 項目 
ANF 基金 
見積額 
(USD) 

マレーシア負担 
見積額 

1. 

土木基礎工事（C&S） 
(i) Tanjung Tuan 灯台 

 (ii) Tanjung Tohor 灯標 
 (iii) Pulau Mungging 灯標 

110,000.00
60,000.00
30,000.00

2. Pulau Undan 灯台復旧作業 327,869.00 -

3. Piai 浮標取替作業 - 45,809.00

4. 
18 航行援助施設メンテナンス作業

（電気、機器、交換部品他） 
- 595,326.00

5. 運用 - 258,000.00

小計 327,869.00 1,099,135.00

合計 1,427,004.00 

  

 3.2 詳細は別紙 1 を参照。 
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別紙 1

NO. 項目 2012 年度費用（USD） 備考 

1 土木基礎工事、修繕、復旧×4 施設 527,869 527,869 C&S 

2 交通費および残業手当×18 施設維持更新 25,000

258,000.00 運用 

3 レンタル費用 
（ボート、クレーン、輸送手段など） 

6,000

4 その他資材 
（保守工具、ナット、ボルト、ケーブル、一般部品など） 

20,000

5 小規模な修繕および保守 
（空調、照明、発電機、火災報知機など） 

25,000

6 接遇およびその他業務 
（敷地整備、シロアリ薫蒸消毒、セキュリティ、接遇など）

25,000

7 設備および設備修繕 
（システム、装置、避雷器および AIS などの更新、修繕） 

10,000

8 その他機材購入 
（伸縮梯子、消火器、トランシーバー、什器、ポンプなど）

15,000

9 石油および石油製品 
（船舶・ボート用燃料、陸上輸送 12,000 L×12 ヶ月×$0.50）

72,000

10 船舶用ディーゼル燃料 3 往復×40,000 L×$0.50 60,000

11 取替作業（マレーシア負担） 45,809 45,809.00 取替 

12 電気機器交換部品および整備×18 施設 595,326 595,326.00 メンテナンス 

合計（USD） 1,427,004.00  
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NO. 航行援助施設 
電気保守 

（マレーシア

負担） 
土木基礎工事 

航行援助シス

テム取替 
（マレーシア

負担） 

1 Jugra 灯台 29,351  

2 One Fathom Bank 灯台 242,913  

3 Tg. Rhu 灯標 0  

4 Tg. Gabang 灯標 20,316  

5 Sepat 浮体式灯標 3,377  

6 Tg. Tuan 灯台 15,927  110,000

7 Pulau Undan 灯台 59,766 327,869 

8 Tg. Tohor 灯標 27,070  60,000

9 Bukit Segenting 灯台 3,377  

10 Panjang Selatan 灯標 0  

11 Mudah Selatan 灯標 36,440  

12 Piai 浮標 0  45,809

13 Tg. Piai 灯標 91,224  

14 Tompok Utara 灯標 13,788  

15 Pulau Mungging 灯標 27,070  30,000

16 Panjang Utara 灯標 13,901  

17 One Fathom Bank 北灯標 3,377  

18 Mudah Utara 灯標 7,429  

合計（USD） 595,326 327,869 245,809
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別添 3 

2013 年海峡航行援助施設作業計画 

シンガポールより提出 

 

1.0 はじめに 

1.1 Raffles 灯台の 2013 年メンテナンスおよび修繕費用として 120,000US ドルを予算計上

した。灯台の点検が 2013 年第 1 四半期に実施され、メンテナンスおよび修繕作業の

入札要請は 2013 年 4〜5 月に行われる。作業は第 3 四半期の終わりもしくは 2013 年

第 1 四半期の初めに完了する見込みである。 

1.2 シンガポールはまた、従来の灯台のランタンの代替として長周期 LED ライト（20 海

里）を試験的に使用している。取替作業は Sultan Shoal 灯台から開始され、100,000US

ドルが予算として計上された。新規ランタンの入札要請は 2013 年 4〜5 月に行われ、

作業は 2013 年第 3 四半期中に完了する見込みである。 

1.3 2012 年より新規設標船が建設中であり、2013 年 1 月 18 日に竜骨部が建造された。船

は 2013 年 9 月に完成し、引き渡される見込みである。 

1.4 新規全地形対応車（ATV）が用意され、2013 年 2 月 28 日に Pulau Pisang 基地へと引

き渡された。これは灯台の作業員に食料を届ける交通手段として用意されたものであ

る。2 人乗りの ATV がトラクターと交換されたが、経済的な問題以上に老朽化のため

現在は使用不能となっている。 

121



 

122 
 

2.0 メンテナンス作業計画 

 2.1 全般的作業／活動 

  2.1.1. 承認済みメンテナンス作業計画（PMP）に対応した活動案 

No. 航行援助施設 

2013 年作業計画 

見積合計 
承認済 10ヵ
年 PMP 

作業計画案 

C M R C M R 

1. Raffles 灯台 ✓ - - ✓ - - USD 120,000

2. Sultan Shoal 灯台 - - ✓ - - ✓ USD 100,000

    備考： 

  ・C：土木基礎工事（C&S） 
  ・M：保守作業 
  ・R：取替作業 

・ (✓):どちらかに該当がある場合 
 

 2.2 作業範囲案 

  Raffles 灯台 

  2.2.1 土木基礎作業（C&S） 

   (i) 灯台タワー部修繕および再塗装 

   (ii) 構造部修繕 

  Sultan Shoal 灯台 

2.2.2 航行援助ランタンシステム取替作業 

(i) ランタン 

(ii) 太陽電力機器 

(iii) 新規航行援助施設 AIS 
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3.0 概要 

 3.1 費用 

No. 項目 

承認済

PMP 見積

額(USD) 

実際必要額

(USD) 
優先度 

1. 土木基礎工事 
-

Raffles 灯台 
（USD 120,000） -

2. 取替作業 
(i) ランタン 
(ii) 太陽電力機器 
(iii) 新規航行援助施	
  	設	 AIS 

-
Sultan Shoal 灯台

（USD 100,000） -

合計(USD) USD 220,000 
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文書 ANF/10/7/1 Rev.2

 

2013 年基金予算案および配分の検討 
 

事務局より提出 

はじめに 

1. 基金運営規則第 8.2.4 項および 8.2.5 項に従い、ANF 委員会は、承認を得るために年間

の管理運営予算に関する提言を行い、委員会および三ヶ国の技術専門家グループによって承

認された作業計画に基づいて沿岸国へ資金配分を行うことが求められる。 

予算提案 

2. 同項に従い、予算は、基金の運営および 2013 年作業計画の実施を主たる目的として

策定された。詳細は別添 A のとおりである。 

3. マレーシアから 3,742,201US ドル3およびアラブ首長国連邦からの新規拠出 100,000US

ドルの送金があり、2013年 4月 1日の時点でメンテナンスおよび取替作業に利用可能なANF

残高は合計 3,842,201US ドルである。 

基金委員会に求められる行動 

4. 基金委員会を招集し、2013 年予算案および配分案に関して検討し、承認することが求

められる。 

 

                                            
3 シンガポールからの送金総額は 4,116,572US ドルであった。これはメンテナンスおよび

取替作業資金の 3,742,201US ドルと海峡プロジェクト 4 資金の 374,371US ドルの合計で

ある。 

資料１０－１３

124



 

125 
 

別添 A 

2013 年度予算案 

No 活動内容 
予算見積 

(USD) 

ANF 負担

2013 年度

予算案支出

額(USD) 

備考 

1. 承認済 PMP にもとづく、マ・シ海峡における航行援助施設取替およびメンテナンス作業 

1.1 インドネシア 

 

  (i) 土木基礎工事 

   a) Rob Roy Bank 浅瀬灯標 

   b) Batu Berhenti 一般マーク灯標

  (ii) メンテナンス 

    a) 特定 

    b) 定期 

    c) 交換部品 

  (iii) 取替作業 

165,000.00

-

288,980

587,965

2,055,263

145,000.00

-

213,268

322,222

372,5744

2013 年特定メンテナン

ス計画は該当なし 

合計 3,097,208 1,053,064
インドネシアは前回

2012 年 12 月開催の第 9

回 ANF 委員会会議で提

出された ANF の予算案

を削減した。

（1,654,014US ドル） 

また、Off Tanjung 

Medang 浅瀬灯標の取替

作業を自己負担で賄う

ことに加え、One Fathom 

Banks 南基準マーク浮

体式灯標の取替作業も

自身の国家予算で賄う

ことを決定した。 

インドネシア ANF 口座利用可能残高 234,611

合計（インドネシア口座 ANF 残高差引後） 818,453

                                            
4 2012 年 12 月に開かれた第 9 回 ANF 委員会会議で確認されたとおり、第三者コンサルタ

ントにより実施された Cula 一般マーク灯標の土木基礎工事準備作業に基づき、構造部全体

の再設置はせず、構造部およびサブ構造部のメンテナンスと修繕のみで十分であると判断

されている。 
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No 活動内容 
予算見積 

(USD) 

ANF 負担

2013 年度

予算案支出

額(USD) 

備考 

1.2 マレーシア 

 

  (i) 土木基礎工事 

    a) Tg. Tuan 灯台 

    b) Tanjung Tohor 灯標 

    c) Pulau Mungging 灯標 

  (ii) Pulau Undan 灯台復旧作業 

  (iii) Piai 浮標取替作業 

  (iv) 電気、機器および交換部品調達

   を含む 18 航行援助施設メンテ

   ナンス作業 

  (v) 運用 

 

110,000

60,000

30,000

327,869 

45,809

595,326 

 

258,000

 

-

-

- 

327,869

- 

-

 

-

 

マレーシア負担

マレーシア負担

マレーシア負担

マレーシア負担

マレーシア負担

マレーシア負担

合計 1,427,004 327,869 マレーシアは前回 2012

年 12 月開催の第 9 回

ANF 委員会会議で提出

された ANF の予算案を

974,744US ドルから

327,869US ドルに削減

した。差額 646,875US

ドルは主に、Tanjung 

Tuan 灯台、Tanjung Tohor

灯標および

PulauMungging灯標のメ

ンテナンス、運用および

土木基礎工事に関して

マレーシアが自己負担

で行ったことによるも

のである。 
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No 活動内容 
予算見積 

(USD) 

ANF 負担

2013 年度

予算案支出

額(USD) 

備考 

1.3 シンガポール 

 

  (i) 土木基礎工事 

   a) Ruffles 灯台 

  (ii) 取替作業 

   a) Sultan Shoal 灯台のランタ 

    ン、ソーラー電源機器および

    新規航行援助施設 AIS 

120,000

100,000

 

-

 

- 

シンガポール負担

合計 220,000 - 

小計（1） 4,744,212 1,146,322

2. 事務局 

2.1 航行援助施設基金委員会（会議 2 回×

USD6,000） 

12,000 12,000  

2.2 2012 年年次財務監査 3,000 3,000  

2.3 第三者専門機関による航行援助施設業務監査 30,000 30,000  

2.4 2013 年年次財務監査 9,700 9,700  

小計（2） 54,700 54,700

2013 年必要予算総額（小計 1＋2） 4,798,912

ANF 必要予算案（小計 1＋2） 1,201,022 2,673,758US ドルが第 9

回 ANF 委員会会議で提

案された。 
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資料１０－１４

128



 

129 
 

 
 

 

 

129



 

130 
 

出席者一覧 

 

ドイツ 

Ms. Christine Knebel, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development 

 

インド 

Capt. Vineet McCarty, Defence Advisor of India to Singapore, High Commission of India 

 

インドネシア 

Mr. Tonny Budiono, Director for Navigation, Directorate General of Sea Transportation 

Ms. Sri Lestari Rahayu, Head for Legal Division, Directorate General of Sea Transportation 

Mr. Pujo Kurnianto, Officer for Directorate of Navigation, Directorate General of Sea Transportation 

Mr. Nanditya Darma Wardhana, Officer for Directorate of Navigation, Directorate General of Sea 
Transportation 

Mr. Bambang Gunawan, Transportation Attaché, Embassy of The Republic of Indonesia 

Mr. Oka Harry Putranto, Transportation Attaché, Embassy of The Republic of Indonesia 

 

日本 

Mr. Masayoshi Tsuno, Director for International Maritime Transport, Ministry of Land, Infrastructure, 
Transport and Tourism (MLIT) 

Mr. Tomoyuki Fukuhara, Special Assistant for International Maritime Transport Division, Ministry of 
Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) 

Mr Yo Shibata, Secretary, Embassy of Japan in Singapore 

資料１１－１ 
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マレーシア 

Dato’ Capt. Ahmad bin Othman, Director General of Marine (HOD), Marine Department Malaysia 

Capt. Mohamad Halim bin Ahmed, Senior Principal Asst Director, Marine Department Malaysia 

Mr. Mohd Fairoz bin Rozali, Principal Asst Director, Marine Department Malaysia 

 

大韓民国 

Capt Bag Jang Ho, Assistant Director, ReCAAP ISC 

 

シンガポール 

Capt M. Segar, Assistant Chief Executive (Operations), Maritime and Port Authority of Singapore 

Ms. Angela Png, Director (International), Maritime and Port Authority of Singapore 

Mr. Alan Lim, Head (IMO Affairs Office)/ Deputy Director (International), Maritime and Port 
Authority of Singapore 

Ms. Yvonne Chan, Deputy Director (Corporate Service)/ Financial Controller, Maritime and Port 
Authority of Singapore 

Mr. Tay Yeow Min, Assistant Director (International), Maritime and Port Authority of Singapore 

Mr. Lee Weng Choy, Senior Assistant Hydrographer, Maritime and Port Authority of Singapore 

Ms. Lynette Lee, Manager (General Accounting), Maritime and Port Authority of Singapore 

Ms. Lee Wen Jie, Deputy Manager, Maritime and Port Authority of Singapore Ms. Nurul Fitrah, 
Assistant Manager, Maritime and Port Authority of Singapore 
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IFAN（INTERNATIONAL FOUNDATION FOR AIDS TO NAVIGATION） 

Capt. Trevor Smith, Chairman 

 

マラッカ海峡協議会 

Mr. Eiichi Kato, Managing Director 

 

日本財団 

Mr. Mitsuyuki Unno, Executive Director 

Mr. Kiyoharu Sugiura, Project Coordinator 

Mr. Shunsuke Shirasaki, Managing Director 

Mr. Takashi Sakai, Deputy Managing Director 

Mr. Mathew Mathai, Marine Manager 

Ms. Akiko Kume, Interpreter 

 

BALTIC AND INTERNATIONAL MARITIME COUNCIL  

Mr. Thomas Timlen, Asia Liaison Officer  

 

INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING 

Mr. John Murray, Director 

 

IMO（International Maritime Organization） 

Capt. Ashok Mahapatra, Senior Deputy Director 
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文書 ANF/11/2/1

第 11 回航行援助施設基金委員会会議 
 

フラマ・リバーフロント・ホテル 
シンガポール 

2013 年 10 月 3 日〜4 日 
 

議題案 
 

1. 開会 

2. 議題の採択 

3. 代表の信任に関する報告 

4. ANF の管理および運営 

4.1 海峡利用国およびその他利用者からの資金拠出 

4.2 ANF 財務状態アップデート 

5. ANF 作業計画 

5.1 2013 年第 1〜第 3 四半期メンテナンス報告 

5.2 2013 年作業監査報告 

5.3 10 ヵ年メンテナンス計画見直し 

5.4 2014 年作業計画 

6. 2014 年度 ANF 基金配分予算案の検討 

7. 次回会議の開催日および場所 

8. その他 

8.1 ANF に対するマ・シ海峡における事業支援の要請 

8.2 マ・シ海峡における研究案および広告の構想 

8.3 予備調査作業および能力開発ワークショップ 

資料１１－２ 
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9. 会議レポートの検討および採択 

10. 閉会 
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文書 ANF/11/4/1

 

利用国および利用者からの資金拠出 
 

事務局より提出 

はじめに 

1. 航行援助施設基金（ANF）の基金運営規則第 1 条によると、ANF の目的は、利用国およ

びその他の関係者から資金拠出を受けて、マ・シ海峡における航行援助施設の提供および維持管

理を行うことである。 

2. 基金運営規則第 3 条に基づき、ANF への資金拠出は任意とし、国家、政府間組織（IMO

を含む）、非政府組織、企業および個人の支援者などから拠出を受けるものとする。すべての拠

出金は、口座を開設して受け取るものとする。 

基金現況 

3. 2013年1月1日から2013年9月10日までの総受入金額は2,139,825USドルとなっており、

詳細は下記の通りである。 

3.1.   IFAN ：1,000,000US ドル 

3.2. マラッカ海峡協議会 ：500,000US ドル 

3.3. 日本財団 ：400,000US ドル 

3.4. アラブ首長国連邦（UAE） ：100,000US ドル 

3.5. 大韓民国 ：1,000,000 ウォン（89,825US ドル） 

3.6. IMO マ・シ海峡信託基金 ：50,000US ドル  

委員会に求められる行動 

4. 基金委員会を招集し、本文書の記載事項について検討する。 
  

資料１１－３ 
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13
6 

 M
ar

iti
m

e 
an

d 
Po

rt
 A

ut
ho

ri
ty

 o
f S

in
ga

po
re

 
マ
･
シ
海
峡
航
行
援
助
施
設
基
金

 
 損
益
（

U
S
ド
ル
）

 

 作
成
：

 
AN

F
出
納
官
評
価
：

 

20
13

年
9月

期
ま

で
の

損
益

 
20

13
年

 
第

1 
4
月

 
5
月

 
6
月

 
20

13
年

第
2 

7
月

 
8
月

 
9
月

 
20

13
年

第
3 

20
13

年

第
4 

20
13

年
 

(年
度

累
計

)
備

考
 

収
入

 
 

 
 

 
拠
出
金

 
10

0,
00

0 
1,

55
0,

00
0

89
,8

25
-

1,
63

9,
82

5
40

0,
00

0 
-

-
40

0,
00

0
-

2,
13

9,
82

5 
注

1 
そ
の
他
受
領

 
 

 
-

-
- 

 
利
息

 
 

 
-

-
- 

 
為
替
差
益

 
 

 
-

-
- 

 
 

10
0,

00
0 

1,
55

0,
00

0
89

,8
25

-
1,

63
9,

82
5

40
0,

00
0 

-
-

40
0,

00
0

-
2,

13
9,

82
5 

 
 

 
 

 
 

支
出

 
 

 
 

 
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
、

修
繕

、
新

規
施
設
建
設

 
 

-
- 

56
8,

05
7

56
8,

05
7

-
56

8,
05

7 
注

2 

専
門
的
整
備
お
よ
び
接
遇

 
 

-
15

,0
00

 
15

,0
00

-
15

,0
00

 
注

2 
会
議
の
運
営

 
 

6,
00

0
6,

00
0

 
-

-
6,

00
0 

注
2 

外
部
監
査
人
手
数
料

 
 

-
 

-
-

- 
注

2 
銀
行
手
数
料

 
10

 
-

20
9

20
9

10
0 

10
0

-
31

9 
注

2 
 

10
 

-
20

9
6,

00
0

6,
20

9
15

,1
00

 
-

56
8,

05
7

58
3,

15
7

-
58

9,
37

6 
 

 
 

 
 

 
年
間
黒
字
（
赤
字
）

 
99

,9
90

 
1,

55
0,

00
0

89
,6

16
(6

,0
00

)
1,

63
3,

61
6

38
4,

90
0 

-
(5

68
,0

57
)

(1
83

,1
57

)
-

1,
55

0,
44

9 
 

資
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13
7 

 拠
出
金
（

U
S
ド
ル
）

 
注

1 

   作
成
：

 
AN

F
出
納
官
評
価
：

 

 N
o.

 
項

目
 

1
月

 
2
月

 
3
月

 
20

13
年

第
1 

4
月

 
5
月

 
6
月

 
20

13
年

第
2 

7
月

 
8
月

 
9
月

 
20

13
年

第
3 

20
13

年

第
4 

20
13

年
 

(年
度

累
計

) 
[A

]メ
ン

バ
ー

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

 
10

0,
00

0.
00

10
0,

00
0.

00
-

-
-

10
0,

00
0.

00
 

2 
IM

O
 

 
-

50
,0

00
.0

0
50

,0
00

.0
0

-
-

50
,0

00
.0

0 

3 
IF

AN
 

 
-

1,
00

0,
00

0.
00

1,
00

0,
00

0.
00

-
-

1,
00

0,
00

0.
00

 

4 
マ

ラ
ッ

カ
海

峡
協

議
会

 
-

50
0,

00
0.

00
50

0,
00

0.
00

-
-

50
0,

00
0.

00
 

5 
大

韓
民
国

 
 

-
89

,8
25

.3
3

89
,8

25
.3

3
-

-
89

,8
25

.3
3 

6 
日

本
財
団

 
 

-
-

40
0,

00
0.

00
40

0,
00

0.
00

-
40

0,
00

0.
00

 

[A
]メ

ン
バ

ー
に

よ
る

拠
出

金
合

計
 

 
10

0,
00

0.
00

1,
55

0,
00

0.
00

89
,8

25
.3

3
-

1,
63

9,
82

5.
33

40
0,

00
0.

00
-

2,
13

9,
82

5.
33

 

 
 

 

[B
]非

メ
ン

バ
ー

 
 

 
 

[B
]非

メ
ン

バ
ー

に
よ

る
拠

出
金
合
計

 
 

 
 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

- 

 
 

 
 

 

[A
]+

[B
]合

計
 

 
10

0,
00

0.
00

1,
55

0,
00

0.
00

89
,8

25
.3

3
-

1,
63

9,
82

5.
33

40
0,

00
0.

00
-

2,
13

9,
82

5.
33
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13
8 

 経
費
（

U
S
ド
ル
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注

2 

N
o.

 
項

目
 

1
月

 
2
月

 
3
月

 
20

13
年

第
1 

4
月

 
5
月

 
6
月

 
20

13
年

第
2 

7
月

 
8
月

 
9
月

 
20

13
年

第
3 

20
13

年

第
4 

20
13

年
 

(年
度

累
計

) 
[A

]メ
ン
テ

ナ
ン
ス

、
修
繕

、
新

規
航
行

援
助
施

設
建

設
 

 
 

 
 

 
 

 
[A

1]
イ
ン

ド
ネ

シ
ア

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
20
13

年
第

1
回
保
守
点
検
作
業
－
糧
食
支
給
 

 
-

-
18

,8
65

.2
6

18
,8

65
.2

6
-

18
,8

65
.2

6 

2 
20

13
年
第

1
回
保
守
点
検
作
業
－
船
舶
運
用
費

 
 

-
-

48
,8

47
.6

4
48

,8
47

.6
4

-
48

,8
47

.6
4 

3 
20

13
年
第

1回
保
守
点
検
作
業
―
個
別
安
全
装

備
 

 
-

-
3,

75
7.

08
3,

75
7.

08
-

3,
75

7.
08

 

4 
20

13
年
第

1
回
保
守
点
検
作
業
－
事
務
消
耗

品
・
雑
費

 
 

-
-

15
,9

83
.3

9
15

,9
83

.3
9

-
15

,9
83

.3
9 

5 
20

13
年
第

1回
保
守
点
検
作
業
－
チ
ー
ム
管
理

手
当
て
・
船
員
日
当

 
 

-
-

23
,9

71
.4

9
23

,9
71

.4
9

-
23

,9
71

.4
9 

6 
20

13
年
第

1回
保
守
点
検
作
業
－

Cu
la
一
般

マ
ー
ク
灯
標
取
替
作
業

 
 

-
-

17
6,

77
3.

65
17

6,
77

3.
65

-
17

6,
77

3.
65

 

7 
20

13
年

Ro
b R

oy
 B

an
k浅

瀬
灯
標

C&
S 

 
-

-
12

,5
31

.4
7

12
,5

31
.4

7
-

12
,5

31
.4

7 

8 
20

13
年
交
換
部
品
調
達

 
 

-
-

26
7,

32
7.

24
26

7,
32

7.
24

-
26

7,
32

7.
24

 

[A
1]
イ
ン

ド
ネ

シ
ア
経

費
合

計
 

- 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

56
8,

05
7.

22
56

8,
05

7.
22

-
56

8,
05

7.
22

 

[A
1]

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

、
修

繕
、
新

規
施

設
建

設
経

費
合

計
 

- 
-

-
-

-
-

-
-

-
-

56
8,

05
7.

22
56

8,
05

7.
22

-
56

8,
05

7.
22

 

 
 

 

[B
]専

門
家

対
応
お

よ
び
接

遇
 

 
 

[B
1]
管
理

費
 

 

1 
M

SC
監

査
手
数
料

 
 

15
,0

00
.0

0
15

,0
00

.0
0

-
15

,0
00

.0
0 

[B
1]
管
理

費
経

費
合
計

 
- 

-
-

-
-

-
-

-
15

,0
00

.0
0

-
-

15
,0

00
.0

0
-

15
,0

00
.0

0 

[B
]管

理
費

合
計

 
- 

-
-

-
-

-
-

-
15

,0
00

.0
0

-
-

15
,0

00
.0

0
-

15
,0

00
.0

0 

 
 

 
 

 

[C
]会

議
の

運
営

 
 

 
 

 

[C
1]
シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

 
 

 
 

 

1 
M

PA
第

10
回

AN
F委

員
会
（

20
13

年
4月

4～
5日

） 
 

 
 

6,
00

0.
00

6,
00

0.
00

6,
00

0.
00

 

[C
1]
シ
ン

ガ
ポ

ー
ル
経

費
合

計
 

- 
-

-
-

-
-

6,
00

0.
00

6,
00

0.
00

-
-

-
-

-
6,

00
0.

00
 

[C
]会

議
運

営
経
費

合
計

 
- 

-
-

-
-

-
6,

00
0.

00
6,

00
0.

00
-

-
-

-
-

6,
00

0.
00

 

 
 

 
 

 

[D
]外

部
監
査
人

手
数

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-
-

-
-

- 

[D
]外

部
監
査
人

手
数

料
経

費
合

計
 

 
 

 
-

-
-

-
-

-
-

- 
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13
9 

 貸
借
対
照
表
（

U
S
ド
ル
）

 

9
月
の
口
座
取
引
明
細
書
が
未
受
領
で
あ
る
こ
と
を

鑑
み

、
利

息
お

よ
び

銀
行

手
数

料
は

除
外

し
て

あ
る

。
こ

れ
ら

が
発

生
す

れ
ば

10
月

に
計

上
す

る
。
 

作
成
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN
F
出
納
官
評
価
：

 
 

20
13

年
9
月
時
点

残
高

 
20

13
年

第
1 

4
月

 
5
月

 
6
月

 
20

13
年

 
第

2 
7
月

 
8
月

 
9
月

 
20

13
年

第
3 

第
4 

(年
度

累
計

)
 

 
資

産
 

 
流

動
資
産

 
 

銀
行

 
99

,9
90

5,
39

2,
19

1
4,

66
3,

35
4

4,
66

3,
35

4
4,

66
3,

35
4 

5,
04

2,
25

5
5,

04
2,

25
5

5,
04

2,
25

5
5,

04
2,

25
5

-
前
納

 
81

8,
45

3
81

8,
45

3
81

8,
45

3 
81

8,
45

3
81

8,
45

3
23

5,
00

9
23

5,
00

9
-

そ
の
他
受
領

 
 

15
,3

87
15

,3
87

-
流

動
資
産

合
計

 
99

,9
90

5,
39

2,
19

1
5,

48
1,

80
7

5,
48

1,
80

7
5,

48
1,

80
7 

5,
86

0,
70

8
5,

86
0,

70
8

5,
29

2,
65

1
5,

29
2,

65
1

-
 

 
負

債
 

 
流

動
負
債

 
 

付
加
利
子

 
6,

00
0

6,
00

0 
-

-
-

-
-

そ
の
他
支
払

 
-

- 
-

-
-

-
-

流
動

負
債

合
計

 
-

6,
00

0
6,

00
0 

-
-

-
-

-
 

 
差

引
残
高

 
99

,9
90

5,
39

2,
19

1
5,

48
1,

80
7

5,
47

5,
80

7
5,

47
5,

80
7 

5,
86

0,
70

8
5,

86
0,

70
8

5,
29

2,
65

1
5,

29
2,

65
1

-
 

 
純

資
産

 
 

AN
F（

マ
レ
ー

シ
ア
）

 
3,

74
2,

20
1

3,
74

2,
20

1
3,

74
2,

20
1

3,
74

2,
20

1 
3,

74
2,

20
1

3,
74

2,
20

1
3,

74
2,

20
1

3,
74

2,
20

1
-

留
保
黒
字
／
赤
字

 
99

,9
90

1,
64

9,
99

0
1,

73
9,

60
6

1,
73

3,
60

6
1,

73
3,

60
6 

2,
11

8,
50

6
2,

11
8,

50
6

1,
55

0,
44

9
1,

55
0,

44
9

-
純

資
産
合

計
 

99
,9

90
5,

39
2,

19
1

5,
48

1,
80

7
5,

47
5,

80
7

5,
47

5,
80

7 
5,

86
0,

70
8

5,
86

0,
70

8
5,

29
2,

65
1

5,
29

2,
65

1
-

 
-

-
-

-
- 

-
-

-
-
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14
0 

 前
納
（

U
S
ド
ル
）

 

 背
景
：
マ
レ
ー
シ
ア
に
よ
り
支
払
わ
れ
た

23
4,

61
1U

S
ド
ル
の

AN
F
残
金
は

、
20

13
年

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
お
よ
び
取
替
作
業
に
対
し
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
予
算

要
求
の
埋
め
合
わ
せ
に
利
用
さ
れ
た
。

81
8,

45
3U

S
ド

ル
（

1,
05

3,
06

4U
S
ド
ル
－

23
4,

61
1U

S
ド
ル
）
は

20
13

年
5
月
の
支
出
で
あ
る
。

 

作
成
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN
F
出
納
官
評
価
：

 

N
o.

 
項

目
 

20
13

年
 

第
1 

20
13

年
 

第
2 

20
13

年
 

第
3 

20
13

年
 

第
4 

20
13

年
 

(年
度

累
計

) 
[A

]イ
ン
ド

ネ
シ
ア

 
 

[A
1]
支
出

 
 

1 
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

20
13

年
支
出
予

算
案

 
 

(8
18

,4
53

.0
0)

(8
18

,4
53

.0
0)

[A
1]
合
計

 
- 

-
(8

18
,4

53
.0

0)
(8

18
,4

53
.0

0)
 

 
 

[A
2]
経
費

 
 

 
 

 
 

1 
20

13
年

Ro
b 

Ro
y 

Ba
nk

浅
瀬
灯
標

C&
S 

 
12

,5
31

.4
7

12
,5

31
.4

7
2 

20
13

年
H

el
en

 M
ar

s灯
標

C&
S 

 
15

,3
87

.2
4

15
,3

87
.2

4
3 

20
13

年
第

1
回

AN
F
保
守
点
検

作
業
－
糧
食
支
給

 
 

18
,8

65
.2

6
18

,8
65

.2
6

4 
20

13
年

第
1
回

AN
F
保
守
点
検

作
業
－
船
舶
運
用
費
用

 
 

48
,8

47
.6

4
48

,8
47

.6
4

5 
20

13
年

第
1
回

AN
F
保
守
点
検

作
業
－
個
別
安
全
装
備

 
 

3,
75

7.
08

3,
75

7.
08

6 
20

13
年

第
1
回

AN
F
保
守
点
検

作
業
－
事
務
消
耗
品
、
雑
費

 
 

15
,9

83
.3

9
15

,9
83

.3
9

7 
20

13
年

第
1
回

AN
F
保
守
点
検

作
業
－
チ
ー
ム
管
理
手
当
、
船
員
日
当

 
23

,9
71

.4
9

23
,9

71
.4

9

8 
20

13
年
交
換
部

品
調
達

 
 

56
,0

13
.5

1
26

7,
32

7.
24

 
21

1,
31

3.
73

9 
20

13
年

第
1
回

AN
F
保
守
点
検

作
業
－

Cu
la

一
般
マ
ー
ク
灯
標
取
替

 
 

10
4,

95
1.

68
17

6,
77

3.
65

 
71

,8
21

.9
7

[A
2]
合
計

 
- 

-
58

3,
44

4.
46

-
58

3,
44

4.
46

 
 

 
[A

]残
高

 
- 

-
(2

35
,0

08
.5

4)
-

(2
35

,0
08

.5
4)
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14
1 

 そ
の
他
受
領
（

U
S
ド
ル
）

 

 背
景
：

Ba
tu

 B
er

he
nt

i一
般
マ
ー
ク
灯
標
の
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
た

80
,0

00
U

S
ド
ル
は

H
el

en
 M

ar
s灯

標
の
作
業
に
充
て
ら
れ
た
。
こ
の
予
算
の
割
当
て
の

変
更
に
は
承
認
を
得
る
予
定
で
あ
る
。

 
 作
成
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN
F
出
納
官
評
価
：

 

  
 

N
o.

 
項

目
 

20
13

年
 

第
1 

20
13

年
 

第
2 

20
13

年
 

第
3 

20
13

年
 

第
4 

20
13

年
 

(年
度

累
計

) 
[A

]イ
ン
ド

ネ
シ
ア

 
 

1 
20

13
年

H
el

en
 M

ar
s灯

標
C&

S 
 

15
,3

87
.2

4
15

,3
87

.2
4

[A
]合

計
 

- 
-

15
,3

87
.2

4
-

15
,3

87
.2

4
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14
2 

 銀
行
勘
定
調
整
表

 
D

BS
銀
行
 
口
座
番
号
：

00
03

-0
13

78
7-

01
-0

 
通
貨
単
位
：

U
S
ド
ル

 

 注
：

9
月
の
口
座
取
引
明
細
書
が
未
受
領
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
利
息
お
よ
び
銀
行
手
数
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文書 ANF 11/5/1

2013 年第 1〜第 3 四半期メンテナンス作業報告 

 
沿岸国（インドネシア、マレーシアおよびシンガポール）より提出 

はじめに 

1. 基金運営規則第 8.2.3 項に従い、当局は沿岸国とコミュニケーションを図り、指定さ

れた航行援助施設の提供およびメンテナンス作業について、少なくとも年 1 回、委員会に状

況報告を行うことが求められる。 

2. 基金委員会は、2009 年からのマ・シ海峡（SOMS）における航行援助施設の 10 ヵ年メ

ンテナンス作業計画（PMP）を原則として承認した。PMP は、主要航行援助施設の取替お

よび更新作業に関する計画であり、具体的には、マ・シ海峡内の指定航行援助施設の取替お

よび維持管理作業について定めている。 

マ・シ海峡における航行援助施設のメンテナンス作業報告 

3. 2013 年第 1〜第 3 四半期に沿岸国が実施した航行援助施設の活動に関する報告は、別

添のとおりである。 

 別添 1―インドネシア 
 別添 2―マレーシア 
 別添 3―シンガポール 

委員会に求められる行動 

4. 基金委員会を招集し、本文書の記載事項について検討する。 

  

資料１１－５

144



 

145 
 

別添 1 

2013 年第 1〜第 3 四半期 

海峡航行援助施設メンテナンス作業報告 

インドネシアより提出 

1. 土木基礎工事（C&S）準備作業 

 1.1. インドネシア土木基礎工事案 

  a.  Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620） 

  b. Batu Berhenti 一般マーク灯標（ILL.820） 

  インドネシア土木基礎工事準備作業案改訂 

  a. Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620） 

  b. Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835） 

  現在の現場の状況を考慮し、Batu Berhenti 一般マーク灯標（ILL.820）の機能強

化のため、すでにいくつかの措置がとられている。また、Helen Mars 一般マー

ク灯標（ILL.835）の取替作業が 2014 年に実施されることを考慮し、当初 2014
年に実施される予定だったこの灯標の土木基礎工事は、2013 年に前倒しとなっ

た。 

  上記の状況に基づき、インドネシアは ANF 委員会に対し、作業の前倒しの承認

を求めている。 

 1.2. スケジュール 

  a. Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620）：2013 年第 3〜第 4 四半期 

  b. Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835）：2013 年第 3〜第 4 四半期 

 1.3. 航行援助施設の全般的状態 

  a. Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620） 

   この灯標は 1990 年 7 月にマラッカ海峡協議会により設置され、20 年が経

過している。構造は Raleigh Shoal 灯標と同様のものである。硬岩の深度は

非常に深く、杭は摩擦杭が使われている。下部プラットフォームに使用さ

れているスチールには腐食が見られた。 

  b. Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835）    

   この灯標は 1992 年 8 月にマラッカ海峡協議会により設置され、15 年が経
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過している。コンクリート基礎の下部に何ヵ所かひび割れが見られ、また

下部プラットフォームに使用されているスチールには腐食が見られた。特

にプラットフォーム床の裏側および構造部の縁、また GRP タワーの基礎部

部分のスチールに腐食が見られた。 

 1.4. 費用 

No.  内訳 承認済 PMP 提案額 要求額 

1. Rob Roy Bank 浅瀬灯標

（ILL.620） 
USD 85,000.00 USD 65,000.00 USD 63,659.79 

2. Helen Mars 一般マーク灯

標（ILL.835） 
USD 80,000.00 USD 80,000.00 USD 78,350.52 

合計 USD 165,000.00 USD 145,000.00 USD 142,010.31

  注：為替レート：1US ドル＝9.715 インドネシアルピア 

 1.5. 結論／所見 

  ・ 作業は現在も現場で実施されており、2013 年第 4 四半期に完了する予定で

ある。 

  ・ 要求額に示されている合計額は契約で定められた金額である。 

・ 作業が実施中であるため、最終的な金額は作業完了後に報告される。その

際は差額が生じる場合があり、為替レートにも左右される可能性がある。 

 1.6. その他 

  なし 

 1.7. 写真 

  a. Rob Roy Bank 浅瀬灯標（ILL.620） 
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  b. Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835） 
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2. メンテナンス作業 

 2.1. 活動 

  a. 分離通航帯上のインドネシア航行援助施設（28 施設）に対する 2013 年第 1
回巡回保守点検作業 

  b. 分離通航帯上のインドネシア航行援助施設（28 施設）に対する 2013 年第 2
回巡回保守点検作業 

 2.2. スケジュール 

  a. 分離通航帯上のインドネシア航行援助施設（28 施設）に対する 2013 年第 1
回巡回保守点検作業 → 2013 年第 2 四半期 

  b. 分離通航帯上のインドネシア航行援助施設（28 施設）に対する 2013 年第 2
回巡回保守点検作業 → 2013 年第 4 四半期 

 2.3. 航行援助施設の全般的状態 

   全般的に航行援助施設は良好な運用状態にあるが、何点か劣化が見られる部分

がある。特に、経済的および設計的耐用年数上限に近づいている構造部の技術

的状態の劣化が顕著である。また、航行援助施設の欠陥により何度か不測の事

態が起きている。 

 2.4.  写真 

   なし 

 2.5.  費用 

No. 内訳 提案額 要求額 

1 作業チーム諸手当 USD 9,931.87 USD 11,139.87 

2 船員日当 USD 14,505.49 USD 12,831.52 

3 糧食支給 USD 19,670.33 USD 18,865.27 

4 船舶運用経費（燃料等） USD 50,625.26 USD 48,847.64 

5 機器・予備機 USD 3,875.27 USD 3,757.08 

6 雑費 USD 8,125.82 USD 15,983.39 

合計 USD 106,634.05 USD 111,442.28 

  注：為替レート：1US ドル=9.500-9.700 インドネシアルピア 

 2.6. 結論／所見 

  2013 年第 1 回巡回保守点検作業中において、点灯していない航行援助施設は 1
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ヵ所のみであり、これは技術的な問題が原因であった。機能回復のため、保守

点検作業中に不良部品の修繕と再設置が行われた。 

 2.7. 写真 

  なし 

3. 交換部品の調達 

 3.1. 活動 

  2013 年にインドネシアは、通常メンテナンス作業および予測不能の事態や ANF
の技術的故障に備えるため交換部品の調達を行った。調達自体は 2013 年 6 月か

ら 9 月の間に行われた。 

 3.2. スケジュール 

  交換部品の調達は 2013 年第 2 四半期から第 3 四半期にかけて行われた。 

 3.3. 費用 

No.  内訳 承認済 PMP 実際必要額 
訂正後   

実際必要額 

1. 交換部品の調達 USD 587,965 USD 322,222 USD 267,327.24

合計 USD 554,654.00 USD 322,222 USD 267,327.24

  注：為替レート：１US ドル=9.620-10.200 インドネシアルピア 

 3.4. 写真 
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4. 取替作業 

 4.1. 活動 

  Cula 一般マーク灯標（ILL.825）取替作業計画 

 4.2. スケジュール 

  Cula 一般マーク灯標（ILL.825）取替作業計画 → 2013 年第 2〜第 4 四半期 

 4.3. 費用 

No.  内訳 承認済 PMP 提案額 要求額 

1. Cula 一般マーク灯標

（ILL.825） 
USD 1,000,000.00 USD 372,573.85 USD 346,254.76

合計 USD 1,000,000.00 USD 372,573.85 USD 346,254.76

  注：為替レート：１US ドル=9.600-9.830 インドネシアルピア 

 4.4. 備考 

  ・ 要求額に示されている合計額は契約で定められた金額である。 

・ 作業が実施中であるため、最終的な金額は作業完了後に報告される。その

際は差額が生じる場合があり、為替レートにも左右される可能性がある。 
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 4.5. 写真 
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5. 2013 年第 1 四半期〜第 3 四半期概要 

No. 項目 改訂必要額 
承認済  
支出額案 

実際支出額 備考 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

1 C&S 作業 

1. Rob Roy Bank 浅瀬灯標

（ILL.620）     
 

- 実際支出金額は

契約で定められ

た金額である。

- 作業は現在も進

行中であり、

2013 年第 4 四半

期に完了予定で

ある。 

- 作業が未了のた

め、最終的な金

額は作業完了後

に報告される。

その際は差額が

生じる場合があ

り、為替レート

にも左右される

可能性がある。

65,000.00 65,000.00 63,659.79 

2. Helen Mars 一般マーク

灯標（ILL.835） 
 

80,000.00 80,000.00 78,350.52 

合計

145,000.00

合計

145,000.00

合計 

142,010.52 

2 メンテナンス作業

1. 第 1 回 28 航行援助施設

巡回保守点検作業 
  

- メンテナンス作

業支出額は 2013
年第 1 四半期〜

第 3 四半期のメ

ンテナンス作業

で要した金額の

合計である。 

213,268.10 213,268.10 111,442.38 

2. 交換部品  

322,222.00 322,222.00 267,327.24 

合計

535,490.10

合計

535,490.10

合計 

378,769.62 
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No. 項目 改訂必要額 
承認済  
支出額案 

実際支出額 備考 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

3 取替作業 372,573.85 372,573.85 346,254.76 

- 実際支出金額は

契約で定められ

た金額である。

- 作業は現在も進

行中であり、

2013 年第 4 四半

期に完了予定で

ある。 

- 作業が未了のた

め、最終的な金

額は作業完了後

に報告される。

その際は差額が

生じる場合があ

り、為替レート

にも左右される

可能性がある。

合計（USD） 1,053,063 1,053,063 867,034.90 
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別添 2 

2013 年第 1 四半期〜第 3 四半期 

海峡航行援助施設メンテナンス作業報告 

マレーシアより提出 

 

1.0  はじめに 

1.1 マレーシアによる 2013年 18航行援助施設メンテナンス作業は承認済 10ヵ年メンテナ

ンス作業計画（PMP）に基づき実施される。承認済 PMP ではメンテナンス作業、取替

作業および更新作業を行う。詳細は以下の通りである。 

航行援助施設 作業範囲 
灯台 
 i. One Fathom Bank 

 ii. Bukit Jugra 

 iii. Bukit Segenting 

 iv. Pulau Undan 

 v. Tanjung Tuan 

 
メンテナンス 
メンテナンス 
メンテナンス 
C&S（修復） 
C&S 

灯標 
 i. Mudah Selatan 

 ii. Mudah Utara 

 iii. One Fathom Bank North 

 iv. Panjang Selatan 

 v. Panjang Utara 

 vi. Pulau Mungging 

 vii. Tanjung Gabang 

 viii. Tanjung Piai 

 ix. Tanjung Tohor 

 x. Tanjung Rhu 

 xi. Tompok Utara 

 
メンテナンス 
メンテナンス 
メンテナンス 
メンテナンス 
メンテナンス 
C&S 
メンテナンス 
メンテナンス 
C&S 
取替 
メンテナンス 

浮体式灯標 
 i. Sepat 

 
メンテナンス 

浮標 
 i. Piai 

 
改修 
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2.0 メンテナンス作業計画 

2.1  土木基礎工事（C&S） 

 2.1.1. Tanjung Tuan 灯台および Tanjung Tohor 灯標において土木基礎工事が実施され

たが、Pulau Mungging 灯標土木基礎工事は技術的問題により 2014 年に延期さ

れることとなった。 

 2.1.2. マレーシアは Tanjung Tuan 灯台および Tanjung Tohor 灯標作業に 126,293.00US
ドルを負担した。 

2.2 修復作業 

 2.2.1. Pulau Undan 灯台修復作業計画 

航行援助施設 見積額（USD） 

Pulau Undan 灯台修復作業 – 第 1 段階 
 

327,869.00 
 

合計(USD) 327,869.00 

     

 2.2.2. マレーシア公共事業局（PWD）はマレーシア海事局の指名で修復作業の指揮

をとった。地質調査を含む計画の第 1 段階は 2013 年 6 月に完了しているが、

マレーシアは両機関の間で交わされた最終報告および支払協定に基づき、基

金からの支払いを要求する予定である。 

2.3  交換および電気部品 

 2.3.1 マレーシアは 18 航行援助施設の交換部品および電気部品を購入し、その費用

は 38,192.00US ドルであった。 

2.4  改修 

 2.4.1 承認済 PMP に基づき、Piai 浮標の改修費用 3,195.00US ドルはマレーシアが負

担した。 
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2.5  取替作業 

 2.5.1 2013 年に予定されていた Tanjung Rhu 灯標の取替作業は、技術的問題および

内部入札手順により 2014 年に延期されることとなった。 

3.0  2013 年第 2 および第 3 四半期メンテナンス作業計画概要 

3.1 概要は以下のとおりである。 

No. 項目 
承認済費用 
（USD） 

実費（USD） 

1 

Tanjung Tuan 灯台および Tanjung 
Tohor 灯標 
土木基礎工事（C&S） 

- 126,293.00

2. 
Pulau Undan 灯台修復 
第 1 段階 

327,869.00 -

3. Piai 浮標改修 - 3,195.00

4. 交換および電気部品 - 38,192.00

小計 327,869.00 167,680.00

合計 495,549.00
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別添 3 

2013 年第 1〜第 3 四半期 

航行援助施設メンテナンス作業報告 

シンガポールより提出 

1.0 はじめに 

Raffles 灯台 

1.1 シンガポールは、マ・シ海峡における 5 主要航行援助施設の定期点検およびメンテナ

ンス作業を行う。この 5 主要航行援助施設は、Pulau Pisang、Sultan Shoal、Raffles、
Horseburgh および Bedok に位置している灯台である。シンガポールは、このうち 4 施

設に対し 4 年サイクル1の修繕およびメンテナンス作業計画を採用し、Bedok 灯台に関

しては 2 年サイクル2のメンテナンス作業を行うことになっている。 

1.2 4 年サイクルの一環として、Raffles 灯台の修繕およびメンテナンス作業が 2013 年に計

画された。メンテナンス作業には灯台構造部と周囲設備の修繕および再塗装が含まれ

ている。作業に要した合計額は 112,000US ドルであった。 

航行援助ランタンのアップグレード 

1.3 航行援助ランタンアップグレード計画の一環として、Sultan Shoal および Bedok 灯台の

既存の白熱回転ランタンをよりエネルギー効率の良い長周期 LED ランタンにアップ

グレードする予定である。 

2.0 メンテナンス作業計画 

2.1  Raffels 灯台メンテナンス作業計画 

 2.1.1 土木基礎工事（C&S） 

    (i) 灯台タワー部と周囲建物の修繕および再塗装 

   (ii) 欠損部の継ぎ当て修理などの構造部修繕 

   (iii) 水槽修繕およびポンプの再設置 

   (iv) 灯台管理人用キッチンの改修 

 2.1.2 上記作業は 2013 年 10 月 14 日までに完了予定である。 

2.2 Sultan Shoal および Bedok 灯台の航行援助ランタン取替およびアップグレード作業 

                                            
1 4 年サイクル：2012 年−Sultan Shoal 灯台、2013 年−Raffels 灯台、2014 年−Pu Pisang 灯台、

2015 年−Horsburgh 灯台。これを繰り返す。 
2 Bedok 灯台は 2 年毎に実施する。（例：2010 年、2012 年、2014 年など） 
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 2.2.1 Sultan Shoal 灯台には、スタンバイバックアップシステムを付属した航行援助

ランタンを設置する計画である。この計画に要する費用はおよそ 15,000US ド

ルであり、2013 年 10 月に完了予定である。 

 2.2.2 新規 20 マイル LED ランタンが Bedok 灯台に設置される予定である。このタ

イプの長周期 LED ランタンは世界でも最新の機器であり、12 ヶ月をかけてこ

のランタンの光範囲と信頼性のテストをする。調達は 8 月下旬に開始されて

おり、2013 年 12 月中旬に設置される見込みである。 

3.0 メンテナンス作業計画 

新規設標船 

3.1  新規設標船が 410 万 US ドルの費用で現在建設中である。新規設標船は既存の設標船

MV Panduan の代替船として使用される。新規設標船は、より大きく重量のある航行

援助灯標を扱えるようデザインされ、2013 年 10 月に引き渡される見込みである。 

Tompok Utara 灯標 

3.2  シンガポールは、構造上部の紛失が報告されている Tompok Utara 灯標周辺の水域調査

を実施した。構造上部は海図位置付近の水中で発見された。灯標の崩壊に関する情報

のアップデートとして、2013 年 6 月 1 日に発行された A Singapore Notice to 
Mariners(NtM) 6/62T/2013 に代わり、新たに NtM 87T/2013 が発行された。 

4.0 概要 

4.1 費用（Bedok 灯台） 

 
項目 

承認済 PMP
見積総額 

必要改訂 
総額 

実際支出 

総額 
実際支出 

総額（USD） 

1. Raffles 灯台 
土木基礎工事（C&S） 

－ － － 112,000 

2. Sultan Shoal 灯台取替お

よび航行援助ランタン

アップグレード 

－ － － 15,000 

合計（USD） 127,000 
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航行援助施設基金中間業務監査報告 
 

2013 年会計年度 
 

（2013 年 1 月～6 月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 年 9 月 
 
 
 
 
 

マラッカ海峡協議会 

資料１１－６
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2013 年会計年度業務監査 
 

航行援助施設基金が適用されているマレーシアの 18 航行援助施設の 2013 年度第 1 回巡

回保守点検作業として、2013 年 4 月 12 日～22 日にマレーシア政府により定期保守点検作

業が実施された。 

航行援助施設基金が適用されているインドネシアの 28 航行援助施設の 2013 年度第 1 回

巡回保守点検作業として、2013 年 5 月 17 日～6 月 9 日にインドネシア政府により定期保

守点検作業が実施された。 

航行援助施設基金委員会により業務監査役に指名されたマラッカ海峡協議会は、上記のす

べての保守点検作業現場へ技術者を派遣した。 

派遣された技術者は各保守点検作業に立ち会い、計画どおりに作業が行われたことを確認

した。 

業務監査人による保守点検作業概要は別添のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 年 9 月 10 日 
 
マラッカ海峡協議会 
 
 
 
Eiichi Kato 
常務理事（業務監査人） 
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別添 
保守点検作業概要 

 

1. 対象期間 

本書は、2013 年 6 月 30 日までの保守点検作業に関する中間報告書である。 

2. 対象となる航行援助施設数 

マレーシア：18 地点 
インドネシア：28 地点 

 

3. 保守点検作業スケジュール 

 マレーシア 

マレーシアの 2013 年度第 1 回定期点検および巡回保守作業が下記のとおり実施され

た。 

マレーシアによる要請で、マラッカ海峡協議会（MSC）はすべての点検およびメンテ

ナンス作業現場へ専門家を派遣し、作業が計画沿って適切に行われていることを確認

した。 
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第 1 回巡回保守点検作業 

 2013 年 4 月 12 日～22 日（2013 年 3 月 18 日、MSC はマレーシア政府より招聘状を受

領） 

No. 日付 検査対象航行援助施設 チーム 

1 4/12 事前ミーティング→Bukit Jugra 灯台 (A+B)A 

2 13 One Fathom Bank 北灯標、One Fathom Bank 灯台 Team A 

3 14 
Tanjung Rhu 浮標、Sepat 浮体式灯標、Tanjung 
Gabang 灯標 

4 15 Tanjung Tuan 灯台 

5 16 Tompok Utara 灯標、Pulau Mungging 灯標 

6 17 Piai 浮標、Tanjung Piai 灯標 

7 18 Mudah Selatan 灯標、Panjang Selatan 浮標、 Team B 

8 19 
Tanjung Tohor灯標、Panjang Utara灯標、Mudah Utara
灯標 

9 20 Bukit Segenting 灯台 

10 21 Pulau Undan 灯台 

11 22 最終ミーティング 

  

 インドネシア 

インドネシアの2013年度第1回定期点検および巡回保守作業が下記のとおり実施され

た。 

マレーシアによる要請で、マラッカ海峡協議会（MSC）はすべての点検およびメンテ

ナンス作業現場へ専門家を派遣し、作業が計画沿って適切に行われていることを確認

した。 
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第 1 回巡回保守点検作業 

  2013 年 5 月 17 日～6 月 9 日（2013 年 4 月 30 日、MSC はインドネシア政府より招

聘状を受領） 

No. 日付 検査対象航行援助施設 チーム 
1 5/17 HQ ジャカルタにて事前ミーティング (A+B)
2 18 準備および移動 Team A 
3 19 準備および移動

4 20 
Tg. Pinang 基地にてミーティング 
機器および燃料の積み込み 

5 21 設標船基地出発 Nongsa 灯台

6 22 
Batu Berhenti 浮標引き上げ、Batu Berhenti 灯標、Durian

海峡南基準浮標引き上げ、Takong 灯台 

7 23 
Durian 海峡南基準浮標再設置、Durian 海峡安全水域浮標

引き上げ、Cula 灯標 

8 24 
Jangkat 灯台、Durian 海峡安全水域浮標再設置、Takong
浮標、Takong 簡易浮体式灯標引き上げ 

9 25 
Nipa 浮体式灯標、Nipa 灯標、Takong 浮標再設置、Helen 
Mars 灯標、Buffalo Rock 灯標引き上げ 

10 26 Buffalo Rock 灯標、Buffalo Rock 浮標再設置

11 27 チーム A 上陸

12 28 チーム B、Dumai へ出発 Team B 
13 29 Dumai 到着、基地にてミーティング、OFB エリアへ出発 

14 30 
One Fathom Bank 浮標到着、One Fathom Bank 北浮体式灯

標、One Fathom Bank 南浮体式灯標 One Fathom Bank 安

全水域浮体式灯標 

15 31 Gosong Pasir 浮標 

16 6/1 
Pyramid Shoal 浮標引き上げ、Tanjung Medang 灯台、

Pyramid Shoal 浮標再設置、Off Tanjung Medang 浮標引き

上げ 

17 2 Off Tanjung Medang 浮標再設置

18 3 Iyu Kecil 灯台

19 4 Tanjung Parit 灯台、Benkalis 浮体式灯標

20 5 Rob Roy Bank 灯標、Raleigh Shoal 灯標、Dumai 到着 
21 6 基地にてミーティング

22 7 Batam へ出発

23 8 Batam 到着

24 9 MSC 上陸。設標船は基地へ移動  
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4. 保守点検作業概要 

4.1. チーム編成および交通手段 

(1) マレーシア 

第 1 回巡回保守点検作業は下記の方法で行われた。18 航行援助施設は 2 組に分

けられ、それにより 2 チームが編成された。まず第一チームが 9 基の航行援助

施設の保守点検作業を行った後、第二チームに引き継ぎ、残りの 9 基の作業を

行った。両チームは 5〜6 名の海事局技術スタッフで構成された。目的地までの

交通手段は、陸上車のほか、海事局が所有する船舶やチャーター船を適宜組み

合わせて利用した。 

(2) インドネシア 

マレーシアと同様 2 チームを編成し、Tanjung Pinang 基地に属する 15 の航行援

助施設と Dumai 基地に属する 13 の航行援助施設の 2 組に分けて保守点検作業

を実施した。第一チームは 6 名の管理・技術職員、4 名の海運総局職員および 2
名の基地職員で構成された。 

Tanjung Pinang 基地に属する設標船「Jadayat」が本船として保守点検作業の全工

程に参加した。 

4.2. 主要保守点検作業項目 

(1) 機能点検 

各施設で次の項目を確認し、部品交換やバッテリー端末、レンズおよび太陽電

池パネルの洗浄など必要な措置をとった。 
 
* 灯火特性（周期性） 
* 点滅装置およびランプチェンジャーの機能確認 
* 電球（球切れ、不具合） 
* ランタンおよびレンズの状態 
* 接続ケーブル 
* 蓄電池、電圧、伝導率および比重の解析 
* 太陽電池パネル出力電圧 
* 非常用自動発電装置の機能確認 
* 避雷器、避雷針および接地の状態確認 
* 灯台の接地インピーダンス 
* 装置の腐食防止剤の有効性 
* レーダービーコン信号検出 
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(2) 構造物点検 

* 塗装の劣化 
* 木材の腐朽状態 
* コンクリート構造物の亀裂点検 
* 鉄骨構造物の腐食の調査、必要に応じてチッピングや塗装の手直しを実施 
* シンカーアイボルトの緩みの調整（浮標） 
* 鎖の磨耗状態の確認（浮標） 
* 鳥の糞の清掃 

(3) 関連設備の点検 

* 航行援助施設の桟橋など通路の安全確認 
* 通路上の海草の刈り取り 

5. 主な所見 

5.1 機能点検結果 

航行援助施設 
所属 

マレーシア インドネシア 

分類 灯火 
灯火および 
レーコン 

灯火 
灯火および 
レーコン 

航行援助施設数 18 5 28 10 

非灯火／ 
レーダー波なし

2 1 1 3 

 ↓ ↓ ↓ ↓ 

 
① 

 
② 

 
③ 
 

④ 
 

  マレーシア 非灯火 ： ①One Fathom Bank 北灯標および Piai 浮標 

  レーダー波なし ： ②Pulau Mungging 灯標 

      

  インドネシア 非灯火 ： ③Off Tanjung Medang 浮標 

 レーダー波なし ： ④Durain 海峡南基準マーク浮標、Nipa 灯標および

Buffalo Rock 灯標 
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5.2 マレーシア特記事項 

 Sepat 浮体式灯標では、請負業者による設置後 2 年の保証期間の間に、その保証内で 4
度の機能点検が予定されている。海事局による第 1 回巡回保守点検作業では、請負業

者から 2 名の技術専門家が参加し、第 3 回目の保証内点検が実施され、データ収集お

よび機能点検が行われた。 

 Tompok Utara 灯標は、2012 年 4 月 16 日に実施された第 1 回 ANF 保守点検作業後 1
ヶ月以内に損傷があったとの報告がなされた。灯標崩壊の原因はまだ確認されていな

い。 

 Panjang Selatan 灯標は、船舶の衝突による損傷後 2012 年 12 月 6 日に再設置された。

今回は再設置から初めての点検である。船舶の衝突を避けるため、初めてプラットフ

ォーム下部の四隅に、夜間に点滅する発行パイプを設置した。 

 Pulau Undan 灯台では、2012 年 12 月に民間業者からの専門家とともに、海事局の技術

専門家によりシステムチェックが念入りに行われた。システムチェック時に見つかっ

た施工不良配線の補修作業が実施された。 

5.3 インドネシア特記事項 

 Cula 灯標の取替作業に対する土木基礎工事が 2013 年 4 月 20 日に開始された。基礎工

事および資材の運搬が 2013 年 5 月 23 日の点検時に行われた。 

 One Fathom Bank 北基準マーク浮体式灯標は 2012 年 12 月に再設置され、今回はそれ

以来初めての点検であった。装置のレイアウトおよび点検スタッフの安全措置に関す

る改善策を何ヵ所か講じる必要があることが分かった。 

 Iyu Kecil 灯台は、2013 年 5 月 23 日に落雷で灯火システムに著しい損傷を受けたが、

Dumai 基地より技術スタッフを現場に派遣し、迅速な対応をしたことで 2013 年 5 月

25 日には機能を回復した。  

6. 監査人意見 

6.1 マレーシア 

 航行援助施設への移動のため、海事局所属の 4 隻の船と現地のチャーター船 1 隻が連

続的に使用された。しかしながら、何隻かはレーダー装置を搭載していない小型の船

舶であったため、レーダービーコンの機能チェックには不十分であった。点検作業中

に発見される装置トラブルに対し迅速な対応をするために必要な様々な状況を考える

と、母船として十分な機能の備わった設標船を用意することが望まれる。 

 近年では、海事局スタッフが同行しない外部委託によって修繕作業を行う場合がある

が、このような場合には適切な管理を行う必要がある。 

 新しいタイプの灯火装置を導入する場合には、それぞれの航行援助施設の状況を熟知

している技術スタッフと意見を交換することが望まれる。また、設置前にはその取り

扱いについて把握するための時間を十分に取ることが望まれる。 
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6.2 インドネシア 

 Dumai 基地の適切なメンテナンス作業により、航行援助施設の非灯火は 28 施設中、昨

年の 6 施設から 1 施設に減少した。 

 2012 年 12 月に One Fathom Bank 北基準マーク灯標に導入された灯火装置は新しいタ

イプのものであり、マ・シ海峡で使用されるのは初めてである。それゆえ海峡の特殊

な天候や環境下でいくつか問題が出てきている。ランプチェンジャー装置のプリント

基板回路のプラスチックカバーは、太陽熱によるダメージで損傷し、はがれ落ちてい

た。 

 レーダー波を発信していない航行援助施設は 10 施設中、昨年の 6 施設から 3 施設へ減

少した。しかしこれら 3 施設中 2 施設は修理のために取り外されており、それ以来代

替のレーダービーコンが設置されていない。早急にレーダービーコンを設置すること

が求められる。 

 施設のドアおよびハッチは通常タイプの鍵で施錠されているが、このタイプの鍵では

錆びやすくドアが開かなくなる可能性があるため、より性能の良いものを使用するこ

とが求められる。 

 新しいタイプの灯火装置を導入する場合には、それぞれの航行援助施設の状況を熟知

している技術スタッフと意見を交換することが望まれる。また、多くの交換部品を備

えておく必要がないよう、あまり多種類の装置を使用しないことが望まれる。 
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文書 ANF 11/5/3

10 ヵ年メンテナンス作業計画（PMP）改訂 
 

沿岸国（インドネシア、マレーシアおよびシンガポール）より提出 

はじめに 

1. マ・シ海峡航行援助施設に関する向こう数年間の必要作業およびメンテナンスと取替

作業に要する費用をより正確にするため、2013 年 4 月に行われた第 10 回 ANF 委員会会議

において事務局が 10 ヵ年メンテナンス作業計画の改訂を提案し、沿岸国はそれに対し同意

した。改訂案は第 11 回 ANF 委員会会議において確認される。 

PMP 改訂案 

2. PMP 改訂案は以下のとおりである。 

 別添 1―インドネシア 
 別添 2―マレーシア 
 別添 3―シンガポール 

委員会に求められる行動 

3. 基金委員会を招集し、沿岸国より提出される 10 ヵ年 PMP の改定案の確認および承認

をする。 

  

 

  

資料１１－７
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文書 ANF 11/5/4

2014 年基金作業計画 
 

沿岸国（インドネシア、マレーシアおよびシンガポール）より提出 

はじめに 

1. 基金運営規則第 8.2.2 条により、当局は、対象航行援助施設の提供および維持管理に

関する年間作業計画を策定して、基金委員会の承認を得ることが求められる。 

2014 年作業計画案 

2. 2014 年作業計画案は以下の内容である。 

 (i) 承認済み 10 ヵ年メンテナンス作業計画（PMP）に従い、対象航行援助施設に対

し取替およびメンテナンス作業を実施する。詳細は沿岸国より提示される予定

である。 

  ― 別添 1：インドネシア 
  ― 別添 2：マレーシア 
  ― 別添 3：シンガポール 

 (ii) 独立した第三者専門家（マラッカ海峡協議会）による業務監査をインドネシア

およびマレーシアに対して実施する。 

 (iii) 2014 年航行援助施設基金委員会会議を開催する。 

 (iv) 独立第三者監査人による 2014 年度財務監査を行う。 

委員会に求められる行動 

3. 基金委員会を招集して、作業計画について検討し、承認をする。 

  

資料１１－８
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別添１ 

2014 年海峡航行援助施設作業計画 

インドネシアより提出 

1.  はじめに 

1.1. 基金運営規則第 8.2.2 条により、当局は、指定航行援助施設の提供およびメンテナン

スに関する年間作業計画を策定して、基金委員会の承認を得ることが求められる。 

1.2. 第 2 回 ANF 委員会会議は、マ・シ海峡の航行援助施設の 10 ヵ年メンテナンス作業計

画（PMP）を承認した。これはインドネシアの 28 の主要航行援助施設の取替および

更新作業に関するものである。 

1.3. 第 10 回 ANF 委員会会議は、インドネシア、マレーシアおよびシンガポールによる

10 ヵ年 PMP 改訂に関する事務局の提案に同意した。 

2. 作業計画 

2.1. 全般的作業／活動 

  2.1.1. 承認済みメンテナンス作業計画（PMP）に対応した活動案 

No. 航行援助施設／内訳 

2014 年作業計画 

承認済 PMP 
見積合計 

承認済 10 ヵ

年 PMP 
作業計画案 

C M R C M R 

1. 
Bengkalis 一般マーク灯標

（ILL.633） 
✓   ✓   USD 85,000

2. 
Helen Mars 一般マーク灯標 
（ILL.835） 

  ✓   ✓ USD 1,500,000

3. 
a. 28 航行援助施設メンテナンス

 作業 
 ✓   ✓  USD 306,318

4. 
b. 交換部品およびメンテナンス

 年間費用 
 ✓   ✓  USD 623,243

合計       USD 2,514,516

   注： 

   ・為替レート：1USD＝9.500.インドネシアルピア 

   ・C：土木基礎工事（C&S）  

   ・M：メンテナンス作業   

   ・R：取替作業
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  2.1.2 作業範囲案 

   2.1.2.1. 土木基礎工事（C&S）準備作業 

    (1) 計画詳細（承認済メンテナンス計画に対応した活動） 

     a. 2014 年承認済メンテナンス計画 

     i. Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835） 

     ii. Batu Berhenti 一般マーク灯標（ILL.820）  

    b. 2014 年メンテナンス作業計画案 

     i. Bengkalis 一般マーク灯標（ILL.633） 

    c. 実施スケジュール 

作業活動 
2014 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4

a. Bengkalis 一般マーク灯標
（ILL.633） 

    
    

  

    d. 費用 

No. 内訳 承認済 PMP 実際必要額 

1. Bengkalis 一般マーク灯標

（ILL.633） 
USD 85,000.00 USD 85,000.00

合計 USD 85,000.00 USD 85,000.00

    (2) 詳細情報／別紙概要 

     なし 

    (3)  写真 

      i. Bengkalis 一般マーク灯標（ILL.633） 
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   2.1.2.2. メンテナンス作業 

    (1) メンテナンス作業（承認済メンテナンス計画に対応した活動） 

     a. 2014 年承認済メンテナンス計画 

    i. 第 1 回航行援助施設巡回保守点検作業が 2014 年 5 月～6
月に実施される。 

    ii. 第 2 回航行援助施設巡回保守点検作業が 2014 年 10 月

～11 月に実施される。  

    b. 実施スケジュール 

作業活動 
2014 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4
a. 2014 年 5－6 月実施予定第

1 回 ANF 巡回保守点検作
業 

    
    

  
b. 2014 年 10－11 月実施予定

第 2 回 ANF 巡回保守点検
作業 

  
  
  

    c. 費用 

       次ページに記載 

    (2) 詳細情報／別紙概要 

     なし 

    (3) 写真 

     なし 
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2014 年定期メンテナンス作業 

 

No. 内訳 
第 1 回 ANF 巡回

保守点検作業 
第 2 回 ANF 巡回

保守点検作業 
合計 

1. 作業チーム諸手当 USD 9,931.87 USD 9,931.87 USD 19,663.74

2. 船員日当 USD 14,505.49 USD 14,505.49 USD 29,010.99

3. 糧食支給 USD 19,670.33 USD 19,670.33 USD 39,340.66

4. 船舶運用経費 USD 50,625.26 USD 50,625.26 USD 101,250.52

5. 機器・予備機 USD 3,875.27 USD 3,875.27 USD 7,750.55

6. 雑費 USD 8,125.82 USD 8,125.82 USD 16,251.65

合計 

USD

106,634.05

USD 

106,634.05 

USD

213,268.10
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   2.1.2.3. 交換部品の調達 

    (1) 計画詳細（承認済 PMP に対応した活動） 

     a. 2014 年メンテナンス作業計画案 

      2013 年に、インドネシアは 28 航行援助施設に対する定期メ

ンテナンス作業のため、また不測の事態や技術的欠陥に備

え、交換部品を調達する予定である。調達自体は 2014 年 5
月～8 月に行われる予定である。 

      b. 実施スケジュール 

作業計画 
2014 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4

交換部品の調達 
    
    
    

     c. 改訂要求額 

No. 内訳 承認済 PMP 実際必要額 

1. 交換部品の調達 USD 623,243 USD 260,000

合計 USD 623,243 USD 260,000

      注：為替レート：1US ドル＝9.500 インドネシアルピア 

 

   2.1.2.4. 取替作業 

    (1) 計画詳細（承認済 PMP に対応した活動） 

     a. 2014 年承認済メンテナンス計画 

      i.  One Fathom Banks 特別マーク浮標（ILL.570） 

      ii. Buffalo Rock 北基準マーク灯標（ILL.834） 

      iii. Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835） 

     b. 2014 年メンテナンス計画案 

       i.  Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835） 
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      c. 実施スケジュール 

作業計画 
2014 年（四半期） 

第 1 第 2 第 3 第 4

a. Helen Mars 一般マーク灯標
（ILL.835） 

    
    
    

     d. 改訂必要額 

      ・ Buffalo Rock 北基準マーク灯標（ILL.834）の取替作業

が 2011 年に実施された。 

      ・ Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835）の土木基礎工事

準備作業が実施中であるため、予算は作業完了後に提

示される予定である。 

・ 基金の継続的運営のため、インドネシアは One Fathom 
Banks 特別一般マーク浮標（ILL.570）の取替作業に自

身の予算を充てる予定である。 

No. 内訳 承認済 PMP 実際必要額 

1. One Fathom Banks 特別
マーク浮標（ILL.570） USD 105,263.16 -

2. Helen Mars 一般マーク
灯標（ILL.835） USD 1,500,000.00 -

合計 USD 1,605,236.00 -

       注：為替レート：1US ドル＝9.500 インドネシアルピア 

    (2) 詳細情報／別紙概要 

     なし 

    (3) 写真 

     i.  Helen Mars 一般マーク灯標（ILL.835） 
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3. 概要 

No. 項目 
承認済

PMP   

見積額 
改訂必要額 優先度 

ANF     
要求額 

備考 

 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

1 C&S 作業 85,000 

2. Bengkalis 一般マーク灯標

（ILL.633）     
優先度低 

85,000  
       85,000.00

 合計 85,000.00

2 
メンテナンス

作業 
929,561.00 

1. 28 航行援助施設メンテナ

ンス作業 
優先度高 

473,268.10  

213,268.10

2. 交換部品 

   260,000.00

合計 473,268.10

3 取替作業 3,000,000.00 

1. Helen Mars 一般マーク灯標

（ILL.835） 

              -

合計      -

優先度高 

- 

-取替作業費

用を決定す

るために必

要な C&S は

現在実施中

であり、2014
年第 4 四半期

に完了する

予定である。

合計（USD）  558,268.10 558,268.10  

注：為替レート：1US ドル＝9.500 インドネシアルピア 
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別添 2 

2014 年海峡航行援助施設作業計画 

マレーシアより提出 

1.0  はじめに 

1.1. 2014 年作業計画には、承認済 10 ヵ年メンテナンス作業計画（PMP）に基づきマレー

シアにより維持されている 18 航行援助施設に対する作業が含まれる。 

1.2. 航行援助施設詳細は以下のとおりである。 

No. 航行援助施設  No. 航行援助施設 

灯台  5. Panjang Selatan 灯標 

1. Bukit Segenting 灯台, Johor  6. Mudah Utara 灯標 

2. Pulau Undan 灯台, Malacca  7. Panjang Utara 灯標 

3. Tg. Tuan 灯台, Malacca  8. Tg. Tohor 灯標 

4. Bukit Jugra 灯台, Selangor  9. Tg. Gabang 灯標 

5. One Fathom Bank 灯台, Selangor  10. Sepat 浮体式灯標 

灯標  11. Tg. Rhu 灯標 

1. Tompok Utara 灯標  12. One Fathom Bank 北灯標 

2. Pulau Mungging 灯標  浮標 

3. Tg. Piai 灯標  1. Piai 浮標 

4. Mudah Selatan 灯標    

2.0 作業計画 

 2.1 土木基礎工事（C&S） 

  2.1.1 土木基礎工事（C&S）計画および見積額は以下のとおりである。 

航行援助施設 見積額(USD) 

Tanjung Gabang 灯標 60,000.00 

Mudah Utara 灯標 60,000.00 

One Fathom Bank 灯標 60,000.00 

Sepat 浮体式灯標 60,000.00 

Pulau Mungging 灯標 30,000.00 
合計 270,000.00 

  2.1.2 上記 C&S 費用はマレーシアが負担する。 
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 2.2 復旧計画 

  2.2.1 Pulau Undan 灯台復旧計画詳細は以下のとおりである。 

航行援助施設 見積額(USD) 

Pulau Undan 灯台修復および復旧

計画−第 2 段階 
1,433,333.00 

合計 1,433,333.00 

  2.2.2 マレーシア海事局は、マレーシア公共事業局（PWD）を復旧計画の管理者に

任命した。計画の第 2 段階は、構造部修繕、再塗装、および灯台とその周囲

施設の強化を含む。 

 2.3 Tompok Utara 灯標取替作業 

  2.3.1 昨年 4 月に、技術的問題および連続的な厳しい気象条件による灯標の損傷が

報告されている。 マレーシアは詳細調査を実施するためコンサルタントを

任命した。調査は 2013 年 11 月までに完了する見込みである。 

  2.3.2 マレーシアは取替作業費用 2 百万 US ドルを負担する予定である。 

3.0 2014 年作業計画概要 

 3.1 2014 年作業計画に要する費用の概要は以下のとおりである。 

No. 項目 
ANF 基金 

見積額(USD) 
マレーシア負担 

見積額 

1. 

土木基礎工事（C&S） 
(i) Tanjung Gabang 灯標  

 (ii) Mudah Utara 灯標 
 (iii) One Fathom Bank 灯標 
 (iv) Sepat 浮体式灯標 
 (v) Pulau Mungging 灯標 

- 270,000.00

2. Pulau Undan 灯台復旧作業 1,433,333.00 -

3. Tompok Utara 取替作業 - 2,000,000.00

小計 1,433,333.00 2,270,000.00

合計 3,703,333.00
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別添 3 
2014 年海峡航行援助施設作業計画 

シンガポールより提出 

 

1.0 はじめに 

1.1 4 年サイクルの灯台メンテナンス作業の一環として、Pulau Pisang および Bedok 灯台

のメンテナンス作業と修繕作業が 2014 年に予定されている。これらの作業には

143,500US ドルの予算が充てられている。両灯台の調査は 2014 年第１四半期に実施さ

れる予定であり、上記作業の入札は 2014 年 4 月〜5 月に告示される。作業は 2014 年

第 3 四半期下旬から第 4 四半期初旬までに完了する見込みである。 

2.0 メンテナンス作業計画 

 2.1 全般的作業／活動 

  2.1.1. 承認済みメンテナンス作業計画（PMP）に対応した活動案 

No. 航行援助施設 

2014 年作業計画 

見積合計 承認済 10ヵ
年 PMP 作業計画案 

C M R C M R 

1. Pulau Pisang 灯台 ✓ - - ✓ - - USD 132,500

2. Bedok 灯台 ✓ ✓ - ✓ ✓ - USD 11,000

    備考： 

  ・C：土木基礎工事（C&S） 
  ・M：保守作業 
  ・R：取替作業 

・ (✓):どちらかに該当がある場合 
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2.2 作業範囲案 

  Pulau Pisang 灯台 

  2.2.1 土木基礎作業（C&S） 

   (i) 灯台タワー部および周囲建物の修繕と再塗装 

   (ii) 構造部修繕 

   (iii) 通路の修繕 

  Bedok 灯台 

2.2.2 土木基礎工事（C&S） 

(i) 灯台タワー部修繕および再塗装 

(ii) 構造部修繕 

(iii) 反射フィルムの取替 

3.0 概要 

 3.1 費用 

No. 項目 
承認済

PMP 見積

額(USD) 
実際必要額(USD) 優先度 

1. 土木基礎工事 Pulau Pisang 灯台 
（USD 132,500） 

-

2. 土木基礎工事 

 
 
メンテナンス作業 
(i) 運用 
(ii) メンテナンス 
(iii) 交換部品 

Bedok 灯台 
（USD 8,000） 
 
（USD 3,000） 
 
 

-

合計(USD) USD 143,500 

  注：為替レート：1US ドル＝1.27 シンガポールドル 

  

195



 

196 
 

 
 担当 ：マレーシア海事局 

 位置 ：南シナ海 

 関係チャート ：MAL6147 および BA2403 

 
TOMPOK UTARA 灯標損傷 

および仮浮標設置 

 船員は、北緯 01 度 27.78 分、東経 104 度 27.19 分に位置する Tompok Utara
灯標が損壊しているので注意されたい。このエリアには仮浮標が設置されてい

る。詳細は以下のとおりである。 

 

 タイプ  ：浅瀬浮標 

 位置  ：北緯 01 度 27.78 分、東経 104 度 27.19 分 

 灯質  ：Fl.W(2)10s 

 

 船員は、この付近を通過の際には細心の注意を払うこと。 

 

 

 マレーシア海事局長 

 MOHD NAZWAN HAFEEZ HASHIM 

 2013 年 5 月 13 日 

 
  

 

 

資料１１－９
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文書 ANF/11/6/1

 

2014 年基金予算案および配分の検討 
 

沿岸国（インドネシア、マレーシアおよびシンガポール）より提出 

はじめに 

1. 基金運営規則第 8.2.4 項および 8.2.5 項に従い、ANF 委員会は、承認を得るために年間

の管理運営予算に関する提言を行い、委員会および 3 ヶ国の技術専門家グループによって承

認された作業計画に基づいて沿岸国へ資金配分を行うことが求められる。 

予算提案 

2. 同項に従い、予算は、基金の運営および 2014 年作業計画の実施を主たる目的として

策定された。詳細は別添 A のとおりである。 

3. 2013 年 9 月 30 日の時点で、2014 年メンテナンスおよび取替作業に利用できる ANF
見積残高は 5,042,254.83US ドルである。 

委員会に求められる行動 

4. 基金委員会を招集し、2014 年予算案および配分案に関して検討し、承認することが求

められる。 

 

資料１１－１０

197



 

198 
 

別添 A 

2014 年度予算案 

No 活動内容 改訂   
必要額 

ANF 配分案
(USD) 備考 

1. 承認済 PMP に基づく、マ・シ海峡における航行援助施設取替およびメンテナンス作業 

1.1 インドネシア 

 

  (i) 土木基礎工事 

   a) Bengkalis 一般灯標 

    

  (ii) 28 航行援助施設メンテナンス 

     

  (iii) 28 航行援助施設交換部品調達 

 

  (iv) 取替作業 

   a) Helen Mars 一般マーク灯標 

   b) One Fathom Ban 特別マーク

浮標 

85,000.00

213,268.10

260,000.00

-

105,263.16

85,000.00

213,268.10

260,000.00

-

-

Helen Mars：2014 年第 4

四半期 C&S 準備作業完

了後策定予定。 

 

One Fathom Bank： 

インドネシア負担 

合計 663,531.26 558,268.10  

1.2 マレーシア 

 

  (i) 土木基礎工事 

    a) Tanjung Gaban 灯標 

    b) Mudah Utara 灯標 

    c) One Fathom Bank 灯標 

    d) Sepat 浮体式灯標 

    e) Pulau Mungging 灯標 

 

  (ii) Tompok Utara 灯標取替作業 

 

  (iii) Pulau Undan 灯台修復作業 

270,000.00

 

 

2,000,000.00

1,433,333.00

-

-

1,433,333.00

マレーシア負担

マレーシア負担

合計 3,703,333.00 1,433,333.00  
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No 活動内容 
改訂  

必要額 

ANF 配分案

(USD) 
備考 

1.3 シンガポール 

 

  (i) 土木基礎工事 

   a) Pulau Pisang 灯台 

 

  (ii) Bedok 灯台 

   a) 土木基礎工事 

   b) メンテナンス 

132,500.00

8,000.00

3,000.00

 

-

 

 

-

-

シンガポール負担

合計 143,500.00 -  

小計（1） 4,510,364.26 1,991,601.10

2. 事務局 

2.1 航行援助施設基金委員会（会議 2 回×

USD6,000） 

12,000.00 12,000.00  

2.2 第三者専門機関による航行援助施設業務監査 30,000.00 30,000.00  

2.3 2014 年年次財務監査 9,700.00 9,700.00  

小計（2） 51,700.00 51,700.00

合計（小計 1＋2） 4,562,064.26 2,043,301.10
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文書 ANF/11/8/1

 

マ・シ海峡における ANF への業界支援要請 
 

計画概要 

背景 

マ・シ海峡は、国際管理法下にある世界で最も重要な海上交通輸送路の一つであり、沿岸

国（インドネシア、マレーシアおよびシンガポール）がこの航路に対し責任を負っている。

「協力メカニズム」および TTEG（三国技術専門家グループ）や ANF などの補足的な会議

（ICS はこれらの定期会議に出席）のもと、沿岸国の協調的取組みが行われている。広範

囲にわたる航行援助施設（AtoN）の要望を管理するために「航行援助施設基金（ANF）」

が設立された。SOLAS 条約は沿岸国に対し、沿岸水域にある航行援助施設を適切に提供す

るよう求めている。沿岸国の多くはその管轄下において、入港する船舶から「灯台料」を

徴収することにより、航行援助施設の資金を積み立てている。しかしマ・シ海峡の場合、

このエリアを利用する船舶のほとんどが通過してしまうため、若干の例外はあるものの、

海峡を通過する船舶から灯台料を徴収し、その灯台料から ANF への基金を集める機会がほ

とんどない。 

これを補うため、多くの管理者およびその他組織により基金が設立され、それに対する拠

出金で代替的な財政への取組みがなされている。とりわけ、日本財団および IFAN はこれ

まで長期間 ANF へ貢献している。ANF が特に多くの資金を必要とする理由の一つに、こ

の地域の航行援助施設が事故または故意による損傷の被害に頻繁に遭うため、定期的な取

替作業が必要であることが挙げられる。また、地元漁師が頻繁にライトやその他の装置を

動かしてしまうことにより、安全な航行および環境保護に不可欠な設備が利用できなくな

っていることも報告されている。 

沿岸国は以前、船舶業界による直接的な出資について検討するよう ICS に要請している。

しかしながら ICS は、船舶業界を代表して ICS が行っている多くの活動は物資による適切

な支払いを策定し、業界による直接的な出資はなされていないと回答しており、沿岸国は

これを了承している。 

今年初旬にシンガポール（現 ANF 議長）は ICS に対し、2015 年以降には ANF において

800 万 US ドルの不足が予想されると報告している。このため、2015 年およびその後数年
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間の不足に対処するため、ICS に対しさらなる非公式な直接的出資の要求がなされた。し

かし、沿岸国は航行援助施設の提供に資金供給をしなければならないという原則があり、

一地域に例外を認めればその他の主要航路においてもその原則を損なうこととなるため、

ICS はそのことを非常に危惧している。 

この ANF に対する財政支援の要請に応えるため、ICS 事務局は新しい適切なアプローチを

考えている。 

討議 

ICS は、実証試験段階である e-navigation の開発と海洋電子ハイウェイ（MEH）の両方に

参加している。MEHの実証試験段階は2012年に正式に完了し、MEHのさらなる開発には、

沿岸国共同協力メカニズムのより幅広い研究も含まれている。 

IMO において、e-navigation に関する議論の最終結果は不明のままである。しかしながら、

動的余裕水深のように多くの技術開発が見られ、それらが幅広い e-navigation の要素を形作

り、実践的に応用できると考えられている。それと平行して、動的余裕水深計画がマ・シ

海峡において開始され、沿岸国はこの地域での e-navigation の可能要素を実証する試験台に

なることを歓迎している。 

ICS 事務局は、海峡における航法をサポートするため、また ANF の直接的出資に関する要

求に対処するために、利用できる方法について多くの有力なステークホルダーと非公式に

打ち合わせを行っている。 

現在のコストで ANF を維持するための代替案として、必要な財源を縮小し、航行援助施設

の部分的な取替を供給できる代替技術が展開される可能性がある。 

提案 

ECDIS(電子海図情報表示装置)の適用義務が 2012 年 7 月に開始され、2018 年 7 月までにす

べての SOLAS 船舶で搭載が完了しなければならない。ECDIS は、スクリーン上の電子チ

ャートに重ねて情報の「レイヤー」を表示することができる。ICS は、マ･シ海峡では、船

舶を特定するための「ナビゲーションレイヤー」を ECDIS に送信して表示することを提案

している。このレイヤーは船舶がこれに従えるよう助言的に航行ルートを表示する。船舶

への送信は、船舶と現地センター間の「電子的な握手」に従って、自動化した現地のセン

ターから行われる。 

この構想は、航行援助施設の絶対数を減らすことも一部目的としている。それゆえ、航行

安全が強化される一方、航行援助施設の提供およびメンテナンスの費用が削減されている。

すべての航行援助施設を取り除くことは適切ではなく、必要とされる航行援助施設数は、

特定の位置や現地の航行密度などの理由に左右される。システムが成熟すれば、余分な航

201



 

202 
 

行援助施設の見直しがなされる可能性がある。このシステムは既存の航行援助施設の提供

と平行して 2018 年まで運用される。2018 年以降は、ECDIS を搭載せず、強化された航行

サービスの恩恵をうけることができない船舶は、従来の航行援助施設の必要性を訴えると

考えられる。このような船舶は沿岸国の沿岸貿易船に限られていると推測され、現時点で

は彼らの要求にも対処できるよう適切な方法が確立されていると考えられる。 

このようなシステムのソフトウェアには、信頼度の高いしっかりとしたサービスを提供す

るために十分な品質保証（QA）が必要である。ソフトウェアに対する QA は現在 IMO に

より検討されている。 

基金積立 

本案の目的は、マ・シ海峡における航行安全強化のために従来の航行援助施設と新しい技

術を組み合わせて研究開発を行い、それと同時に ANF の財務要求を減らすことである。船

舶業界へ財政支援要請を行う代わりとして、追加基金が必要でなくなる水準にまで ANF

の財務要求を削減できる可能性がある。計画の初期段階では、下記で述べられている資金

積立の代替案で ANF を必要レベルに維持できると予想している。 

ECDIS に表示される革新的なナビゲーションガイダンスを提供すると同時に、絶対的な航

行援助施設数と、それに関連して必要となるメンテナンス作業を減らすことで資金の節約

が可能となる。 

GEF 世界銀行は MEH 実証試験段階に資金提供をしており、本計画を推進する基金のため

に GEF にアプローチすることが考えられている。この基金を要求する理由は、主に海峡に

おける航行安全および環境保護の強化である。沿岸国が航行援助施設の提供に要する費用

を削減する方法を探っていることを考えると、計画はその他の地域に移行する可能性もあ

る。世界基準の情報伝達手段が採用されている航行援助システムや表示必須要件は、グロ

ーバルスタンダードに依存している業界にとってはかなり魅力のあることである。 
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マ・シ海峡航行援助施設の調査および ANF の宣伝活動 

 

1. 2007 年の ANF 設立以来、マ・シ海峡における 51 航行援助施設の見直しをする適切な

時期に来ている。 
 

2. マ・シ海峡における航行援助施設の調査は以下の項目を含むこととする。 

 

 ・ ANF 対象 51 航行援助施設の総合的な見直し 

 ・ 航行援助安全強化を目的とする航行援助施設最適化の勧告 

 ・ 完全に機能する航行援助施設の経済的利益の査定 
 

3. ANF の宣伝活動 

 

 ・ 調査結果報告後に実施される 

 ・ 宣伝活動には調査結果を最大限利用する 

・ 費用対効果の高い方法で、かつ海峡利用者に届くよう宣伝する 
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